
【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

①保育園の受入体制の拡
大
保育園の受入枠の拡大によ
り（保育園の新設、もしくは
既存保育園の定数増等）、
待機児童ゼロを目指しま
す。実施にあたっては、地域
の供給バランスにも配慮し
ていきます。
〈子育て支援課〉

◎認可保育園定
数　１，８００人
⇒達成（1,904人）

・平成２２年５月に「おひさま保育
園」、「ﾚｲｸｻｲﾄﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾁｬｲ
ﾙﾄﾞｹｱ」の民間保育園２園が開
園。
・馬渡保育園（平成24年4月開園
予定）・佐倉保育園（平成24年1月
開園予定）の建替え事業を進め
た。

・佐倉保育園の移転建替え(平成
24年1月開園)を実施し、馬渡保育
園（平成24年7月開園予定）の建
替え事業を進めた。
・以下のとおり保育園の定員増を
実施した。
　北志津保育園：130名→138名
　みくに保育園：45名→50名
　ハローキッズ：90名→100名

・平成24年7月に馬渡保育園新園
舎が開園した。（30名の定数増）
・平成24年11月にみやのもりハ
ローキッズが開園した。（60名の
定数増）

・平成25年4月に吉見光の子保育
園が開園(45名の定員増)
・平成25年10月にさくら敬愛保育
園が開園（60名の定員増）

・平成26年9月にえがおの森保育
園・いのが開園（60名の定員増）
・平成26年12月にはくすい保育園
が開園（60名の定員増）
・平成27年1月に吉見光の子保育
園が認定こども園へ移行（4名の
定員増）

平成26年度末において、認可保育
園定数は1,904人となり、目標事業
量を達成した。
（認可保育園22園、認定こども園1
園）

依然として、待機児
童が発生している。
特に、３歳未満の待
機児童が多い。特
に、志津地区及び臼
井地区において待機
児童が多い傾向があ
る。

今後も、地域の供給バラン
スに考慮し、引き続き待機
児童ゼロへ向けた取り組み
を推進する。
また、子育てコンシェルジュ
により、利用者のニーズに
寄りそった、利用調整を実
施する。

基本目標１
（1）幼児期の学
校教育・保育
サービスのて提
供
1幼児期の保育
サービスの提供
と充実

②利用者の立場に立った保
育サービスの多様化・拡充
保護者の就労形態の多様
化に対応し、延長保育の充
実及び一時預かり事業の拡
充を図るとともに、休日保育
事業及び病児・病後児保育
事業（乳幼児健康支援一時
預かり事業）を新規に実施し
ていきます。
（子育て支援課）

◎【延長保育事業】
　２０時まで６園
⇒達成（２０時まで９
園）
◎【休日保育事業】
　６０人（２か所）
⇒未達成
◎【病児・病後児保
育】３人（１か所）
⇒達成（９人（３か
所）
◎【一時預かり事
業】
　９０人（８か所）
⇒達成（８か所）

・延長保育事業については、平成
２２年５月に民間保育園２園が開
園したことにより、２０時まで実施
の園が６園、１９時まで実施の園
が11園となった。
・一時預かり・特定保育事業につ
いては公立２園、民間３園で実
施。
・病児・病後児保育については、
平成23年度実施に向けて事務を
進めた。

・延長保育事業については、平成
24年1月に佐倉保育園を建て替え
たことにより、20時まで実施の園
が7園、19時まで実施の園が9園と
なった。
・一時預かり・特定保育事業につ
いては公立3園、民間3園で実施。
・病児・病後児保育については、
平成24年度実施に向けて事務を
進めた。

・延長保育事業については、馬渡
保育園の建替えに伴い、20時まで
実施の園が8園（1園増加）、19時
まで実施の園が9園となった。
・一時預かり・特定保育事業につ
いては、馬渡保育園の建替えに
伴い、公立4園（1園増加）、民間3
園となった。
・病後児保育事業を、みやのもり
ハローキッズ内の「こあらキッズ」
（平成24年12月～）および東邦大
学医療センター佐倉病院の「スマ
イル」（平成25年1月～）の2か所で
開始した。

・延長保育事業については、吉見
光の子保育園、さくら敬愛保育園
の開園によって、市内21園で実
施。20時まで実施の園は9か所(1
園増加)
・病後児保育施設、佐倉白翠園内
「トムの部屋」が平成25年8月から
開設。市内実施施設は3か所（1か
所につき定員3人）

・平成26年度に開園した、えがお
の森保育園・いの、はくすい保育
園にて延長保育事業を開始した。
（市内全園で実施）
・一時預かり事業・特定保育事業
を、吉見光の子モンテッソーリ子
どもの家で開始した。

延長保育事業は認可保育園等全２
３園で実施し、20時まで実施の園が
９園（公立６園、私立３園）となった。
一時預かり事業は、公立4園、民間4
園と拡充が図られた。
病後児保育事業は、平成24年度に
２か所、平成25年度に１か所開設し
た。
休日保育事業は未実施のため、目
標事業量を達成できなかった。

より多様化する就労
形態に対応するた
め、休日保育事業の
実施について検討が
必要である。

・現在実施している病後児
保育の利用状況を勘案し、
今後の利用範囲の拡大等
について再検討する。
・病児保育や休日保育の実
施に取り組む。
・延長保育事業の時間拡大
に向けた検討を行う。
・子育て短期支援事業
（ショートステイ・トワイライト
ステイ）の実施に向けた検
討を行う。

基本目標１
（1）幼児期の学
校教育・保育
サービスの提供
1幼児期の保育
サービスの提供
と充実

③保育士、看護師等の確保
と資質の向上
保育園の受入枠の拡大や
保育サービスの多様化・拡
充にあわせて保育士、看護
師等の確保を図ると同時に
より良い保育が実施できる
ように保育士、看護師等の
資質の向上を図ってまいり
ます。
（子育て支援課）

・保育士研修　１０回２２１名参加
・派遣研修　　 １６回　４７名参加
・看護師打ち合せ　１０回

保育士研修　10回218名参加
派遣研修　　10回30名参加
看護職打合せ　7回

保育士研修　10回240名参加
派遣研修　　4回32名参加
看護職打合せ　7回
保育園園内研修　各保育園年10
回程度

保育士研修　年11回　296名参加
派遣研修　　年8回　44名参加
看護職打合せ　年12回
保育園園内研修　各保育園年10
回程度
就労支援研修会　1回　13名参加

保育士研修　年11回　287名参加
派遣研修　年13回　　52名参加
保育園園内研修　各保育園年10
回程度
就労支援研修会　２回　12名参加

毎年、子育て支援課主催の研修と
印旛支会千葉県保育協議会の研修
に参加。
園内研修は職員の資質向上のため
毎年各園で実施している。
就労支援研修を平成25年度から実
施した。

・職員にとって、真に
必要な研修内容の検
討が必要である。
・研修参加者の増加
に向けた取り組みが
必要である。

できるだけ多くの人が参加
できるような研修を実施す
る。

基本目標１
（1）幼児期の学
校教育・保育
サービスの提供
3幼稚園教諭、保
育士、保育教諭
等の資質の向上

④給食内容の充実
子どもの健康の増進、食育
の観点から、保育園におけ
る給食内容の充実を図って
いきます。
（子育て支援課）

【食生活調査実
施】
公立・私立保育園
在園児及び保護
者対象・朝食の接
取状況
⇒達成

【食育の推進】
・行事食献立
・地場産の導入
・クッキング保育の
実施・給食時の栄
養士巡回指導
⇒達成（地場産品
の導入を除く）

・朝食の摂取状況を調査し、結果
を踏まえ家庭と連携し、規則正し
い生活習慣を身につけられるよう
働きかけている。
・自分たちで野菜を栽培し、食へ
の興味関心を高めている。
・食事時間の栄養士の巡回指導
やクッキング保育の充実を図って
いる。
・食育を推進するための献立の工
夫として、新メニューの導入、行事
食の実施、地場産物の導入を
行っている。
・給食便りを発行し、家庭への食
育の啓発を図っている。

・４歳児及びその保護者を対象
に、食生活調査を実施し、家庭と
連携した朝食の推進を行った。
・給食時の栄養士巡回指導を常
時行うとともに、公立８園でクッキ
ング保育を13回、食の体験指導
13回、食事のマナー指導を9回
行った。
・家庭への食育の啓発のため給
食だよりを年８回発行、公立８園
で試食会やミニ講座を25回実施し
た。
・行事食や新メニュー、地場産物
の導入などにより、献立の充実を
図った。
・給食食材の放射能検査を１１月
から３月まで８４食品３８品目実施
した。

・全園児とその保護者を対象とし
た食生活調査を実施した。
・クッキング保育を実施した。
・給食便り年８回発行、試食会も
積極的に行った。
・給食食材の放射能検査を実施し
た。
・新給食管理システムを導入し
た。
・佐倉市保育園アレルギーマニュ
アルを作成した。

・保育園の保護者対象に、食生活
調査を実施。家庭での食事の状
況や保育園給食に関するニーズ
を調査。
・給食だより　年7回発行
・食材の安全点検のため、放射性
物質検査を実施した。
・クッキング保育を実施した。
・佐倉市保育園アレルギー検討委
員会を開催しマニュアルの調査研
究をした。
・栄養士打合せ　12回実施。給食
内容について検討した。

・保育園の保護者を対象に、食生
活調査を実施。
（家庭での食事状況や保育園給
食に関するニーズ調査）
・給食だより　年7回発行
・食材の安全点検のため、放射性
物質検査の実施
・クッキング保育の実施
・佐倉市保育園アレルギー検討委
員会を開催しマニュアルの調査研
究をした。
・栄養士打合せ　12回実施。給食
内容について検討した。

・食生活調査は毎年認可保育園全
園に実施した。（対象を隔年で全園
児、４歳児としている。）
・給食だよりは年度毎にテーマ・発
行回数を決め、毎年全園へ配布し
た。（給食のレシピ紹介等）
・食材の放射能物質検査は平成２３
年度１１月から実施。
・栄養士打ち合わせは月１回実施。
季節に合わせた献立計画と、実施し
た献立の反省を共有し、研究する。
・クッキング保育、給食時の栄養士
巡回指導は各園ごとに実施した。

・園での食育の推進
について、園庭で野
菜を栽培収穫体験の
要望がある一方で、
放射能について心配
する声も聞かれる。
給食の地場産物の導
入を快く実施するた
めの配慮が必要であ
る。

・食生活調査の結果や、園
で行う身体計測の結果、園
での生活習慣等より、在園
児に合わせた給食提供を
研究する。
・安心安全で、楽しみのあ
る献立計画やクッキング保
育の実施する。
・給食だよりによる給食の
情報を発信する。

基本目標１
（1）幼児期の学
校教育・保育
サービスの提供
4給食内容の充
実

⑤障害児保育の充実
保育園における障害児受入
体制の充実を図っていきま
す。
（子育て支援課）

・障害児保育の利用者
　　　　　（保７名・学２６名）
・障害児保育検討委員会の実施
　年２回
・障害児巡回相談
　心理　１０回保育園１０施設
                   学童　  ５施設
　言語　　６回６施設
　教育委員会７回７施設
　　　　　（保育園３、学童４）
・障害児保育研修会　１回

・障害児保育の利用者
　　　　　（保育園６名）
・保育における個別支援検討会議
の実施
　年２回
・障害児巡回相談
　心理　１０回保育園施設
・障害児保育研修会　１回
・学校との連携会議　1施設（1回）

・障害児保育の利用者（保育園5
名）
・保育における個別支援検討会議
の実施　年２回
・障害児巡回相談
　心理　１０回保育園施設
　言語　１０回
・障害児保育研修会２回
・学校との連携会議１施設（1回）

心理巡回相談　12回実施
言語巡回相談　17回実施
障害児保育研修会　2回
小学校との連携会議　3回

身体障害者等手帳所持の児童（5
人）
心理巡回相談　16回（137人）
言語巡回相談　18回（195人）
障害児保育研修会　１回
小学校との連携　1回

障害手帳所持者は横ばいだが、保
育園の増加、気になる子の増加へ
の対応として、巡回相談の回数を増
やして対応を行った。

新規保育園の開設と
気になる子の増加
や、保育園の資質向
上により巡回相談件
数及び回数が増加し
ている。児がより良い
保育を受けられるよ
う相談や関係機関と
の連携を充実する必
要がある。
２７年度から幼稚園も
実施することとなった
が、相談員が不足し
ている状況がある。

障害手帳の有無に関わら
ず、子どもたちがより良い
保育を受けられるよう相談
や研修、関係機関との連携
等を実施していく
巡回相談員を確保していく
必要がある。

基本目標５
（３）障害児への
支援の充実
２障害のある子ど
もの教育・保育の
充実

⑥家庭保育制度の充実
家庭保育制度の充実を図っ
ていきます。
（子育て支援課）

家庭保育員及び
利用者の増加
⇒グループ型小規
模保育制度の開
設

・佐倉市ＨＰ・広報等を活用し周知
を図った。
・家庭保育制度説明会を４回実施
した。

市のホームページや広報を活用
し周知を図った。
説明会を２回実施。

・市のホームページや広報を活用
し周知を図った。
・説明会を3回実施。子育て支援
課窓口で積極的にPRをした。
・施設管理費と保護者助成金の
増額。

家庭的保育者登録者　3名
家庭的保育制度利用申請者　3名
待機児童対策としての制度とする
ため、グループ型小規模保育所
の設置に向け準備をした。

・グループ型小規模保育所が１か
所開設した。
・子ども・子育て新制度の施行に
併せて、地域型保育給付である
小規模保育事業への移行を進め
た。

家庭保育員に保育を委託することに
より、待機児童の解消に努めた。個
人型の家庭保育制度は保育員の登
録が少なく利用が進まないことか
ら、平成26年度に、委託によりグ
ループ型小規模保育所を１か所開
設した。この開設により、多様化す
る保育ニーズへの対応と待機児童
対策への対応を行った。

未だ、待機児童の解
消には至っていない
ことから、待機児童対
策として小規模保育
事業等の推進が必要
である。

・多様化する保育ニーズに
対応するため、子ども・子育
て新制度における小規模保
育事業を推進する。
・小規模保育事業の推進の
ため、保育施設利用者への
周知と利用調整を行う。
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資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

⑦認可外保育施設への支
援
認可外保育施設への支援
について検討します。
（子育て支援課）

・認可外保育施設指導監督基準
に適合している市内の認可外保
育施設２園に対し、健康診断等、
保険加入、備品購入等に関する
経費への補助を実施。

・認可外保育施設指導監督基準
に適合している市内の認可外保
育施設２園に対し，健康診断等，
保険加入，備品購入等に関する
経費への補助を実施。

・認可外保育施設指導監督基準
に適合している市内の認可外保
育施設2園に対し、健康診断等、
保険加入、備品購入に関する経
費への補助を実施。

・認可外保育施設指導監督基準
に適合している市内の認可外保
育施設3園に対し、健康診断等、
保険加入、備品購入に関する経
費への補助を実施。

・認可外保育施設指導監督基準
に適合している市内の認可外保
育施設4園に対し、健康診断等、
保険加入、備品購入に関する経
費への補助を行った。
・平成26年度実績　458,269円

市内の認可外保育施設に対し、健
康診断等、保険加入、備品購入に
関する経費への補助を行った。

子ども・子育て支援
新制度の施行によ
り、対象施設が減っ
たことから、補助のあ
り方等について検討
を要する。

認可外保育施設の支援を
行うため、引き続き補助は
必須である。

⑧認定こども園の整備
認定こども園の整備につい
て検討します。
（子育て支援課、学務課）

・内閣府に設置された「子ども子
育て新システム検討会議」の内容
等を随時収集に努めた。

・内閣府に設置された「子ども子
育て新システム検討会議」の内容
等を随時収集に努めた。

・内閣府に設置された、「子ども子
育て新システム検討会議」の内容
等を随時収集し、（仮称）こども園
等幼保一元化についての国の動
向を注視してきた。

・市立幼稚園については、認定こ
ども園ではなく、新制度に基づく幼
稚園に移行することとした。
・子ども・子育て新制度の内容等
を随時収集し、こども園等幼保一
元化についての動向を注視してき
た。

・子ども・子育て新制度の内容等
を随時収集し、市立幼稚園につい
ては、平成27年度から認定こども
園ではなく、新制度に基づく幼稚
園に移行することに決定した。
・吉見光の子保育園が、平成27年
1月から、認定こども園（保育所
型：吉見光の子モンテッソーリ子
どもの家）となった。

・認定こども園（保育所型：吉見光の
子モンテッソーリ子どもの家）が開所
した。

・市立幼稚園（3園）は、認定こども
園の要件、市立幼稚園の現状、他
市の状況等、総合的に検討した結
果、引き続き幼稚園として運営を行
うこととした。

認定こども園が１園
のみであり、子育て
家庭の選択肢が少な
い状況である。

質の高い幼児期の教育・保
育を実現するため、幼稚
園・保育園・認定こども園等
が連携する。また、小学校
への連携を実施する。

基本目標１
（２）幼児期の学
校教育・保育の
一体的提供と推
進
1認定こども園の
整備

①学童保育の充実
学童保育のサービス内容を
再検討し、児童の健全な成
長のためにより良いと思わ
れる改善を図っていきます。
（子育て支援課）

・学童保育の充実を図るため、児
童インストラクターに研修を実施し
た。（年2回：①応急処置②学童期
の発達的特徴と対応で配慮する
点）
・保護者と児童インストラクターと
が定期的な話し合いの場をもつこ
とにより、質の高い学童保育を提
供した。

・保育の充実を図るため、児童イ
ンストラクター研修を年２回実施し
た。（①保護者への支援の在り方
②配慮を要する児童について）
・支援の必要な児童について、臨
床心理士による心理巡回相談を
実施した。
・保護者の就労形態の多様化に
対応するため、7月21日から、学
校の長期休業中及び土曜日の朝
のの開所時間を朝７時からとた。

・保育の充実を図るため、児童イ
ンストラクター研修を年２回実施し
た。（①保護者への支援の在り方
②配慮を要する児童について）
・支援の必要な児童について、臨
床心理士による心理巡回相談を
実施した。

・保育の充実を図るため、学童保
育指導員を対象とした研修を年2
回実施した。（①発達の気になる
子の対応と保護者支援～子ども
の対応～②発達の気になる子の
対応と保護者支援～保護者の対
応～）
・支援の必要な児童について、臨
床心理士による心理巡回相談を
実施した。

・子育て支援課にて巡回相談を実
施し、臨床心理士が支援の必要
な子への対応方法について指導
を行った。

・学童保育指導員向けの研修を
実施した。保育士研修へ学童保
育指導員の参加を促した。

・保護者の就労形態の多様化に対
応するため、学校の長期休業中及
び土曜の開所時間を朝７時からとし
た。
・学童保育の充実を図るため、学童
保育指導員への研修を実施した。
・臨床心理士による巡回相談を実施
し、支援の必要な子への対応方法
について指導を行った。

・学童保育所入所家
庭の適正な利用を周
知する必要がある。

・下校後の有意義な
時間の過ごし方を推
進する必要がある。

・指定管理者制度の導入に
よる効果等を検証する。

・アレルギーのある児童、
支援の必要な子に対応す
る研修の充実を図る。

基本目標２
（１）学童保育の
充実
１学童保育の充
実

②学童保育所（児童クラブ）
の整備
学童保育所（児童クラブ）の
未整備学区の解消、及び入
所児童の過密の解消を図る
とともに、すべての学童保育
所（児童クラブ）において、
小学校６年生までの受入れ
を目指します。
（子育て支援課）

◎【放課後健全育
成事業】
・学童保育所未整
備小学校区(１学
区)の解消
⇒達成
・過密学童保育所
の解消
⇒未完了
・全施設６年生ま
での受入れ
⇒未完了

・過密学童保育所の解消のため、
教育委員会と小学校の余裕教室
の状況確認を行った。
・２学童保育所で、対象児童を１
年生～６年生に拡大した。また１
学童保育所で、小学校1年生のみ
対象だったものを１～２年生に拡
大した。

・過密学童保育所の解消のため、
教育委員会と小学校の余裕教室
の状況確認を行った。
・和田公民館内に１年生から６年
生までを受け入れ対象とし、定員
１５人の和田学童保育所を整備し
た。

・王子台小学校の余裕教室１教室
を活用し、受入れ対象を１・２年生
とした定員３０人の王子台学童保
育所を整備した。

・過密学童保育所解消及び6年生
までの受入れを行うため、学校の
余裕教室や学童保育所整備場所
について、教育委員会等関係部
署と協議を行った。

・過密学童保育所の解消及び6年
生までの受入れを行うため、学校
の余裕教室や学童保育所整備場
所について、教育委員会等関係
部署と協議を行った。
・過密状態であった志津小学校及
び青菅小学校の体育館ミーティン
グルームを活用し、志津小学校は
定員40人、青菅小学校は定員35
人の学童保育所を平成27年4月
開所に向け整備を行った。

・平成23年度に、全小学校区への学
童保育所の整備を完了した。
・過密学童保育所の解消のため、整
備を行ったが、いまだ過密状態の箇
所がある。
・6年生までの未受入の学童保育所
がある。

・学童保育所の過密
状態を解消する必要
がある。
・６年生まで未受入の
学童保育所がある。
・小学校の余裕教室
の確保をする必要が
ある。

余裕教室等を活用して、過
密状態の解消及び6年生ま
での受け入れを行うための
整備を進める。

基本目標２
（１）学童保育の
充実
２学童保育所の
整備

①社会全体で子育てをして
いく意識の啓発
子育ての社会化の必要性
等について、こうほう佐倉、
市ホームページ、CATV等を
通じて意識啓発を推進しま
す。
（子育て支援課）

・子育て支援課ホームページに次
世代育成支援行動計画を掲載
し、意識啓発を図った。

・子育て支援課ホームページに次
世代育成支援行動計画を掲載
し、意識啓発を図った。

・佐倉市のホームページをリニュ
アルし、見やすい紙面づくりをする
とともに、広報紙で子育て特集号
を発行。また、広報番組で　「ファ
ミリーサポートセンター特集」「子
育て特集」を放映した。

・佐倉市のホームページを見直
し、１月末に子育てサイトを開設。
欲しい情報を検索しやすくした。
・広報誌で子育て特集号を発行。
「怒鳴らない子育て講座」の普及
として、広報番組で講座の様子を
放映した。

・子育てガイドブックの発行による
意識啓発を行った。
・「怒鳴らない子育て講座」の普及
のため、入門講座、7回講座を実
施し、トレーナー養成講座を実施
し保育園や児童センターにも普及
した。

・市ウェブサイトのリニューアル、こう
ほう佐倉「子育て支援特集号」の発
行を行った。
・ＣＡＴＶにて、「子育て特集」を放送
し、意識啓発を行った。

CSPトレーナー等によ
る子育て支援活動へ
の普及を図る必要が
ある。

・子育てガイドブック等によ
る意識啓発を図る。
・CSP講座の拡充。
・保育園等を活用した、地
域に根差す地域子育て支
援センターの推進を図る。

基本目標２
（２）地域の子育
て協力体制づくり
１社会全体で子
育てをしていく意
識の啓発

②NPO、ボランティア等の
育成・支援
ボランティア養成講座の開
催、活動の場所の支援等に
より、NPO、ボランティア等
の育成を図っていきます。ま
た、情報提供、市民への積
極的なＰＲ等により継続的な
活動を支援します。
（子育て支援課、自治人権
推進課）

・市民公益活動団
体のつどい（全体
会2回、分野別2
回）
・市民公益活動団
体ポスター展実施
・市民向け講座1
回
・団体レベルアップ
セミナー3回
・市民公益活動相
談会2回
・さくら市民公益活
動情報サイト運営
・サポートセンター
便り発行年4回
・市民リーダー育
成講座１回
⇒達成

・毎月、「子育てカレンダー」を発
行している団体に情報提供すると
ともに、カレンダーの配布につい
て協力を行った。
・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」でのボランティアに関する
情報提供を行った。
・市民公益活動団体のつどい
　（全体会2回、分野別3回）
・市民公益活動団体ポスター展実
施
・市民向け講座1回
・団体レベルアップセミナー３回
・市民公益活動相談会２回
・さくら市民公益活動情報サイト運
営
・サポートセンター便り発行年４回
・市民リーダー育成講座１回

・市民公益活動団体のつどい
　（全体会2回、分野別3回）
・市民公益活動団体ポスター展実
施
・市民向け講座1回
・団体レベルアップセミナー３回
・市民公益活動相談会2回
・さくら市民公益活動情報サイト運
営
・サポートセンター便り発行年４回
・市民リーダー育成講座１回

・保育園・児童センター・老幼の館
において、ボランティア活動の場
を提供するとともに、園児や児童
とボランティアの交流を図った。
・情報提供及び子育て情報誌（子
育てカレンダー）によるPR活動を
継続的に支援した。
・市民公益活動団体のつどい
　（全体会2回、分野別3回）
・市民公益活動団体ポスター展実
施
・市民のための市民活動フォーラ
ム2回
・団体レベルアップセミナー３回
・さくら市民公益活動情報サイト運
営
・サポートセンター便り発行年４回
・市民公益活動団体相談会2回
・市民リーダー育成講座１回

保育園や児童センター等におい
て、ボランティア活動の場を提供
し、園児や児童との交流を図っ
た。

・市民公益活動団体のつどい
　（全体会2回、分野別3回）
・市民公益活動団体ポスター展実
施
・市民活動フェスタの開催
・出会いフォーラムの開催（2回）
・団体レベルアップセミナー３回
・市民公益活動相談会2回
・さくら市民公益活動情報サイト運
営
・サポートセンター便り発行年４回

・保育園や児童センター等におい
て、ボランティア活動の場を提供
し、園児や児童との交流を図っ
た。
・児童センター等において、小・中
学生を対象としたボランティアクラ
ブ活動を実施している。

・子育て支援を目的とした各種事
業の後援を行った。

・市民公益活動サポートセンターの
運営及び企画事業等を実施し、市
民公益活動団体の活性化を図るこ
とができた。

・保育園や児童センター、学童保育
所におけるボランティア活動の定着
が図られた。

市民公益活動サポー
トセンターの企画事
業における参加者の
増加を図る必要があ
る。

・保育園や児童セン
ター、学童保育所に
おけるボランティア活
動の受入調整をする
必要がある。

・更なる市民公益活動の活
発化のため、ニーズを把握
し事業を継続する。

・小・中学生ボランティアク
ラブ活動の活性化を図る。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会
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③ファミリーサポートセン
ター事業の促進
ファミリーサポートセンター
事業の市民への周知を図る
などにより活動を促進しま
す。
（子育て支援課）

◎１か所で実施
⇒達成
（平成22年度開
所）

・平成２２年４月より事業を開始
し、ＰＲチラシの作成配布、会員の
拡大を図った。
・活動内容は年間で６５６件。主な
活動内容は下記のとおり。
・保育施設までの送迎  ４１８件
・保育施設登園前、登園後の預か
り
  １５３件
・保護者の病気や急用等による預
かり
  ７９件

・平成22年4月より事業を開始し、
PRチラシの作成配布や、、入会説
明会を年間12回開催し、会員の
拡充を行った。
・会員数、活動件数ともに、順調
に伸びている。

・入会説明会　年12回開催
・平成25年3月末で488名と会員数
を増やした。
・提供会員   94名
・依頼会員 335名
・両方会員  59名
・活動件数は年間で2256件。主な
活動内容は下記のとおり。
・保育施設までの送迎 1386件
・保育施設登園前、登園後の預か
り  391 件
・学校放課後の預かり　332件
・保護者の病気や急用等による預
かり  11件
・佐倉市のホームページ、専用チ
ラシ、ファミサポ通信紙等により、
市民への周知を図った。

入会説明会　年12回開催
平成25年度会員数　625名
・提供会員122名
・依頼会員440名
・両方会員　63名
活動件数　2672件
・保育施設までの送迎1227件
・保育施設登園前降園後の預かり
590件
・学校放課後の預かり　292件
・保護者の病気・急用　3件
・その他育児援助が必要な時
560件
佐倉市ホームページ・チラシ・ファ
ミサポ通信紙等で周知を図った。

入会説明会　年12回開催
平成26年度会員数　738名
・提供会員134名
・依頼会員538名
・両方会員　66名
活動件数　3054件
・保育施設までの送迎991件
・保育施設登園前、降園後の預か
り606件
・学校放課後の預かり　519件
・保護者の病気・急用　27件
・その他育児援助が必要な時
911件

佐倉市ホームページ・こうほう佐
倉・ファミサポ通信等で周知を図っ
た。

・平成22年度より事業開始し、会員
数・活動数が増加が増加した。

・多様なニーズに対応できるよう、ア
ドバイザーが信頼関係を築きながら
対応している。

提供会員が少なく、
依頼会員の増加に追
い付かない為、将来
的に対応できない
ケースがでるかもし
れない。

・提供会員の増加に向けて
ＰＲや周知活動を行う。

・働くママ同士の交流などを
進め共助の輪を構築する
活動を支援し、更なる会員
の増加を推進する。

基本目標２
（２）地域の子育
て協力体制づくり
２ファミリー・サ
ポート・センター
事業の実施

①相談体制の充実
保護者の育児不安に対応
する相談体制の充実を図り
ます。
（子育て支援課、健康増進
課「健康さくら21」、児童青少
年課）

・子育てに自信が
ない保護者の減少
・育児について相
談相手のいない保
護者の減少
⇒75.5％（H23)
　※今後測定

・近所の育児につ
いて話し合える保
護者の増加
⇒84.0%(H15）
　※今後測定

・各保育園において園庭開放での
相談、電話相談を実施した。ま
た、子育て支援センター来所者の
相談・電話相談を実施した。
・佐倉市ＨＰ・広報・情報誌等で情
報提供を行った。
・民生委員・児童委員、主任児童
員と情報交換をし、経済的支援や
育児不安を抱える保護者からの
相談を受けた。
・子育てに必要な情報を児童委
員、主任児童委員を通じて不安を
抱える家庭に伝えた。
・家庭児童相談　延べ13,314件

・各保育園において園開放での相
談、電話相談を実施した。また、
子育て支援センター来所者の相
談・電話相談を実施した
・佐倉市HP、広報、子育て情報誌
等により、継続的に相談窓口の周
知を図った。
・母子を対象とした相談の場で、
母親が育児に自信が持てるような
保健指導に心がけた。
・健康管理センターにて若年母子
の集い
（ハッピーママスタイル）を実施
・出前健康教育において、希望者
に個別相談を実施
・上記以外にも随時面接・電話相
談を実施
・家庭児童相談延べ対応件数
　14,878件

・各保育園において園開放での相
談や電話での育児相談を実施。
子育て支援センターで来所者の
相談に応じたり電話相談を実施し
た。
・広報やホームページ等により相
談窓口の周知を継続的に行った。
・佐倉市HP、広報、子育て情報誌
等による、相談窓口の周知を継続
実施。
・母子を対象とした相談の場で、
母親が育児に自信が持てるような
保健指導を心がけた。
・若年母子の集いに続き、西部保
健センターにおいて、多胎児の集
いを実施した。
・出前健康教育において、希望者
に対する個別相談を継続実施。
・随時の面接・電話相談を継続実
施。
・家庭児童相談延べ対応件数
　11,7847件
・志津児童センター出張相談
　7回　17件

・保育園の園開放や電話での育
児相談を実施。また、子育て支援
センターで来所者の相談に応じ
た。
・広報やホームページで相談窓口
の周知を図った。
・育児不安、負担感の強い若年マ
マ、多胎児の集いを実施し、集団
支援に努めた。
・定例事業における育児相談等適
切かつ丁寧な支援に努めた。
・出前講座、定例外相談等、事業
以外の育児相談にも対応。
・毎月広報1日号の、暮らしの相談
で、家庭児童相談室の周知を図っ
た。
・児童福祉施設・学校・公共機関
に家庭児童相談室のチラシを設
置した。
・家庭児童相談述べ対応件数
10,432件

・保育園の園開放や電話での育
児相談を実施。
・子育て支援センターで来所者の
相談に応じた。
・平成26年10月から、子育て支援
課と吉見光の子保育園において、
「子育てコンシェルジュ」を設置し、
相談者へ預け先や遊ぶ場所等に
ついての情報提供を行った。
・母子を対象とした相談の場で、
母親が育児に自信が持てるような
保健指導を心がけた。
・幼少期に自己肯定感を高めるこ
とが、何事においても自信を持っ
て取り組む基礎となると考え、養
護教諭と連携し、保健授業を実施
した。H26年度実績は、5校で6回
実施し400人の参加。
・育児不安への対応を行う、家庭
児童相談室の周知を行った。（市
内幼稚園、保育園、小中学校の
全家庭にチラシ配布）
・家庭児童相談室の延べ対応件
数13,190件

・子育て支援センターが地域の安心
できる場所として、充実が図られた。
・平成26年度には、「子育てコンシェ
ルジュ」を設置し、子育てに関する
総合的な情報提供を開始した。
・平成24年度から開始した、「思春
期保健授業」において、子ども達か
ら”大切に育てられたことがわかっ
た”などの感想が寄せられ一定の効
果をあげた。

・子育て支援センター
のサロン化

・保育園の園庭、園
開放の停滞

・子育ての拠点を整備し、
親子で楽しみながら子育て
の支援ができる場を充実さ
せる。

・新たに整備する、保育園
等において、地域子育て支
援拠点事業の実施を促す。

・家庭児童相談室の充実を
図り相談体制を強化する。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
４その他の相談
体制の充実

②子育て総合情報冊子の
作成
各種の子育て支援サービ
ス、保健・医療、子どもの遊
び場等の情報が利用者に
十分周知されるよう、子育て
総合情報冊子を作成しま
す。
また、ホームページ等にも
情報を掲載します。
（子育て支援課）

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」を、更に活用しやすい子
育て総合情報冊子としての内容
の充実を図った。また、市ＨＰでも
情報を掲載した。

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」を、更に活用しやすい子
育て総合情報冊子としての内容
の充実を図った。また、市ＨＰでも
情報を掲載した。

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」を、更に活用しやすい子
育て総合情報冊子としての内容
の充実を図った。また、市ＨＰでも
情報を掲載した。

「さくらっ子・子育てナビ」は毎年見
直しをして、修正し発行している。
市ホームページは、子育てサイト
を開設したことでより見やすいも
のとなった。

・「子育て支援ガイドブック」を広告
事業を活用し、10,000部作成し、
保育園・幼稚園・児童センター等
で配布した。

・子育てサイト「子育てナビ」による
情報提供の他、官民協働による「子
育て支援ガイドブック」を作成し、保
育園、幼稚園や転入者、妊娠届出
者等へ配布し、情報提供の拡充を
図った。
・こうほう佐倉「子育て支援特集号」
を作成し、転入者への情報提供を
行った。

子育て中の親子が、
真に知りたい情報を
市が把握する必要が
ある。

子育て総合情報冊子は引
き続き作成する。作成にあ
たり市民の意見を反映し、
内容の充実を図る。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
１子育て情報の
提供

③ホームページの活用
ホームページを活用して子
育て中の親が、不安や孤立
感等を解消できるようにしま
す。
（子育て支援課）

・公立保育園・児童センター・老幼
の館において実施される事業、子
どもの救急、給食レシピを掲載し
情報提供に努めた。

・公立保育園・児童センター・老幼
の館において実施される事業、子
どもの救急、給食レシピ等を掲載
し情報提供に努めた。

・公立保育園・児童センター・老幼
の館において実施される事業、子
どもの救急、給食レシピ等を掲載
し情報提供に努めた。
・佐倉市のホームページをリニュ
アルし、見やすいホームページの
作成に心がけた。

ホームページを利用しやすくする
ために、子育てサイトを開設し、欲
しい情報が検索しやすい内容に
なった。

・子育てサイド「子育てナビ」により
情報提供を行った。
・「子育て支援ガイドブック」を電子
書籍としてホームページで公表し
情報提供を行った。

平成25年度から、子育てサイト「子
育てナビ」を開設し、ホームページに
おいて情報提供を行った。

より必要な情報を即
時に提供する必要が
ある。

・より即時な情報提供のた
め、携帯電話等の身近な
ツールを使用した情報提供
について検討する。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
１子育て情報の
提供

④地域子育て支援拠点事
業の実施
子育て支援センター及び各
保育園での地域子育て支援
センターを充実し、子育て中
の保護者の相談や気軽に
集うことができる場を提供し
ます。
（子育て支援課）

◎17か所で実施
（ひろば型6か所、
センター型11か
所）
⇒未達成（16か所
で実施）

・来所者や電話での育児相談や、
ミニ講座での子育てアドバイスな
どを実施したり、安心して遊べる
場所としての環境作りに努めた。

来所者や電話での育児相談や、ミ
ニ講座での子育てアドバイスなど
を実施したり、安心して遊べる場
所としての環境作りに努めた。
保育園の行事に参加したり園児と
触れ合う機会を多く作っていった。

・馬渡保育園で週5日のセンター
事業を開始。PRに努めた。
・ミニ講座や育児相談等を実施し
たり、安心して遊べる場所として
の環境作りに努めた。また、保育
園の行事に参加したり、園児と触
れ合う機会を多く作った。

・ミニ講座や育児相談等を実施し
たり、安心して遊べる場所として
の環境作りに努めた。また、保育
園の行事に参加したり、園児と触
れ合う機会を多く作った。
・平成25年5月より吉見光の子保
育園で事業を開始し、実施箇所数
は15か所となった。

・市内16か所で拠点事業を実施。
・保育園において、ミニ講座や育
児相談等を実施、出前保育を実
施した。
・安心して遊べる場所としての環
境作りに努め、親同士が情報交
換できるような雰囲気作りに努め
た。
・保育園の行事に参加し、園児と
触れ合う機会を多く作った。

16か所で地域子育て支援拠点事業
を実施。
（H27.4～新たに２か所で実施）

※平成25年度よりひろば型等の類
型はなくなる。

地域子育て支援拠点
事業における、講座
等の内容を見直しす
る必要がある。

拠点事業の実施により、子
育て中の保護者が気軽に
集うことができる場を整備
する。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
２地域子育て支
援拠点事業の実
施
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

⑤育児サークルへの支援
市民による自発的な育児
サークルが活発化するよう
に、活動場所や情報提供等
の支援をします。
（子育て支援課）

・依頼があった時には、活動場所
の提供や情報提供に努めた。

・依頼があった時には、活動場用
の提供や情報提供に努めた。

依頼があった時には、活動場所
の提供や情報提供をした。

依頼があった時は、子育てコン
シェルジュ等により、活動場所の
提供や情報提供をした。

育児サークルからのニーズに合わ
せて、適宜情報提供を実施した。

市内にある育児サー
クルが把握できてお
らず、必要とされる情
報等が分からない。

・市民による自発的な育児
サークル活動が活発化する
ような支援を継続する。
・活動に参加したい人への
情報提供を実施する。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
５育児サークル
への支援

⑥民生委員・児童委員、主
任児童委員との連携の強
化
民生委員・児童委員、主任
児童委員とより一層の連携
を図り、子育て支援を推進し
ます。
（社会福祉課、子育て支援
課、児童青少年課）

・民生委員・児童
委員への情報提
供（研修年1回）
⇒達成

・佐倉市民生委員・児童委員協議
会では、児童専門部会を設けて、
児童福祉の向上並びに児童の健
全育成のための研修会等を実施
した。（児童専門部会年４回開催、
研修会１回開催、その他主任児
童委員会議開催）

・佐倉市民生委員・児童委員協議
会では、児童専門部会を設けて、
児童福祉の向上並びに児童の健
全育成のための研修会等を実施
した。（児童専門部会年４回開催、
研修会１回開催、その他主任児
童委員会議開催）
・要保護児童を対象にした、実務
者会議（年2回）において、地域で
気になる子どもや親の情報を得
た。
・ＤＶ対応研修を実施し、ＤＶに対
する理解と子どもに対する影響に
ついて理解を深めた。

・民生児童・主任児童委員対象の
児童虐待防止研修を1回実施　参
加者77人
・要保護児童を対象にした、実務
者会議（年4回）において、地域で
気になる子どもや親の情報を得
た。
・佐倉市民生委員・児童委員協議
会では、児童福祉の向上並びに
児童の健全育成のため、児童専
門会を設けて年３回開催した。

・民生児童・主任児童委員を対象
にして児童虐待防止研修を1回実
施（参加者110人）
・実務者会議（年4回）において、
要保護児童や地域で気になる子
どもや親の情報を得た。
・佐倉市民生委員・児童委員協議
会において、児童福祉の向上並
びに児童の健全育成のため、児
童専門部会を年４回開催した。

・民生委員・児童委員、主任児童委
員への情報提供として、年１回「児
童虐待の理解と対応」について研修
を実施し、連携強化を図った。

・年４回児童専門部会との連絡会議
を行い、要保護・要支援ケースの情
報を共有し、連携して対応すること
ができた。（平成26年度参加人数
110人）。

・民生委員・児童委員
の負担が増加傾向に
あるため、負担軽減
へ向けた取り組み
（他団体との連携等）
が求められる。

・引き続き、年１回の「児童
虐待防止研修会」と、年４回
の児童専門部会との連携
会議を実施し、連携強化を
図る。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
６民生委員・児童
委員、主任児童
委員との連携強
化

⑦地域における子育て支援
の拠点としての児童セン
ター・老幼の館の機能拡充
地域における子育て支援の
拠点として児童センター・老
幼の館の機能を整備・充実
していきます。
新たな建設・増築等に際し
ては、ユニバーサルデザイ
ンに配慮し、幼児や障害者
が利用しやすいよう整備し
ていきます。
（子育て支援課）

・各児童センター・老幼の館にお
いて、乳幼児と保護者を対象に子
どもの年齢に応じた事業を実施し
た。児童を対象に遊びと生活の援
助を行った。

・各児童センター・老幼の館にお
いて、乳幼児と保護者を対象に子
どもの年齢に応じた事業を実施し
た。児童を対象に遊びと生活の援
助を行った。

・各児童センター・老幼の館にお
いて、乳幼児と保護者を対象に子
どもの年齢に応じた事業を実施し
た。児童を対象に遊びと生活の援
助を行った。

・各児童センター・老幼の館にお
いて、乳幼児と保護者を対象に子
どもの年齢に応じた事業を実施し
た。児童を対象にあそびと生活の
援助を行った。

・指定管理者制度を導入したが、
引き続き、各児童センター・老幼
の館において、乳幼児と保護者を
対象に子どもの年齢に応じた事業
を実施した。児童を対象にあそび
と生活の援助を行った。

・（仮称）志津公民館等複合施設
内、志津児童センターの整備で
は、だれもが利用しやすい施設整
備を進めた。

・各施設において、子どもの年齢に
応じた事業を実施し、機能の充実を
図った。

・乳幼児親子も安心して利用できる
ように施設の設備配置に留意した。

・（仮称）志津公民館等複合施設
内、志津児童センターの整備では、
だれもが利用しやすい施設整備を
進めた。

・施設が老朽化して
いる。
・駐車可能台数が少
ない。

乳幼児親子から中高生まで
が安全に過ごすことができ
るように施設整備・管理を
行う。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
２地域子育て支
援拠点事業の実
施

①幼稚園就園奨励事業等
の実施
市内の私立幼稚園に対し
て、振興事業補助金を交付
することにより、幼稚園の振
興を図ります。また、幼稚園
就園奨励事業を実施するこ
とで、市内在住の園児の保
護者に対し、経済的負担の
軽減を図ります。
（学務課、子育て支援課）

【２２年度実績】
・対象者数　2,014名
・補助金額　189,970,500円

【２３年度実績】
対象者数　　　　　2,017名
補助金額　　198,748,200円

【２４年度実績】
対象者数　　　　1,993名
補助金額　203,052,500円

・平成25年度支給実績
対象者　　　　　2,007名
補助金額　214,630,700円

・幼児教育無償化への段階的取
組
多子世帯の保護者負担軽減の拡
充（第３子以降の所得制限撤廃）

・佐倉市立幼稚園園児保育料の
減免措置に関する規則に基づき、
173,600円（6件）を助成した。

幼稚園就園奨励事業
対象者数　2,158名
補助金額　276,897,050円
私立幼稚園振興事業補助金
対象園　10園
補助金額　31,745,290円

市立幼稚園
・幼児教育無償化への段階的取
組
多子世帯の保護者負担軽減の拡
充（第２子の所得制限撤廃等）
・佐倉市立幼稚園園児保育料の
減免として、1,938,500円（48件）を
助成した。

私立幼稚園
就園奨励費補助は、幼稚園教育の
振興及び私立幼稚園に通っている
園児の保護者の経済的負担を軽減
することを目的としており、幼児教育
の実施にあたり大きな効果がある。

市立幼稚園
国の基準に従い、保護者の負担軽
減を図った。

特になし

私立幼稚園
園児の保護者の経済的負
担を軽減することを目的と
する制度であり、今後も継
続していく。

市立幼稚園
今後も国の基準見直しによ
る保護者の負担軽減を図っ
ていく。

基本目標２
（４）保護者の経
済的負担に対す
る軽減
２幼稚園就園奨
励事業の実施

②児童手当、医療費等の助
成
児童手当、医療費等の助成
により、子育て世帯の経済
的負担の軽減を図ります。
（児童青少年課）

・平成２３年２・３月分は児童手当
として、４月分からは子ども手当を
対象児童のいる世帯に対して支
給した。児童手当の対象児童は、
小学校終了前までで、保護者の
所得制限があるが、子ども手当は
中学校終了前までの子どもが対
象であり、保護者の所得制限は設
けていない。
・子ども医療費は、小学校就学前
までの児童が対象であったが、平
成２２年１２月１日診療分から通院
については、小学校３年生まで、
入院については小学校６年生ま
で、対象を拡大して助成した。

・中学校3年生までの子どもを養
育している保護者に対し、子ども
手当を支給した。
○支給額
9月分まで児童一人につき月額1
万3千円。
10月分から
3歳未満：月額1万5千円。
3歳以上小学校修了前：第1子・第
2子は月額1万円、第3子以降は月
額1万5千円。
中学生：1万円。
・通院については小学校3年生ま
で、入院については、小学校6年
生まで医療費等の一部を助成し
た。

・中学校3年生までの子どもを養
育している保護者に対し、児童手
当を支給した。
○支給額
3歳未満：月額1万5千円。
3歳以上小学校修了前：第1子・第
2子は月額1万円、第3子以降は月
額1万5千円。
中学生：1万円。
所得制限があり、所得制限額以
上の人は、子ども一人につき
5,000円。
・中学校3年生までの子どもに対
し、入院・通院（調剤を含む）に要
する費用を助成した。平成24年11
月診療分までは、通院については
小学校3年生まで、入院について
は、小学校6年生まで。

・中学校3年生までの子どもを養
育している保護者に対し、児童手
当を支給した。
【支給額】
3歳未満：月額1万5千円。
3歳以上小学校修了前：第1子・第
2子は月額1万円、第3子以降は月
額1万5千円。
中学生：1万円。
所得制限があり、所得制限額以
上の人は、児童一人につき5,000
円。
・中学校3年生までの子どもに対
し、入院・通院（調剤を含む）に要
する費用を助成した。

「児童手当」
・中学校3年生までの子どもを養
育している保護者に対し、児童手
当を支給した。
・支給額
3歳未満：月額1万5千円。
3歳以上小学校修了前：第1子・第
2子は月額1万円、第3子以降は月
額1万5千円。
中学生：1万円。
所得制限があり、所得制限額以
上の世帯に、児童一人につき
5,000円。

「子ども医療費助成」
・中学校3年生までの子どもに対
し、入院・通院（調剤を含む）に要
する費用を助成した。

児童手当等の支給と医療費助成に
より、児童を養育している父母また
は養育者の経済的負担を軽減する
ことができた。

「児童手当」
国制度により、平成22年4月から平
成24年3月まではこども手当（対象
児童中学校修了前まで、所得制限
なし）、平成24年4月から児童手当
制度（対象児童中学校修了前まで、
所得制限あり）を支給した。
「子ども医療費助成」
平成22年度当初は入院・通院とも小
学校就学前までを対象としていた
が、平成22年12月および平成24年
12月の２度にわたって対象年齢を拡
大した。現在の対象は入院・通院
（調剤を含む）ともに中学校3年生ま
で。

特になし
児童手当等の支給と医療
費助成を、引き続き実施す
る。

基本目標２
（４）保護者の経
済的負担に対す
る軽減
１児童手当、医療
費等の助成
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

①妊婦訪問の実施
不安のある妊婦や健康上、
指導の必要性のある妊婦な
どに対し、訪問による指導を
実施し安心して出産ができ
るよう支援します。
（ 健 康 増 進課 「健 康さ くら
21」）

・必要な人に、必
要な時期に随時実
施
・妊娠11週以下で
の妊娠届出率の
増加（97%以上）
⇒未達成

・訪問実績　実：33　延：36
　要支援者：15件
・妊娠届出時に簡単なアンケート
に記入してもらい、記入した内容
より不安が強い・妊娠に否定的な
感情である等、リスクが高いと判
断される場合は地区担当保健師
が訪問し、必要に応じて継続フォ
ローをしている。
・就業等の理由で訪問につながら
ないケースは電話相談等で対応
している。

・ハイリスク者及び希望者に対し、
タイムリーに妊婦訪問を実施し、
安心して出産を迎えられるよう支
援する。
・早期の妊娠届出の実現を目指
すことで、妊娠初期の段階から定
期的な健診を受け、安全なお産が
迎えられるように支援する。

・ハイリスク者及び希望者に対し、
早期支援を行うために、妊娠届出
書の回収を月に2回行った（H23年
度までは月に1回）。
・市内5産婦人科と市外3産婦人
科にポスターを掲示依頼し、早期
に保健センターで妊娠届出を行う
よう啓発した。

・妊娠届出書のアンケートからハ
イリスク妊婦をスクリーニングし、
早期に支援を開始した。
・支援を要する妊婦について医療
機関から情報提供したシステムを
構築し早期から支援を開始した。

・妊娠届出1,217件のうち、初妊婦
538件。産後の届出が9件に上っ
た。
・妊娠届出書のアンケートからハ
イリスク妊婦をスクリーニングし、
要支援となった妊婦は258件、喫
煙や飲酒をしている妊婦には啓
発リーフレットを郵送する形でアド
バイスし、若年等の特定妊婦に対
しては、家庭訪問等を実施した。
・訪問実績　実9件　延12件。

・平成２５年度から特定妊婦把握事
業を開始し、２６年度は９件の情報
提供があり、連携体制が構築されつ
つある。
・妊娠早期の届出については、妊娠
１１週までの届け出が２５年度に９割
を超えたものの、２６年度は再び９
割を割り込み、加えて産後の届出が
例年の1～2件から9件に急増した。

・アンケートへの記載
内容（自己申告）から
支援の要否をスク
リーニングしているた
め、支援を要する事
案の漏れが生じてし
まう可能性がある。
・全員面接の実施は
現体制では困難であ
る。
・望まない妊娠を防ぐ
ために、中高生に対
する思春期教育が重
要である。

妊娠届出時の保健師によ
る全員面接に向けた体制を
整備する。
思春期教育の強化を図る。

基本目標３
（１）妊婦に対す
る相談・支援の充
実
３妊婦訪問の実
施

②マタニティクラスの充実
マタニティクラスにおいて、
喫煙・飲酒・運動等妊娠中
の健康管理に関する講義を
開催します。
（ 健 康 増 進課 「健 康さ くら
21」）

・市もしくは病院のマタ
ニティクラスを受講した
人の増加（93％以上）
⇒未達成
・妊娠中の飲酒率の減
少
⇒達成
・妊娠中の喫煙率の減
少
⇒達成
・妊娠中の母親の前で
吸っていた家族の減少
⇒達成
・育児に参加する父親
の増加（87％以上）
⇒達成
・夫の育児協力に満足
している人の増加
⇒達成

・参加者153名延べ230名（参加率
36.5%）と、H22年度参加率16.6%に
比較して増加。
・夫の参加率は86.9%

マタニティクラスの実施。日程・内
容について検討し、参加しやすい
教室を企画する。

就労中の妊婦及び若い世代が多
く在住する志津地区の妊婦が参
加しやすい体制にするため、今年
度より以下の2点を変更。
・西部保健センターと健康管理セ
ンターの交互開催で実施。（南部
保健センターでは実施しない）
・２回のコース開催から、単発開
催へと変更した。
・喫煙飲酒の害は、クラスの中で
継続して啓発した。

・マタニティクラス6回/年間
講義の中で、タバコ、アルコール
が母体及び胎児に与える影響等
について伝え、禁煙・禁酒を促し
ている。
・パパママクラス8回/年間
受動喫煙が母体及び胎児に与え
る影響について伝え、禁煙・禁酒
に向け、家族の協力を要請してい
る。

・マタニティクラス6回/年間
受講者は73人。初妊婦の13％が
参加。講義の中で、タバコ、アル
コールの影響等について保健指
導を実施。
・パパママクラス8回/年間
受講者数161組（うち夫153人）
受動喫煙の影響について保健指
導を行い、禁煙・禁酒に向け、夫・
家族の協力を要請。

・マタニティクラス、パパママクラス参
加者は意識が高い傾向にあるの
か、妊婦の喫煙、飲酒者は毎年ほ
ぼ０といった状況であるが、家族の
喫煙者は３割前後が続いており、継
続した禁煙指導が必要である。

家族の喫煙者３割前
後を推移している。

妊婦への禁煙、禁酒指導
及び家族指導の継続を図
る。

③母子健康手帳の交付
母子健康手帳の交付によ
り、母子の健康状態の記録
及び活用を促進します。
（健康増進課「健康さくら
21」）

・妊娠11週以下で
の妊娠届出率の
増加
⇒未達成

・妊娠届出件数1,205件中、妊娠
11週以下での届け出は1,054件
（87.5%）。
・平成22年度より、妊娠届出を市
内6医療機関に設置し、窓口での
面接相談ができる保健センターで
の届出をすすめてもらった。

・マタニティクラスや、妊婦訪問等
で母子健康手帳の活用を促して
いく。
・早期の妊娠届出の実現を目指
すことで、妊娠初期の段階から定
期的な健診を受け、安全なお産が
迎えられるように支援する。

・市内5産婦人科と市外3産婦人
科にポスターを掲示依頼し、早期
に保健センターで妊娠届出を行う
よう啓発した。

・市内5か所と市外2か所の産科
医療機関に妊娠届出書を配架す
ると共に、早期届出を促すポス
ターを掲示し、届出を促した。

・妊娠届出1,217件のうち、妊娠11
週までの届け出は1,094件
（89.9％）であった。
・産後の届出が9件。これまでにな
い多い数であった。

・妊娠11週未満での届出を啓発して
きた結果、平成25年度には、90％を
超えることができたが、26年度には
再び9割を割り込み、更には、出産
後の届出までが急激に増加してし
まった。

・妊娠の届出を医療
機関にて勧奨してい
ただく体制が定着し
たにも関わらず、早
期届出が減少し、産
後の届出までが急増
した。この背景として
出産を迷う望まない
妊娠の増加が懸念さ
れる。

早期届出のメリット、婦健診
受診の重要性に関する周
知及び啓発の強化を図る。

基本目標３
（１）妊婦に対す
る相談・支援の充
実
１母子健康手帳
の交付

①乳幼児健康診査の充実
乳幼児健診の充実を図りま
す。
（健康増進課「健康さくら
21」）

・1歳6か月児健
診、3歳児健診に
満足している保護
者の増加
⇒達成

・1歳6か月児健康
診査受診率
（100%）
・3歳児健康診査
受診率（100%）
⇒未達成

●１歳６か月児
　1,216（実施数）／1,339（対象数）
90.8%
　未受診者数123人の内、受信推
奨アンケートにより把握済90人、
未把握33人であった。
　10月から市内18医療機関で個
別医師診察を実施。717人（53.5%）
●３歳児
　1,149（実施者）／1,428（対象数）
80.5%
　未受診者数279人の内、受信推
奨アンケートにより把握済223人、
未把握56人であった。

幼児健康診査における医師診察
の全員診察の実施。
●1歳６か月児健康診査の個別医
師診察の実施。
●３歳児健康診査の全員診察の
実施。

・未受診者への受診勧奨を強化
し、受診率の向上に努めた。
・対象者の全数把握をするため、
引き続きアンケートで把握に努め
た。

・居所不明者をなくすことを目的と
して、未受診者に対しアンケートを
送付して勧奨を強化、アンケート
の返信がなかった人には訪問に
て状況の把握に努めた。

・１歳６か月児健診
1,176人/1,233人 受診率95.1％
・３歳児健診
1,109人/1,278人　受診率86.7％

これまでの郵便による受診勧奨に
加え、平成２４年度から未受診者へ
の訪問による状況把握を実施した。
これにより、
１歳６か月児健診は、Ｈ２２年度の
90.8％⇒95.1％
３歳児健診は、Ｈ２２年度の80.5％
⇒86.7％へと受診率が増加し、一定
の効果が表れている。
また、未受診者に対しては、郵便に
よる勧奨や家庭訪問、電話等により
１歳６か月児健診49人/57人、３歳
児健診150人/169人を把握してい
る。

居所不明児をなくす
観点からも、可能な
限り未受診者の状況
把握に努める必要が
ある。

未受診者勧奨と未受診者
把握の強化を図る。

基本目標３
（２）母子保健相
談・健診・指導の
充実
１乳幼児健康診
査の充実

②乳幼児相談・指導の充実
乳幼児相談及び指導の充
実を図ります。
（健康増進課「健康さくら
21」）

育児についての相
談相手のいない保
護者の減少
⇒1.8％（H23)
　※今後測定

●４か月乳児相談
957人(相談者数)/1,165人(対象者
数)82.1%
●８か月もぐもぐ教室
742人(相談者数)/1,219人(対象者
数)60.9%
●幼児歯科健診
2,811人(実施数)/4,100人(対象者
数)68.6%
●１歳６か月児健康調査
1,216(実施数)/1,339(対象
数)90.8%
●３歳児健康調査
1,149(実施数)/1,428(対象
数)80.5%

保護者が不安になりやすい、子ど
もの成長・発達の節目において、4
か月乳児相談、8か月もぐもぐ教
室、幼児歯科健診、1歳6ヶ月児健
康診査、3歳児健康診査などで保
健師、栄養士、言語聴覚士、歯科
衛生士等の専門職による個別相
談を実施する。

・母子保健事業での個別相談を
充実させ、必要な支援につない
だ。

・乳児相談、もぐもぐ（離乳食）教
室といった定例事業のほか、出前
健康教育、電話、定例外の来所
相談等を実施した。

・４か月乳児相談
1,008人/1,149人　受診率87.7％
・８か月もぐもぐ教室
841人/11949人　受診率70.4%
・幼児歯科健診
　　２歳 　　77.2％
　　２歳半　76.2％
　　３歳　 　71.1％
・１歳６か月児健康調査
1,176人/1,233人　受診率95.4%
・３歳児健康調査
1,109人/1、78人　受診率86.7%

未受診者への勧奨を強化したことに
より、いずれの事業も平成２２年度
に比べ受診率は向上している。

各事業における来所
者の満足度（相談し
結果）が把握できて
いない。

・未受診者勧奨と未受診者
把握を継続する。
・満足度調査を実施する。

基本目標３
（２）母子保健相
談・健診・指導の
充実
２乳幼児相談・指
導の充実
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

③訪問指導の充実
乳児家庭全戸訪問事業・新
生児訪問等の家庭訪問によ
る保健指導を充実させま
す。
（健康増進課「健康さくら
21」）

新生児訪問・こん
にちは赤ちゃん訪
問を受けた人の増
加
⇒達成

全戸訪問事業による家庭訪問数：
989件
うち、新生児訪問指導と同時実
施：704件　訪問率　86％
未訪問者のうち状況把握できたも
の51件　把握率　91.0％
未把握の者のうち訪問予定のも
の9件（平成23年3月生まれの為
期限内）

こんにちは赤ちゃん訪問訪問協力
員を養成し、全数把握に努める。

・全戸訪問を受けた人の増加に努
めた。また、訪問に至らなかった
ケースについても育児・生活状況
の把握に努め必要な支援につな
いだ。

・こんにちは赤ちゃん訪問協力員
を新規に５人養成した。
・全戸訪問（新生児訪問・こんにち
は赤ちゃん訪問）未利用者に対し
電話勧奨を実施した。

・全戸訪問実施者数1,077件
　対象者数　1,162件
　実施率　　　92.7％

・こんにちは赤ちゃん訪問協力員の
養成を行い、体制強化を図った。
・平成２６年度実施率９割を超えたも
のの全数把握には至っていない。

事業の有用性を啓発
し、訪問実施率向上
と全数を把握する必
要がある。

全戸訪問事業のＰＲを強化
する。
未受診者勧奨事業を強化
する。

基本目標３
（２）母子保健相
談・健診・指導の
充実
３訪問指導の充
実

④母子保健に関する情報
提供
こうほう佐倉、市ホームペー
ジ、CATVを活用し、母子保
健に関する情報提供を拡充
させます。
（健康増進課「健康さくら
21」）

広報誌、ケーブル
TV296、
HP等による情報
配信の充実
⇒達成

・平成22年10月から、妊婦健康調
査の検査項目にHTLV-1が追加さ
れたことなど、新たな情報につい
て、こうほう佐倉・市ホームページ
に掲載したほか、産科医療機関に
ポスターを掲示、また対象者に対
し個別通知を実施した。

ケーブルTVで放映された母子保
健事業に関する番組を録画し、乳
児相談等の事業受付にて上映す
るなど、待ち時間を活用しての啓
発方法を工夫する。

・ホームページを活用し、タイム
リーに情報発信できるよう、定期
的に内容の更新を行った。
・不妊治療やことばの相談に関す
るポスターを駅や保育園等に掲示
した。

こうほう佐倉、ホームページのほ
か、平成25年度から子育て応援
サイトによる情報配信を開始し
た。

前年度に続き、広報紙、ＨＰ、子育
て支援サイト「子育てナビ」を利用
し、母子保健事業に係る情報を配
信した。

平成２５年度より子育て支援サイト
「子育てナビ」が開設され、情報配
信手段が拡大した。

ＨＰから欲しい情報を
見つけにくいといった
意見がある。

・市民が見やすいＨＰをめ
ざし、イラストや表を入れる
など工夫をする。
・平成２７年度から千葉県
事業のスマートフォンアプ
リ”（仮称）ちばウーマンダイ
アリー”が稼働予定であり、
新たな情報提供ツールとし
て活用する。

基本目標３
（２）母子保健相
談・健診・指導の
充実
４母子保健に関
する情報提供

⑤予防接種事業の周知
予防接種に関する正しい知
識の普及と予防接種の勧奨
を行います。
（健康増進課）

予防接種接種率
の向上
⇒達成

●知識の普及
こうほう佐倉4回（麻しん風しん1
回、日本脳炎3回）
ホームページリニューアル、記事5
回
●接種勧奨（個別通知）
出生者・転入者（毎月）へ予診票
の送付
麻しん風しん：7月、11月、1月は
がき送付→３月電話掛け
日本脳炎：4月はがき送付、3歳児
へチラシ配布、母子事業の面接で
接種勧奨
2種混合：8月未接種者へはがき
送付
高齢者インフルエンザ：９月予診
票送付
●その他
養護教諭説明会にて、麻しん風し
んの勧奨。
就学時健診にて、23小学校1,421
名に対して予防接種の説明を実
施。

通年行っている出生者、転入者等
への案内に加えて、新たに始まっ
た子宮頸がん等ワクチンの公費
負担制度、日本脳炎の制度改正
について、こうほう佐倉や、市ホー
ムページにて情報提供すると共
に、個別通知を対象者へ行った。

・通年行っている出生者、転入者
等への案内に加えて、新たに始
まった不活化ワクチンによるポリ
オの予防接種や、4種混合予防接
種等の導入等について、こうほう
佐倉、市ホームページによる情報
提供や、個別通知による対象者
への周知等を行った。また、麻し
ん風しんの2期3期4期について
は、はがきでの勧奨に加えて2月
～3月にかけて電話勧奨も行っ
た。

・通年行っている出生者、転入者
等への案内に加えて、新たに定
期接種に加わったヒブ・小児用肺
炎球菌・子宮頸がん等の予防接
種について、こうほう佐倉、市ホー
ムページによる情報提供や、個別
通知による対象者への周知等を
行った。
・麻しん風しんの2期については、
はがきでの勧奨に加え、2月～3月
にかけて電話勧奨も行った。な
お、子宮頸がんは、6月から、積極
的勧奨の差し控えが継続してい
る。

・通年行っている出生者、転入者
等への案内に加えて、平成２６年
度から、子育て支援の一助とし
て、1、2歳児を対象に、「おたふく
かぜ予防接種一部助成制度」を
開始し、こうほう佐倉、市ホーム
ページによる情報提供や医療機
関等へのポスタ-掲示等により、
接種率の向上に努めた。
 平成２６年度は、９６４人に助成を
実施した。
・麻しん風しんの2期については、
はがきでの勧奨に加え、2月に
は、電話勧奨も行った。

・麻しん風しんの予防接種では、目
標接種率95％以上であるところ、接
種率の上昇により、平成26年度は
93.4％に達した。

新しいワクチンが
年々定期接種に導入
されるため、制度改
正に合わせたわかり
やすい情報提供と接
種勧奨が必要であ
る。

・予防接種に関する正しい
知識の普及と予防接種の
勧奨を行継続する。
・今後も制度改正に合わせ
た接種勧奨とともに継続し
てわかりやすい情報提供に
努める。
・市独自事業である「おたふ
くかぜ予防接種一部助成制
度」等の子育て支援施策に
ついて、広く周知を行う。

施
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①小児初期急病診療所、第
２次救急医療体制の充実及
び周知
医師会・医療機関と連携を
図り、小児初期急病診療所
や小児第２次救急医療体制
の充実を図ります。
（健康増進課」）

広報誌、HP及び
パンフレット等によ
り情報配信の充実
を図る。
⇒達成

・毎夜間の午後７時から翌朝６時
までと、日曜日・祝日・年末年始
（12月29日から1月3日）は午前９
時から午後５時までを、診療時間
として診療を行った。スタッフは医
師、薬剤師、看護師、医療事務を
配置しており、診療業務は社団法
人印旛市郡医師会と診療業務委
託契約を締結し、印旛郡市内の
小児科開業医や小児科病棟勤務
医等を中心に毎日輪番制で従事
した。検査及び入院の必要な重篤
な患者については、小児二次救
急医療病院群輪番制方式により
紹介及び搬送を行い、医療連携
を図った。また、印旛郡内市町村
とは管理及び運営に係る経費の
負担に関する協定を締結してお
り、広域での協力体制を敷いた。

【利用状況】　平成22年度　13,576
名

毎夜間の午後7時から翌朝6時ま
でと、日曜日・祝日・年末年始（12
月29日から1月3日）は午前9時か
ら午後5時までを、診療時間として
診療を行った。スタッフは医師、薬
剤師、看護師、医療事務を配置し
ており、診療業務は、社団法人印
旛市郡医師会と診療業務委託契
約を締結し、印旛郡市内の小児
科開業医や小児科病棟勤務医等
を中心に毎日輪番制で従事した。
検査及び入院の必要な重篤な患
者については小児二次救急医療
病院群輪番制方式により紹介及
び搬送を行い、医療連携を図っ
た。また、印旛郡内市町村とは管
理及び運営に係る経費の負担に
関する協定を締結しており、広域
での協力体制を敷いた。
　
【利用状況】平成23年度 13,873名

・毎夜間の午後7時から翌朝6時ま
でと、日曜日・祝日・年末年始（12
月29日から1月3日）は午前9時か
ら午後5時までを、診療時間として
診療を行った。スタッフは医師、薬
剤師、看護師、医療事務を配置し
ており、診療業務は、社団法人印
旛市郡医師会と診療業務委託契
約を締結し、印旛郡市内の小児
科開業医や小児科病棟勤務医等
を中心に毎日輪番制で従事した。
検査及び入院の必要な重篤な患
者については小児二次救急医療
病院群輪番制方式により紹介及
び搬送を行い、医療連携を図っ
た。また、印旛郡内市町村とは管
理及び運営に係る経費の負担に
関する協定を締結しており、広域
での協力体制を敷いた。
【利用状況】
　平成24年度　　12,183名

毎夜間の午後7時から翌朝6時ま
でと、日曜日・祝日・年末年始（12
月29日から1月3日）は午前9時か
ら午後5時までを、診療時間として
診療を行った。
スタッフは医師、薬剤師、看護師、
医療事務を配置しており、診療業
務は、印旛市郡医師会と診療業
務委託契約を締結し、印旛郡市
内の小児科開業医や小児科病棟
勤務医等を中心に毎日輪番制で
従事した。検査及び入院の必要な
重篤な患者については小児二次
救急医療病院群輪番制方式によ
り紹介及び搬送を行い、医療連携
を図った。
また、印旛郡内市町村とは管理及
び運営に係る経費の負担に関す
る協定を締結しており、広域での
協力体制を敷いた。
【利用状況】
　平成25年度12,310名

毎夜間の午後7時から翌朝6時ま
でと、日曜日・祝日・年末年始（12
月29日から1月3日）は午前9時か
ら午後5時までを、診療時間として
診療を行った。
スタッフは医師、薬剤師、看護師、
医療事務を配置しており、診療業
務は、印旛市郡医師会と診療業
務委託契約を締結し、印旛郡市
内の小児科開業医や小児科病棟
勤務医等を中心に毎日輪番制で
従事した。検査及び入院の必要な
重篤な患者については小児二次
救急医療病院群輪番制方式によ
り紹介及び搬送を行い、医療連携
を図った。
また、印旛郡内市町村とは管理及
び運営に係る経費の負担に関す
る協定を締結しており、広域での
協力体制を敷いた。
【利用状況】
　平成26年度11,241名

　年間受診者数としては減少傾向に
あるが、年間１万１千人を超える受
診者数で推移していることから、地
域医療において重要な役割を果た
している。
　また、受診者数の内訳をみると、０
歳から５歳までの患者が、全体の７
割以上をしめており、特に夜間に症
状が変化しやすい乳幼児の親に安
心を提供していると考えられる。

小児科医師の不足に
より、勤務する医師
の人数が年々減って
きているため、医師
の当直を調整するの
が困難な状況になっ
てきている。

　初期救急医療機関として
の機能を維持しながら、二
次・三次救急医療機関との
機能分担を明確にした上
で、医療を提供していく。
　また、勤務医師が不足し
ている状況の中で、今後、
どの様にして診療体制を維
持していくか検討していく。

基本目標３
（３）安心できる医
療の整備・充実
１小児救急等の
充実と周知
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

施
策
ー

３

安
心
で
き
る
医
療
の
整
備
・
充
実

②医療情報提供の充実
保健・医療等の情報を含め
た子育て総合情報冊子の作
成により、医療機関につい
ての情報提供を進めます。
（子育て支援課、健康増進
課「健康さくら21」）

子育てナビ、HP及
び健康カレンダー
等により情報配信
の充実を図る。
⇒達成

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」に、乳幼児健康診断・小
児初期急病診療所・休日当番医
などの情報提供を行った。
・健康カレンダーと佐倉市ホーム
ページに医療機関情報を掲載し
た。

４月１日の広報誌により、乳幼児
の健診等のスケジュール及び各
種予防接種協力医療機関や市内
医療機関一覧を掲載した健康カレ
ンダーを各家庭に配布。また、出
張所等市の出先機関等や各種事
業を実施の際に健康カレンダーを
配布。

・休日夜間の医療体制についての
情報が掲載されている子育てナビ
の配布を行った。
・４月１日の広報誌により、乳幼児
の健診等のスケジュール及び各
種予防接種協力医療機関や市内
医療機関一覧を掲載した健康カレ
ンダーを各家庭に配布。また、出
張所等、市の出先機関や各種事
業で健康カレンダーを配布。

・子育てナビに、休日夜間の医療
体制について掲載。
・4月1日号の広報誌により、乳幼
児の健診等のスケジュール及び
各種予防接種協力医療機関や市
内医療機関一覧を掲載した健康
カレンダーを各家庭に配布。ま
た、出張所等,市の出先機関や各
種事業で健康カレンダーを配布。

・子育て支援ガイドブックや子育て
ナビに、休日夜間の医療体制、市
内医療機関の掲載を行った。
・4月1日号の広報紙の特集号（健
康カレンダー）を発行し、乳幼児の
健診等のスケジュール及び各種
予防接種協力医療機関や市内医
療機関一覧を掲載し各家庭に配
布。

・健康カレンダーを出張所等、市
の出先機関や各種事業にて配布
した。

・保健・医療等の情報を含めた子育
て総合情報冊子として、「子育て支
援ガイドブック」を作成した。

・子育てナビ、HP及び健康カレン
ダー等により、情報配信の充実を図
ることができた。

子どもは急病になる
ことが多い為、緊急
時にすぐ調べられる
よう情報を周知する
必要がある。

医療機関情報を子育て支
援ガイドブックや子育てナビ
等に引き続き情報提供を進
める。

基本目標３
（３）安心できる医
療の整備・充実
２医療情報提供
の充実

①食育の推進
食に関する調査の実施と調
査結果に基づく指導の継続
実施、保護者との連携等に
より、子どもが適切な食習慣
を身につけられるようにしま
す。
（子育て支援課、指導課）

・食に関する調査
の実施をします。
（小学校５年生、中
学校2年生を対象
に年１回）
・食に関する指導
の実施(小・中３４
校）
・地場産物を多く
使用した学校給食
の実施（小・中３４
校）
⇒達成

・食生活調査では、起床時間や就
寝時間、昼食の摂食について継
続的に調査している。起床時間・
就寝時間は年ごとにやや速くな
り、生活リズムの改善がみられ
る。
・食への興味・関心を引き出すた
め、調理や食事の準備等の手伝
いについても促した。
・食に関する調査を実施し、その
結果をおたより等で家庭へ知らせ
るとともに朝食の大切さについて
等の指導を実施した
・年間を通して約５０品目の地場
産物を給食に取り入れた。
・生産者の方の顔写真を載せたお
たよりを作成し、掲示した。

・４歳児およびその保護者を対象
に、朝食の摂取状況と、起床時
間・就寝時間・排便の有無等、生
活のリズムとの関係を調査した。
給食だより等で、その結果を家庭
へ知らせ朝食の大切さについて
指導した。
・給食時の栄養士の巡回指導を
常時行うとともに、公立保育園８
園で、クッキング保育を13回、食
の体験指導を13回、食のマナー
指導を9回行った。また、給食試食
会やミニ講座を公立８園で25回
行った。
・食に関する調査を実施し、その
結果を給食便りや学校便りで家庭
へ知らせるとともに、朝食の大切
さについて等の指導を実施した。
・年間を通して約50品目の地場産
物を給食に取り入れた。
・生産者の顔写真を載せた給食
便りを作成し、掲示した。
・食に関する指導を実施した。
・津田仙メニュー給食を実施した。
佐倉城開城400年記念特別給食
を実施した。

・保育園の保護者を対象に、食生
活調査を実施した。内容は園児の
朝食の喫食状況、朝食の内容、
睡眠の状況、保護者の保育園給
食に対するニーズ等。
・給食時の栄養士の巡回指導を
常時行うとともに、公立保育園８
園で、クッキング保育、食の体験
指導、食のマナー指導を行った。
また、給食試食会やミニ講座も開
催した。

・保育園の保護者対象に、食生活
調査を実施。家庭での食事の状
況や保育園給食に関するニーズ
を調査。給食時に栄養士が保育
室を巡回し食事の状況を把握す
るとともに、クッキング保育やマ
ナー指導等を行った。
・食に関する調査を実施し、その
結果を給食便りや学校便りで家庭
へ知らせるとともに、朝食の大切
さについて等の指導を実施した。
・年間を通して約４０品目の地場
産物を給食に取り入れた。
・生産者を取材し、農作物の生育
状況や生産者の思いを紹介する
「佐倉の食べ物だより」を作成し、
掲示した。
・食に関する指導を実施した。
・津田仙メニュー給食を実施した。
・佐倉城開城４００年記念特別給
食を実施した。

（学校での取り組み）
・食に関する調査を実施し、給食
だよりや給食の試食会等を通じ
て、朝食の大切さについての指導
を実施した。
・授業中や給食時間等、食に関す
る指導を展開した。
・年間を通して約４０品目の地場
産物を給食に取り入れるととも
に、生産者を取材し、農作物の生
育状況や生産者の思いを紹介す
る「佐倉の食べ物だより」を作成
し、掲示した。
・佐倉の歴史や佐倉にゆかりのあ
る人物について学ぶ「津田仙メ
ニュー」や「お殿様献立」給食を実
施した。

（保育園での取り組み）
・保育園の保護者対象に、食生活
調査を実施。家庭での食事の状
況や保育園給食に関するニーズ
を調査。
・給食だより　年7回発行
・給食時に栄養士が保育室を巡
回し食事の状況を把握。
・クッキング保育やマナー指導等
を行った。
・栄養士打合せ　12回実施。園に
おける食育について研究した。

（学校での取り組み）
・全小中学校（３４校）で食に関する
調査を小学５年生と中学２年生に実
施し、その結果を給食だより等で情
報発信した。また、調査結果を分析
することで、食に関する指導（朝食
の大切さや望ましい食習慣が身に
つけられる等）を充実させることがで
きた。
・地場産物を多く取り入れた給食を
全小中学校で実施した。

（保育園での取り組み）
・食生活調査は毎年認可保育園全
園に実施。（隔年で全園児、４歳児
を対象）
・給食だよりは、年度毎にテーマ・発
行回数を決め、毎年全園へ配布し
た。
・クッキング保育、給食時の栄養士
巡回指導は各園ごとに実施した。
・栄養士打ち合わせは月１回実施。
季節に合わせた献立計画と、実施し
た献立の反省を共有し、献立をとお
した食育について研究する。

（学校）
・食に関する調査結
果の中で、小学５年
生・中学２年生とも
に，朝食の摂食率が
ほぼ横ばい状態であ
る。
小５：８９％→８９％
中２：８４％→８５％

（保育園）
・食生活調査の結果
や保護者との連携に
より、引き続きニーズ
と実態を把握する必
要がある。
・園での食育の取り
組みは、保護者の理
解を得ながら計画を
進める必要がある。

（学校）
・引き続き、児童生徒の望
ましい食習慣の確立に向け
て、地場産物を多く取り入
れた給食を展開し、学校給
食を通じた「食」の指導をさ
らに充実させていく。
・食に関する調査を継続的
に実施し、特に朝食の摂食
率の向上を目指す。
・調査結果を活用した事後
指導の充実を一層図ってい
く。

（保育園）
・食生活調査の継続実施。
・給食だよりによる食育記
事の情報発信。
・各園におけるクッキング保
育や給食巡回指導を継続
実施。

②食に関する地区講習会
の推進
食生活改善推進員との連携
により、適切な食習慣等に
ついての周知啓発を図りま
す。
（健康増進課「健康さくら
21」）

・健康づくりのため
に栄養や食事につ
いて考えていない
保護者をなくす。
⇒達成
・おやつの目的を
理解している幼児
の保護者の増加
(75%以上)
⇒未達成

・幼児のおやつや食育についての
知識を保護者に普及した。
・食生活改善推進員による食に関
する地区講習会を35回延べ2,352
人（内訳大人910人・子ども1,442
人）に実施。
・食生活改善推進員延べ174人が
試食の提供や食に関する正しい
知識の普及活動を行った。

・食生活改善推進員との連携によ
る地区講習会を開催し、子どもや
保護者が料理や食に関心を深
め、栄養のことを考えて食べるこ
との大切さについて周知啓発を
図った。
・地域の乳幼児を持つ保護者にお
やつや朝食摂取に関する知識の
普及に努めた。また、「かんたん・
おいしい朝食レシピ集」を作成・配
布し、栄養や食事について保護者
の知識の向上を図った。

・食生活改善推進員との連携によ
る地区講習会を開催し、子どもや
保護者が料理や食に関心を深
め、栄養のことを考えて食べるこ
との大切さについて認識を高めて
もらうよう、周知啓発に努めた。
・地域の乳幼児を持つ保護者に対
し、おやつや朝食摂取に関する知
識の普及に努めた。

・食生活改善推進員との連携によ
る地区講習会を開催し、子どもや
保護者が料理や食に関心を深
め、栄養のことを考えて食べるこ
との大切さについて認識を高めて
もらうよう、周知啓発に努めた。
・地域の乳幼児を持つ保護者に対
し、おやつや朝食摂取に関する知
識の普及に努めた。

・食生活改善推進員に子どもの食
育について研修会を開催した。
・食生活改善推進員の地区活動
を通して、子どもや保護者に対し、
調理講習会や試食を行い、適切
な食習慣の周知啓発に努めた。
（活動回数36回延べ1,200人）

・平成２４年２月実施の市民健康意
識調査では、健康づくりのために栄
養や食事について考えていない保
護者の割合は、幼児の保護者では
2.2％で、策定時の10％に比べ減
少、小学生の保護者では5.6％で、
策定時の7.4％から減少している。
・おやつの目的を理解している幼児
の保護者の割合は20.4％で、策定
時の20.2％とほとんど変わらない。
・保護者に対し、地区講習会を通じ
て、適切な食習慣等について周知・
啓発を図った。

・就労中の保護者は
講習会に参加するこ
とが難しい。周知方
法を検討する必要が
ある。

健康さくら２１（第２次）計画
において、家族が食卓を囲
んで一緒に食事をとりなが
らコミュニケーションを図る
「共食」の機会の増加を位
置付けている.。食生活改善
推進員と連携して共食の大
切さについても啓発を図っ
ていく。

③地産地消の推進
安心安全で、生産者の顔が
みえる食材を提供するため
の啓発に努めます。
（農政課）

生産者で組織する
農産物直売所
（７ヶ所）をホーム
ページ及び広報で
紹介し、地産地消
の推進を図る。
⇒達成

・各農産物直売所で開催される収
穫祭等のイベント情報をホーム
ページ等で紹介し、地産地消の推
進を図った。

生産者で組織する農産物直売所
（７ヶ所）をホームページ及び広報
で紹介し、地産地消の推進を図っ
た。

生産者で組織する農産物直売所
（７ヶ所）をホームページ及び広報
で紹介し、地産地消の推進を図っ
た。

・佐倉市ホームページにて、市内
直売所を紹介した。
・佐倉市広報において、市内直売
所のイベントを紹介した。
・市内小中学校に対し、市内直売
所の農産物を提供する取り組み
を、直売所やＪＡ及び栄養士会と
連携して実施した。

・市内直売所マップを印刷及び佐
倉市ホームページにおいて、市内
直売所を紹介した。
・佐倉市広報において、市内直売
所のイベントを紹介した。
・市内小中学校に対し、市内直売
所の農産物を提供する取組みを、
直売所やＪＡ及び栄養士会と連携
して実施した。

・市内直売所の認知度を高め、地産
地消の推進を図っている。

・地産地消の推進が
必要である。

・引き続き、地産地消の普
及・啓発を実施する。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

①子どもの健康・体力づくり
に関する情報の提供
幼児を持つ保護者に対する、
身体を使った遊びや戸外で
安心して学び遊べる場所、ス
ポーツサークル等について
の情報を提供します。
（子育て支援課、児童青少年
課、生涯スポーツ課、社会教
育課）

子どもと保護者が
ともにスポーツを
楽しめる機会を年
間２回以上提供す
る。
⇒達成

・スポーツリーダー
バンクよりスポー
ツ指導者の派遣を
年間２団体以上に
行う。
⇒未達成
（H25,26未派遣）

・保育園における園庭開放の実施。
・児童センター・老幼の館における幼
児向け体力増進のための教室の開
催。
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「ソフトドッジボール交流大会」を
7/17に市民体育館で実施した。対象
は小学4～6年生。（参加29チーム
252名）
・青少年相談員連絡協議会の「たこ
あげ大会」については、1/16に岩名
陸上競技場で開催予定であったが、
降雪により中止とした。また、「綱引
き大会」については、3/13に市民体
育館で開催予定であったが、東日本
大震災の影響を考慮し中止とした。
・ニュースポーツまつり
　参加者256名のうち14才までが149
名。
・スポーツフェスティバル
　参加者735名のうち10才まで269
名。
・親子ボクササイズ教室34名。
・子どもが参加する団体に年間2回指
導者の派遣を行った。
・「生涯学習ガイドブック」や「さくらあ
そび場百科じてん」等の各種情報誌
の発行、及びホームページへの掲載
を通じて、各種イベント情報の提供を
行った。

・保育園における園庭解放の実施。
・児童センター・老幼の館における幼
児向け体力増進のための教室の開
催。
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「ソフトドッジボール交流大会」を
6/25に市民体育館で実施した。対象
は小学4～6年生。（参加　40チーム
341名）
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「たこあげ大会」を1/15に岩名運
動公園陸上競技場で実施した。（参
加　183名）
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「綱引き大会」を3/10に市民体育
館で実施した。対象は小学4～中学3
年生。（参加　小学生8チーム　中学
生3チーム　118名）
・ニュースポーツまつり、スポーツフェ
スティバルの開催。
「生涯学習情報誌」や「さくらあそび
場百科じてん」等の各種情報誌の発
行、及びホームページへの掲載を通
じて、各種イベント情報の提供を行っ
た。

・外遊び、自由保育を推進する団体
の情報が掲載されている子育てナビ
の配布を行った。
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「ソフトドッジボール交流大会」を
7/21に市民体育館で実施した。対象
は小学4～6年生。（参加　26チーム
240名）
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「たこあげ大会」を1/6に岩名運動
公園陸上競技場で実施した。（参加
176名）
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「綱引き大会」を3/3に市民体育
館で実施した。対象は小学4～中学3
年生。（参加　小学生11チーム　中学
生9チーム　199名）
・ニュースポーツまつり、スポーツフェ
スティバルの開催。
・生涯学習情報誌(「我ら学び隊」、
「あそび場百科じてん」)の発行、及び
ホームページへの掲載を通じて、各
種イベント情報の提供を行った。
・すべての小学校(23校)の校庭であ
そび場開放を実施した。

・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「ソフトドッジボール交流大
会」を6/29に市民体育館で実施し
た。対象は小学4～6年生。（参加
31チーム　269名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、子どもと大人で共に楽しめ
る「子どもむかし遊びまつり」を
1/19に中央公民館大ホールで実
施した。（参加　315名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「綱引き大会」を3/2に市民
体育館で実施した。対象は小学4
～中学3年生。（参加　小学生12
チーム　中学生7チーム　191名）
・生涯学習情報誌(「我ら学び隊」、
「あそび場百科じてん」)の発行、
及びホームページへの掲載を通
じて、各種イベント情報の提供を
行った。
・すべての小学校(23校)の校庭で
あそび場開放を実施した。

「児童青少年課」
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「ソフトドッジボール交流大会」を
実施した。対象は小学4～6年生。
（参加　47チーム　431名）
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、子どもと大人で共に楽しめる「子
どもむかし遊びまつり」を実施した。
（参加　230名）
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、「たこあげ大会」を実施した。対象
は小学4～中学3年生。（参加　小学
生17チーム　中学生6チーム　220
名）

「社会教育課」
生涯学習情報誌「我ら学び隊」や「さ
くらあそび場百科じてん」の発行で、
各種イベント情報を発信した。
すべての小学校（２３校）の校庭であ
そび場開放を実施した。

「生涯スポーツ課」
・ニュースポーツまつり、スポーツフェ
スティバルの開催。

「児童青少年課」
・青少年相談員連絡協議会と連携
し、青少年がスポーツなどの体験が
できる、子どもの心身を育むイベント
の機会を提供することができた。

「社会教育課」
子どもたちが遊べる場所の情報を
提供することができた。
すべての小学校であそび場を開放
することができた。

「生涯スポーツ課」
・毎年ニュースポーツまつり、スポー
ツフェスティバルを開催した。

「社会教育課」
子どもたちが遊べる
場所の情報提供が、
十分であるかが懸案
事項。

「生涯スポーツ課」
・ニュースポーツまつ
り、スポーツフェス
ティバルの参加者の
減少及び種目のマン
ネリ化している。

「児童青少年課」
・引き続き青少年相談員連
絡協議会と連携しながら、
青少年がスポーツなどの体
験ができる、子どもの心身
を育むイベントの機会を提
供する。

「社会教育課」
これまでどおり、各種情報
誌を発行し、情報提供を行
う。
すべての小学校の校庭で
あそび場開放を実施する。

「生涯スポーツ課」
・ニュースポーツまつり、ス
ポーツフェスティバルの開
催の情提供の仕方、新規
種目を取り入れる等行い、
開催を継続する。

②学校開放等の実施
学校開放等により、子ども
が身体を動かす機会を拡充
します。
（社会教育課）

すべての小中学校
（34校）での学校
開放の実施
⇒達成

・すべての小中学校（34校）の学
校開放実施

すべての小中学校（34校）の学校
開放実施

・すべての小中学校（34校）で学
校
開放を実施した

すべての小中学校（34校）の体育
館、及びすべての小学校（23校）
の校庭を開放し、市民のスポー
ツ・レクリエーションの活動の場と
して、健康増進、情操の涵養及び
教育の向上が図れた。
・25年度
利用件数25,252件
利用人数747,951人

すべての小中学校（３４校）の体育
館及びすべての小学校（２３校）の
校庭を開放し、市民のスポーツ・
レクリエーション活動の場として、
健康増進、情操の涵養及び教育
の向上が図れた。
２６年度
利用件数　２４,１１５件
利用人数　７２６,５５１人

平成２３年度は、東日本大震災の影
響で、平成２６年度は耐震工事の影
響で利用件数・人数が減少したが、
すべての小中学校で学校開放を実
施することができた。

特になし

これまでどおり、すべての
小中学校（耐震工事中の学
校を除く）で学校開放を実
施する。

①次代の親づくり
育児に対する関心・知識等
を高めるために、中学生等
を対象とした乳幼児とのふ
れあい体験の場を設けま
す。また、各学校が必要に
応じて、健康増進課、保健
所等の協力を得て、子育て
に関する教育の推進を図り
ます。その他、「心の健康教
育」の一環としての、思春期
からの父性教育の実施を図
ります。
（指導課、社会教育課、児童
青少年課、健康増進課）

・市内全ての小学
校において、自尊
感情と自己肯定感
を高めるための保
健教育を行う。
・性教育に関する
研修会を年１回以
上開催する。
⇒達成

・佐倉市養護教諭研修会におい
て、性教育に関する研修会を設け
た。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図った
（佐倉東高校、佐倉中学校、西志
津中学校、臼井南中学校、井野
中学校）
・ジュニアリーダーの初級認定講
習会を実施し、子ども世代のリー
ダーを育成した。（受講生数３９
名）
・広報さくら２月１日号に自己肯定
感の大切さについて「お子さんに
『ありがとう』伝えてますか？」の
記事を掲載。
・ﾏﾀﾆﾃｨｼﾞｬｹｯﾄ：大学１校、高校１
校、中学校３校、小学校２校に貸
し出しを行った。
・沐浴人形：中学校３校、小学校１
校、助産師会、子育て支援課に貸
し出しを行った。

・佐倉市養護教諭研修会におい
て、性教育に関する研修会を設け
た。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図った
(子育て理解講座)
（佐倉東高校、佐倉中学校、西志
津中学校、臼井南中学校、井野
中学校、志津中学校にて実施）
・ジュニアリーダー初級認定講習
会を実施し、子ども世代のリー
ダーを育成した。（受講生数29名）
・・子どもたちの学校・学年間を超
えた体験活動や、異年齢交流を
通じて、小さな子どもを思いやる
心を培う。
・小・中・高校が、命の大切さや子
育てに関する事業を行う際に、妊
婦ジャケットや沐浴人形の貸出し
を行う。

・佐倉市養護教諭研修会において、
性教育に関する研修の機会を設ける
ことで、性に関する指導及び相談、
連携体制を図るために必要な知識や
情報を習得した。
・市内中学校５校、高校１校におい
て、家庭科、総合学習の時間を中心
に、子育て理解講座を実施し、子育
てに関する教育の推進を図った。
実施校
中学校：佐倉中学校、西志津中学
校、臼井南中学校、井野中学校、志
津中学校
高校：佐倉東高校
・ジュニアリーダー初級認定講習会を
実施し、子ども世代のリーダーを育
成した。（受講生数34名）
・健やか親子２１の中で、連携強化が
示されている学校保健分野と連携を
図り、小竹小学校をモデル校として
思春期保健教育に取り組んだ。
・養護教諭研修会に参加しながら、
性に関する指導案を作成した。
・保健師が講師となり学校へ赴き養
護教諭との情報交換を通して連携強
化を図った。

・佐倉市養護教諭研修会におい
て、性教育に関する研修会を設け
た。
・市内中学校6校、高校１校におい
て、家庭科、総合学習の時間を中
心に、子育て理解講座を実施し、
子育てに関する教育の推進を
図った。
（実施校）
中学校：佐倉中学校、西志津中学
校、臼井南中学校、井野中学校、
志津中学校,根郷中学校
高校：佐倉東高校

・ジュニアリーダー初級認定講習
会を実施し、子ども世代のリー
ダーを育成した。（受講生数32名）
・自己肯定感及び自尊感情を高
め『自分を大切にする』ことを目的
に養護教諭と協働で保健授業に
取り組んだ。
・養護教諭研修会に参加し、養護
教諭と協働で指導案を作成した。

・小学校において、自尊感情と自
己肯定感を高めるための思春期
保健授業を実施した。
（実績：5校6回実施し、参加400
人）

・佐倉市養護教諭研修会におい
て、過去３年間の性教育の実践に
ついてまとめ、発表を行った。
・保健師と連携して行った授業に
ついても発表し、性に関する指導
についての推進を図った。

・市内の中学校９校、高校１校に
おいて、家庭科・総合学習の時間
を中心に、子育て理解講座を実施
し、子育てに関する教育の推進を
図った。

・ジュニアリーダー初級認定講習
会を実施し、子ども世代のリー
ダーを育成した。（受講生数31名）

・平成24年度から取り組み始めた思
春期保健授業において、自尊感情
と自己肯定感を高めるための保健
教育を行った。
（子ども達から”大切に育てられたこ
とがわかった”などの感想が寄せら
れ一定の効果をあげている。）

・性教育に関する研修会を複数回
実施した。

・子育て理解講座の実施校を増や
し、多くの生徒に育児に対する関心
や知識を高めることができた。

・ジュニアリーダー初級認定講習会
を実施し、子ども世代のリーダーを
育成することができた。

・思春期保健授業の
実施は、学校の理
解・協力が必要とな
る。

・子育て理解講座を、
市内の全中学校で実
施することができな
かった。

・自尊感情、自己肯定感を
高めるための研修をひき続
き行い、指導の実践につな
げていく。

・佐倉市養護教諭研修会で
保健師と共に研修する機会
をひき続き設け、性に関す
る指導の推進を図る。

・子育て理解講座は、市内
中学校全11校での実施を
目標に、事業拡充を図って
いく。

・引き続き、ジュニアリー
ダー初級認定講習会を実
施し、子ども世代のリー
ダーを育成する。

基本目標６
（３）次代の親の
育成
１次代の親づくり

②喫煙、飲酒、薬物等に関
する意識啓発
思春期における喫煙・飲酒・
薬物等の害についての教育
の継続的な実施とチラシ、
ポスター等による意識啓発
を実施します。
（指導課、健康増進課）

市内小・中学校に
おいて、薬物乱用
防止教育を行う。
⇒達成（市内全て
の小中学校で実
施）

・薬物乱用防止に関するリーフ
レット、未成年飲酒防止啓発ポス
ター等による意識啓発。
・薬物乱用防止標語の募集による
啓発。
・薬物乱用防止リーフレットを地区
回覧し、啓発を図った。

・薬物乱用防止に関するリーフ
レット、未成年飲酒防止啓発ポス
ター等による意識啓発をした。
・薬物乱用防止標語の募集による
啓発をした。
・薬物乱用防止教室に関する保
護者啓発読本を配布及び薬物乱
用防止標語を募集する。
・薬物等に関する専門的知識を有
する外部講師による「薬物乱用防
止教室」の開催を推進する。
・広報さくらでの啓発を継続実施
する。
・市における各種イベントにおいて
啓発活動を実施する。

・薬物乱用防止教室を開催すると
ともに、薬物乱用防止に関するポ
スター等の配布を実施し、意識啓
発を行った。
・広報さくらでの啓発を継続実施し
た。

・薬物乱用防止に関するリーフ
レット、未成年飲酒防止啓発ポス
ター等による意識啓発をした。
・薬物乱用防止標語の募集による
啓発をした。
・根郷中学校において、全校生徒
を対象に薬物乱用防止に係る保
健講演会をおこなった。

・薬物乱用防止に関するリーフ
レット、未成年飲酒防止啓発ポス
ター等による意識啓発をした。
・薬物乱用防止標語の募集による
啓発をした。
・成人式の際に啓発用リーフレット
を配布した。
・健康管理センター・西部・南部保
健センターにポスターを掲示、
リーフレットを配架し、啓発に努め
ている。

・H25年度に、根郷中学校におい
て、全校生徒を対象に薬物乱用防
止に係る保健講演会を実施した。
・薬物乱用防止教育を市内小中学
校全校で実施した。
・喫煙、飲酒、薬物に関するリーフ
レット、ポスター等で意識啓発を行っ
た。
・薬物乱用防止標語の募集による
啓発を行った。

特になし

・引き続き、薬物乱用防止
教育を市内小中学校全校
で実施する。
・専門的知識を有する外部
講師の活用を図る。
・引き続き、リーフレット、ポ
スター、標語募集等で意識
啓発を行う。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

（
２

）
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③学校における性の教育・
相談体制の充実
各学校において性教育を充
実させます。同時に、スクー
ルカウンセラー、養護教諭を
中心とした相談体制の充実
を図ります。
また、教育現場と保健行政
それぞれが抱えている課題
を共有できる体制の整備を
図ります。その他、学校と家
庭の連携強化にも努めま
す。
（指導課）

性教育に関する研
修会を実施する。
⇒達成

・佐倉市養護教諭研修会において
性教育、教育相談に関する研修
を行った。

・佐倉市養護教諭研修会におい
て。性教育、教育相談に関する研
修を行った。

・佐倉市養護教諭研修会におい
て、性に関する指導及び相談体
制の充実を図るため、性教育に関
する研修の機会を設けた。

・佐倉市養護教諭研修会におい
て。性教育、教育相談に関する研
修を行った。

・佐倉市養護教諭研修会におい
て。性教育、教育相談に関する研
修を行った。

・佐倉市養護教諭研修会で相談活
動についての事例検討、記録用紙
の検討を行い、まとめと発表を行っ
た。
・性教育に関する研修会を行った。

特になし
・性に関する指導及び相談
体制の充実を図るための
研修会を継続実施する。

①芸術・文化体験の機会の
拡大
質の高い音楽・演劇・美術
等を鑑賞するとともに、子ど
も自らがそれらの芸術を楽
しんで実践できる機会を設
けます。その時に、既存の
美術館・音楽ホールや地域
における人材の有効活用を
図ります。
（文化課、市民音楽ホール、
美術館）

【音楽ホール】
学校巡回音楽鑑
賞
年３回(1回につき
500人前後)
親子でクラシック
の開催
⇒達成
【美術館】
企画展　年２回
⇒達成

【音楽ホール】
学校巡回音楽鑑賞会
「ニューフイルハーモニーオーケストラ千
葉」
６月３０日（水）　１４時開演、臼井中学校
全校生徒、間野台小学校５・６年生
「虹色音楽隊」
１１月３０日(火）　１４時開演
臼井小学校５・６年生、王子台小学校５・
６年生
根郷小学校５・６年生

【美術館】
●津田信夫展　平成22年8月7日（土）～9
月23日(木・祝)
●ベルギー絵本作家展　平成23年2月5
日(土)～3月27日(日）
それぞれの企画展において、児童1人に
つき１回、児童と一緒に入場する保護者
の方１名が無料となる親子券を付け、市
内小中学生（ベルギー絵本作家展では、
幼稚園・保育園も含む。）を対象に無料パ
スポートを配布した。
●アート・プロジェクト２０１０　平成23年1
月21日（金）～1月30日(日）
カメラ・オブ・スキュラ体験を実施した。
●学校連携プログラム　年間を通じて
平成21年度に引き続き実施。小中学校と
連携して、以下の事業を行った。
①鑑賞教室、②施設見学、③出前授業
④職場体験
その他、芝千秋の作品ﾚﾌﾟﾘｶ（鉛筆風景
画）の教材活用や、小中学校美術担当教
諭の研修会等も実施した。

【音楽ホール】
・親子でクラシック
6月25日（土） 14時00分開演(602名）
16時00分開演(468名)
・学校巡回音楽鑑賞会
「ニューフイルハーモニーオーケストラ千
葉」
6月29日（水）　10時30分開演(697名)
臼井西中学校全校生徒・　上志津中学校
全生徒、　１４時00分開演(550名)
臼井南中学校全校生徒
染井野小学校5・6年生
「日本音楽集団」
11月30日(水）　14時開演(551名)
印南小学校5・6年生、南志津小学校5・6
年生、井野小学校5・6年生

【美術館】
●平田郷陽の人形展  7月16日～8月28
日
●南桂子展　10月22日～11月27日
上記企画展において、市内小中学生を対
象に何度でも入場できる無料パスポート
（保護者１名が1回無料となる親子券付）
を配布した。
●アート・プロジェクト「ブロックでオランダ
の風景を作ろう」平成24年2月～3月
●学校教育支援プログラム《年間通じて》
小中学校と連携して以下の事業を行っ
た。
①鑑賞教室、②施設見学、③出前授業
④職場体験
その他、芝千秋の作品ﾚﾌﾟﾘｶ（鉛筆風景
画）の教材活用や、小中学校美術担当教
諭の研修会等も実施した。

【市民音楽ホール】
●学校巡回音楽鑑賞会
①6/13ﾆｭｰﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ千葉
　（10：30開演）
②6/13ﾆｭｰﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰｵｰｹｽﾄﾗ千葉
　（14：00開演）
③11/7日本音楽集団

●親子でコンサート　6/9　13時開演
●少年少女ハンドベル教室
●佐倉少年少女合唱団
●志津少年少女合唱団
その他、手作り楽器教室、舞台なお仕事
探検隊も臼井公民館と共催で実施した。

【美術館】
●荒谷直之介展　平成24年8月4日（土）
～9月23日（日）
●ルパン三世展　平成25年2月2日（土）
～3月24日（日）
上記企画展において、市内小中学生を対
象に何度でも入場できる無料パスポート
（保護者１名が1回無料となる親子券付）
を配布した。
●アート・プロジェクト「ブロックでお城とカ
ムロちゃん！」平成25年3月実施
●学校連携プログラム《年間通じて》小中
学校と連携して以下の事業を行った。
①鑑賞教室、②施設見学、③職場体験、
その他、芝千秋の作品・ﾚﾌﾟﾘｶ（鉛筆風景
画）の教材活用や、小中学校美術担当教
諭の研修会等も実施した。

【音楽ホール】
・学校巡回音楽鑑賞会
年２回（３公演）　１，６８８人
・親子でコンサート
年２回（４公演）　２，０２０人

【美術館】
●企画展
①フィレンツェ ピッティ宮近代美術館
コレクション―トスカーナと近代絵画
展　平成25年11月16日(土)～12月23
日(月･祝)
②国立美術館巡回展 西洋への憧れ
個のめざめ　日本近代洋画の東西
展　平成26年2月15日(土)～3月23日
(日）
市内小中学生を対象に、児童･生徒
本人は会期中観覧無料、同伴者1名
が会期中1回観覧無料となる親子券
付パスポートを配布｡
●第7回アート・フォト・サクラ関連事
業キッズ撮影会　平成25年11月30日
(土)
親子参加の写真撮影会を実施。
●学校連携プログラム
通年実施。教員と連携して､充実した
授業時間を支援。
①鑑賞教室
②施設見学
③出前授業
④職場体験
⑤教材貸出

「市民音楽ホール」
・学校巡回音楽鑑賞会
年２回（３公演）　１，６４５人
・親子でコンサート
年２回（４公演）　１，７２２人
・学校巡回音楽鑑賞会
年２回（３公演）　１，６８８人

【美術館】
●企画展
①佐倉学浅井忠展　平成26年8月
2日(土)～9月7日(月･祝)
②安井曾太郎の世界展　平成26
年11月22日(土)～12月25日(日）
市内小中学生を対象に、児童･生
徒本人は会期中観覧無料、同伴
者1名が会期中1回観覧無料とな
る親子券付パスポートを配布｡
●第８回アート・フォト・サクラ関連
事業キッズ撮影会　平成26年11
月８日(土)
親子参加の写真撮影会を実施。
●学校連携プログラム
通年実施。教員と連携して､充実
した授業時間を支援。
①鑑賞教室②施設見学③出前授
業
④職場体験⑤教材貸出

「市民音楽ホール」
小・中学校の児童・生徒に優れた音
楽を鑑賞する機会を提供することが
でき、実施回数・人数ともに目標事
業量を達成することができた。
「親子でコンサート」は平成２３年度
から公演をスタートし、現在は6月・
12月の年２回、未就学児も楽しめる
コンサートとして定着してきている。
また、未就学児にも生演奏や歌を
歌ったりと、音楽に直接触れる公演
を実施することができた。

【美術館】
企画展　年２回という目標を達成し
たことはもとより無料パスポートを市
内小中学生に配布し質の高い美術
に触れる機会を設けることができ
た。また、その他にも学校と連携し
①鑑賞教室②施設見学③出前授業
④職場体験⑤教材貸出を実施する
ことにより児童生徒に対する充実し
た授業を支援することができた。

「市民音楽ホール」
・学校巡回音楽鑑賞
会の開催時期（６月、
１１月）を検討する必
要がある。

「美術館」
・連携する学校が増
えるにつれて、職員
だけでは充分な対応
が難しくなると思われ
る。

「市民音楽ホール」
同様の回数を維持しなが
ら、今後も継続して実施す
る。

【美術館】
引き続き企画展の充実を図
り質の高い芸術の鑑賞や
学校と連携を図ることにより
子ども自ら芸術を楽しみま
た実践できる機会の提供に
努める。
　また、今後の課題に対し
ては、市民ボランティアの
鑑賞コミュニケーターを養
成して対応していきたい。

②スポーツ、自然体験等の
活動の活発化
本市に存在する貴重な緑等
を活用した各種の自然体験
活動や各種スポーツ活動を
充実させます。これらの活動
を通して子どもの生きる力
や健康の増進等も図ってい
きます。
（ 児 童 青 少 年 課 、 生 涯 ス
ポーツ課）

子どもが気軽にス
ポーツを体験でき
るイベントや教室
を、年間３回以上
開催する。
⇒達成

青少年相談員連絡協議会と連携
し、「ソフトドッジボール交流大会」
を7/17に市民体育館で実施した。
対象は小学４～６年生。（参加 ２９
チーム ２５２名）
・青少年相談員連絡協議会の「た
こあげ大会」については、1/16に
岩名陸上競技場で開催予定で
あったが、降雪により中止とした。
また、「綱引き大会」については、
3/13に市民体育館で開催予定で
あったが、東日本大震災の影響を
考慮し中止とした。
・ニュースポーツまつり
　参加者２５６名のうち１４才まで
が１４９名。
・スポーツフェスティバル
　参加者７３５名のうち１０才まで２
６９名。
・親子ボクササイズ教室３４名。
・子どもが参加する団体年間２回
指導者の派遣を行った。

・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「ソフトドッジボール交流大
会」を6/25に市民体育館で実施し
た。対象は小学4～6年生。（参加
40チーム　341名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「たこあげ大会」を1/15に岩
名運動公園陸上競技場で実施し
た。（参加　183名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「綱引き大会」を3/10に市民
体育館で実施した。対象は小学4
～中学3年生。（参加　小学生8
チーム　中学生3チーム　118名）
・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂまつり参加者233名の
うち14才までが140名。
・スポ―ツフェスティバル参加者
835名のうち10才までが252名。

・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「ソフトドッジボール交流大
会」を7/21に市民体育館で実施し
た。対象は小学4～6年生。（参加
26チーム　240名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「たこあげ大会」を1/6に岩
名運動公園陸上競技場で実施し
た。（参加　176名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「綱引き大会」を3/3に市民
体育館で実施した。対象は小学4
～中学3年生。（参加　小学生11
チーム　中学生9チーム　199名）
・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂまつり参加者233名の
うち14才までが140名。スポ―ツ
フェスティバル参加者835名のうち
10才までが252名。

・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「ソフトドッジボール交流大
会」を6/29に市民体育館で実施し
た。対象は小学4～6年生。（参加
31チーム　269名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「綱引き大会」を3/26に市民
体育館で実施した。対象は小学4
～中学3年生。（参加　小学生12
チーム　中学生7チーム　191名）

・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「ソフトドッジボール交流大
会」を実施した。対象は小学4～6
年生。（参加　47チーム　431名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「たこあげ大会」を実施した。
（参加　230名）
・青少年相談員連絡協議会と連
携し、「綱引き大会」を実施した。
対象は小学4～中学3年生。（参加
小学生17チーム　中学生6チーム
220名）
・ﾆｭｰｽﾎﾟｰﾂまつり参加者150名の
うち小学生以下が83名。スポ―ツ
フェスティバル参加者462名のうち
10才までが114名。

子どもが気軽にスポーツを体験でき
るイベントや教室を、年間３回以上
開催する目標事業量を、達成するこ
とができた。

・ニュースポーツまつ
り、スポーツフェス
ティバルの参加者の
減少及び種目のマン
ネリ化。

・引き続き青少年相談員連
絡協議会と連携しながら、
青少年がスポーツなどの体
験ができるイベントの機会
を提供する。

・ニュースポーツまつり、ス
ポーツフェスティバルの開
催の周知方法、新規種目を
取り入れる等行い、開催を
継続する。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

③文化財を活用した歴史体
験事業の充実
本市に存在する文化財や博
物館等を活用して、様々な
歴史体験事業の拡充を図り
ます。
（文化課）

甲冑試着会1回/
年
見学会3回/年
特別公開4回/年
⇒達成

・甲冑試着会1回/年
（5月5日実施、40人参加）

・見学会４回/年
（文化資産見学会10月10日実施、
35人参加）（歴史的建造物見学会
11月27日実施、14人参加）（遺跡・
史跡見学会12月11日実施、43人
参加）（本佐倉城跡見学会3月5日
実施、222人参加）

・特別公開（旧堀田邸・武家屋敷）
３回/年
（4月29日、11月23日、2月11日実
施、のべ755人参加）

甲冑試着会２回   ５/５  こどもの
日
               １１/２６時代まつり

市民文化資産見学会  １０/１６
史跡見学会  １２/３
歴史的建造物見学会  １２/１０

特別公開３回（旧堀田邸・武家屋
敷）
４/２９、１１/２３、２/１１

・甲冑試着会２回
（５/５こどもの日、１１/１７時代ま
つり）
・旧堀田邸観月の夕べ
（９/２９・９/３０）
・市民文化資産見学会
（１１/２４、１２/１３）
・特別公開３回（旧堀田邸・武家屋
敷）４/２９、１１/２３、２/１１

・甲冑試着会２回（５/５こどもの
日、１１/１６時代まつり）
・旧堀田邸観月の夕べ（９/２９・９/
３０）
・歴史学習会１１/２４
・特別公開４回（旧堀田邸・武家屋
敷）
４/２９、９/１５、１１/２３、２/１１

・甲冑試着会２回（５/５こどもの
日、１１/１5時代まつり）
・おはやし学習会（８/６・８/２０）
・旧堀田邸観月の夕べ（１０/４・１
０/５（１０/５荒天中止））
・歴史学習会（バス見学・２/２１）
・特別公開４回（旧堀田邸・武家屋
敷）
（４/２９、９/１５、１１/２３、２/１１）
・井野長割遺跡見学会（伐採体
験・８/３）
・井野長割遺跡シンポジウム（２/
７）
・本佐倉城跡見学会（３/１４）

  歴史体験学習としては、武家屋敷
等の歴史的建造物、遺跡・出土品、
民俗芸能、昔の道具体験の分野で
事業を進めた。
  歴史体験事業の他にも歴史資料
を活用した小学校授業、土器づくり
体験への支援も実施した。
  また、平成２６年度は、武家屋敷等
の夏休み小中学生無料公開、七五
三入館無料（本人・付添）を実施して
子どもが歴史に触れる機会を広げ
た。

  甲冑試着会・おは
やし学習会では子ど
もの参加が多いが、
それ以外の事業では
高齢者の参加が多
い。
  子育て世帯の新聞
購読者が減少してお
り、こうほう佐倉だけ
では行事・催事の周
知が図れない。

  子ども向けの歴史体験事
業を充実させ、ＮＰＯ法人が
実施する事業も支援する。
  併せて歴史資料を活用し
た授業支援・担当職員の派
遣を通じて歴史体験を図
る。

④児童センター、公民館、
図書館等での活動の活発
化
子どもたちに身近な児童セ
ンター、公民館、図書館等を
活用して、気軽に参加できる
様々な活動を開催します。
（子育て支援課、社会教育
課、公民館、図書館）

・家庭教育事業の実施
・各種体験講座の実施
・佐倉っ子塾の実施
・子どもの居場所づくり
・教育活動団体の育成支援等、子
どもたちを見守り育てる事業を実
施した。

・子育て支援事業の実施
・児童健全育成事業の実施
・家庭教育事業の実施
・各種体験講座の実施
・佐倉っ子塾の実施
・子どもの居場所づくり
・教育活動団体の育成支援等、子
どもたちを見守り育てる事業を実
施した。

・子育て支援事業の実施
・児童健全育成事業の実施
・家庭教育事業の実施
・各種体験講座の実施
・佐倉っ子塾の実施
・子どもの居場所づくり
・教育活動団体の育成支援等、子
どもたちを見守り育てる事業を実
施した。

・子育て支援事業の実施
・児童健全育成事業の実施
・家庭教育事業の実施
・各種体験講座の実施
・佐倉っ子塾の実施
・子どもの居場所づくり
・教育活動団体の育成支援等、子
どもたちを見守り育てる事業を実
施した

　児童センターについては、指定
管理者制度を導入したが、引き続
き、子どもたちを見守り育てる以
下の事業を実施した。
　・子育て支援事業の実施
　・児童健全育成事業の実施
　・家庭教育事業の実施
　・各種体験講座の実施
　・佐倉っ子塾の実施
　・子どもの居場所づくり
　・教育活動団体の育成支援

・乳幼児親子に対する子育て支援
事業や小学生向けの体験講座の他
に、高齢者をはじめとする地域の
方々との世代間交流など、様々な活
動を実施することができた。

・児童の下校時間が
遅くなったり、土日の
習い事等により、小
学生の利用者が限定
される。
・学校振替休業日と
なることの多い月曜
日が休館日となって
いる。

・児童センター等の休館日
を検討する。
・家庭教育事業のうち、学
童期子育て学習、思春期子
育て学習については、共に
全校実施を継続して行う。

基本目標６
（２）子どもの居場
所の充実
２児童センター等
の充実

⑤児童交流事業の活発化
子どもたちの国際感覚を養
うため、外国との交流事業
の充実を進めます。
（文化課）

引き続き佐倉日蘭
協会が主催する佐
倉オランダ児童交流
事業を支援していく
ことで、市内児童が
他国の児童と交流
を行うことを推進し
ていく。それにより、
佐倉市内児童が、
異文化への興味や
理解を深めていくこ
とを図る。
⇒達成

・10月7日～10月16日、オランダの
アンネフランク小学校から１２名の
児童が佐倉を訪問。
・日本の家庭にホームステイしな
がら、千代田小学校や和田小学
校で学校体験をし、日本の児童と
の交流を深めた。

平成23年度佐倉・オランダ児童交
流事業として、平成23年11月5日
～14日、市内小学生12名をオラン
ダのアンネフランク小学校へ派遣
した。
学校生活とホームステイを体験し
ながら、さまざまな違いとそれを乗
り越えての交流を深めた。

・平成２４年度佐倉・オランダ児童
交流事業として、平成２４年１０月
１１日～２０日、オランダ・アンネ・
フランク小学校から小学生１２名
を招聘した。

平成２５年度佐倉・オランダ児童
交流事業として、平成２５年１１月
２日～１１日、市内小学生１２名を
オランダ・アンネ・フランクへ派遣
した。

・平成２６年度佐倉・オランダ児童
交流事業として、平成２６年１０月
９日～１８日、オランダ・アンネ・フ
ランク小学校から小学生１２名を
招聘した。

　佐倉オランダ児童交流事業の実
施により、５年間で２４名の児童がオ
ランダを訪問し、３６名のオランダ児
童が佐倉で交流を行った。学校体
験やホームステイにより、他国の児
童や家族と直接交流を行うことによ
り、市内児童の異文化への興味や
理解を深めた。

一過性の体験だけに
とどまることなく、交
流の実績を広めてい
くことが必要である。

引き続き佐倉日蘭協会が
主催する佐倉オランダ児童
交流事業を支援し、市内児
童が他国の児童と交流を行
うことにより、異文化への興
味や理解を深めていく。

⑥子ども会活動の活発化
子ども会活動の活発化によ
り、地域の異なる世代の
人々との交流や結びつきを
強めていきます。
（児童青少年課）

・子ども会中央フェスティバルを佐
倉市民音楽ホールにて実施した。
平成22年度は音楽文化に親し
み、豊な情操教育を育む機会とし
て、地域の音楽活動団体等の出
演によるクリスマスコンサートを開
催し、幕間にジュニアリーダーに
よるレクリエーションを行った。（参
加者２３４名）
・子ども会活動が活発になるよう
に、子ども会をサポートする育成
者向けの講習会（クリスマス講習
会）を実施した。（クリスマス講習
会　参加者３８名）

・子ども会中央交流フェスティバル
を市民体育館にて実施した。平成
23年度は子ども会の交流事業とし
て、各地区子連や協力団体による
ゲームブースを展開した。（参加
者219名）
・子ども会活動が活発になるよう
に、子ども会をサポートする育成
者向けの講習会を実施した。
（ゲーム講習会　参加者17名　ク
リスマス講習会　参加者27名）

・子ども会中央交流フェスティバル
を市民体育館にて実施した。平成
24年度は子ども会の交流事業とし
て、各地区子連や協力団体による
ゲームブースを展開した。（参加
者348名）
・子ども会活動が活発になるよう
に、子ども会をサポートする育成
者向けの講習会を実施した。
（ゲーム講習会　参加者15名　ク
リスマス講習会　参加者24名）

・子ども会中央交流フェスティバル
を市民体育館にて実施予定だっ
たが台風の影響により中止とし
た。
・子ども会活動が活発になるよう
に、子ども会をサポートする育成
者向けの講習会を実施した。
（ゲーム講習会　参加者14名　ク
リスマス講習会　参加者22名）

・子ども会中央交流フェスティバル
を市民体育館にて実施した。子ど
も会の交流事業として、各地区子
ども会連合会や協力団体による
ゲームブースを展開した。（参加
者315名）
・子ども会活動が活発になるよう
に、子ども会をサポートする育成
者向けの講習会を実施した。
（ゲーム講習会　参加者14名　ク
リスマス講習会　参加者24名）

・子ども会中央交流フェスティバルで
は、市内の子ども会が一堂に会し、
ゲームブース等での体験を通じて子
どもたちの地域を越えた交流を図る
ことができた。
・育成者向け講習会の実施によっ
て、日ごろの子ども会活動に役立つ
学習内容を提供することができた。

特になし
引き続き、子ども会の活発
化を目指し、事業を展開す
る。

⑦子どもの社会参加の促
進
子どもたちのまちづくりへの
参加を進めます。
（企画政策課）

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし
子どもたちのまちづくりへの参加を
進める新たな取り組みは、実施でき
なかった。

子ども自身の取り組
みにより、社会参加
を促進する仕組みが
求められている。

・子どもの活動を支援する
団体等への支援を進める。

基本目標６
（１）子どもの主体
性の尊重
２子どもの社会参
加の促進

施
策
ー

２

世
代
間
交
流
の
推

進

①高齢者と子どもとのふれ
あいの機会の創出
保育園等において、高齢者
と子どもとのふれあいの機
会の創出を図ります。
（子育て支援課）

・地域の高齢者、高齢者クラブ、
市民カレッジ等の交流。
・地域ディサービスセンターとの交
流。
・異年齢交流事業。

地域の高齢者、高齢者クラブ、市
民カレッジ等の交流。
地域デイサービスセンターとの交
流　　　　　　　　　異年齢交流事業

・園児に昔の遊び等を教えてくれ
る高齢者ボランティアの受け入れ
を行った。

・地域の高齢者ボランティアの受
け入れを行い、交流を図った。
・近隣の高齢者施設を訪問し、交
流を図った。

・地域の老人クラブとの交流（保
育園行事での交流）を実施した。
・近隣の高齢者施設を訪問し、交
流を図った。

高齢者クラブ、市民カレッジ等の交
流を通じてふれあいの機会を創出し
た。

交流する高齢者が限
られている。

高齢者クラブに限らず、地
域の高齢者との交流を行え
る場にする。

基本目標６
（３）次代の親の
育成
２ふれあい体験
の推進

手
を
つ
な
ぎ
、
み
ん
な
で
育
て
よ
う
佐
倉
っ
子

（
３

）

子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
教
育
環
境
の
整
備

施
策
ー

１

多
様
な
体
験
活
動
と
地
域
活
動
の
充
実
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

施
策
ー

２

世
代
間
交
流
の
推
進

②ふれあい体験等の推進
中学生や高校生を対象とし
た乳幼児とのふれあい体験
の実施等を進めます。
（社会教育課、指導課、子育
て支援課）

市内11中学校で
の保育園・幼稚園
でのふれあい体験
を実施します。
⇒達成

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受入れを
行った。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図った
（佐倉東高校、佐倉中学校、西志
津中学校、臼井南中学校、井野
中学校）
・市内中学校のキャリア教育の一
環として、保育園・幼稚園への体
験活動を実施した。

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行った。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図った
(子育て理解講座)（佐倉東高校、
佐倉中学校、西志津中学校、臼
井南中学校、井野中学校、志津
中学校にて実施）
・市内中学校のキャリア教育の一
環として、保育園・幼稚園への体
験活動を実施した。

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行った
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図る子
育て理解講座を実施し、生徒と乳
幼児が触れ合う機会を設けた。
実施校
中学校：佐倉中学校、
西志津中学校、臼井南中学校、
井野中学校、志津中学校
高校：佐倉東高校
・市内中学校における教育の一環
として、保育園・幼稚園での体験
活動を実施した。

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行い、乳幼児との触れ合い体験
を行った。
・市内中学校のキャリア教育の一
環として、保育園・幼稚園への体
験活動を実施した。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図る子
育て理解講座を実施し、生徒と乳
幼児が触れ合う機会を設けた。
（実施校）
中学校：佐倉中学校、
西志津中学校、臼井南中学校、
井野中学校、志津中学校、根郷
中学校
高校：佐倉東高校

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行い、乳幼児との触れ合い体験
を行った。
・市内中学校のキャリア教育の一
環として、保育園・幼稚園への体
験活動を実施した。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図る「子
育て理解講座」を実施し、生徒と
乳幼児が触れ合う機会を設けた。
（実施校）
中学校：佐倉中学校、
西志津中学校、臼井南中学校、
井野中学校、志津中学校、根郷
中学校
高校：佐倉東高校

・中学生と乳幼児とのふれあい活動
（職場体験や子育て理解講座、ボラ
ンティア活動等）は、自己を振り返
り、将来を考える一助となり、キャリ
ア教育を推進していく大きな原動力
となった。
・継続して子育て理解講座を実施す
ることができた。子育て理解講座実
施校を増やし、より多くの生徒に乳
幼児と触れ合う機会を提供できた。
しかし、市内の全中学校で実施する
ことができなかった。

・体験場所や体験機
会の拡充、時間の確
保が難しい。
・保育園で異年齢で
のふれあいが出来る
ような遊びの提供を
行えるとよい。

・キャリア教育の充実は今
後も不可欠であることから、
体験機会の充実を図ってい
く。
・子育て理解講座につい
て、市内中学校全11校での
実施を目標に、事業拡充を
図っていく。
・保育士がふれあいに役立
つ遊びを習得し、交流する
小中高学生とのふれあい
の充実を図る。

基本目標６
（３）次代の親の
育成
２ふれあい体験
の推進

①就学前教育の充実
集団保育の中での学習や
遊び体験が十分行えるよう
保育園の保育内容の充実を
図ります。幼稚園では、預か
り保育の実施を検討します。
また、幼保一元化を踏まえ
たカリキュラムを研究しま
す。
（子育て支援課、指導課）

幼保一元化の先
進自治体の実施
例についての資料
収集を行います。
⇒未達成

・保育内容研修の実施
　　年齢別保育研修（３回）
　　公開保育（２回）
・佐倉保育園と佐倉幼稚園の交
流保育実施
・園内研修の実施
・幼稚園の教育課程の研究を行っ
ている。

保育内容研修の実施
・年齢別保育研修　3回
・公開保育　2回
佐倉保育園と佐倉幼稚園の交流
2回
園内研修の実施
・幼稚園の教育課程の研究を行っ
た。

保育内容研修の実施
・年齢別保育研修　5回
佐倉保育園と佐倉幼稚園の交流
2回　園内研修の実施
・幼稚園における教育課程の研究
を行った。

保育内容研修の実施
・年齢別保育研修　6回
・園内研修　各園年10回程度

幼稚園の教育課程の研究を行っ
た。

（保育園）
保育内容研修の実施
　・年齢別保育研修　6回
　・園内研修　各園年10回程度
新制度に向けての幼稚園回り。
市内の保育園を訪問（10園）
（幼稚園）
・幼稚園の教育課程の研究を行っ
た。

・就学前教育の充実のため、保育園
では、園内研修等を実施し、保育内
容の充実を図った。

・幼稚園の教育課程の研究を行った
ものの、幼保一元化にかかる資料
収集等は実施しなかった。

・子ども・子育て新制
度に伴い、幼稚園の
教育課程の内容の導
入を検討する必要が
ある。

・新制度の導入による保育
の形態についての共通理
解と教育課程の導入
・幼保一元化を踏まえたカ
リキュラムの研修を今後も
進めていく。

基本目標１
（１）幼児期の学
校教育・保育
サービスの提供
１幼児期の学校
教育の提供と充
実

②保育園・幼稚園と小学校
の連携
保育園・幼稚園と小学校と
の交流を図り、連携を強化し
ます。
（子育て支援課、指導課）

保育園・幼稚園と
小学校との交流を
図ります。
⇒達成

・保育所児童保育要録実施（小学
校へ配布）
・佐倉保育園と佐倉幼稚園の交
流
・保育園・幼稚園が近隣の小学校
に参観にいったり、小学校生が保
育園・幼稚園に職場体験にいった
りと交流活動を行っている。

・保育所児童保育要録実施（小学
校へ配布）
佐倉保育園・佐倉幼稚園との交
流　　　　　　　・保育園・幼稚園が
近隣の小学校へ参観に行ったり、
小学生が職場体験に行ったりして
交流活動を行っている。

・保育所児童保育要録を作成し小
学校へ提出。
・佐倉保育園と佐倉幼稚園との交
流
・近隣小学校との交流
・保育園・幼稚園児が近隣の小学
校に見学に行ったり、小学生が保
育園・幼稚園に職場体験に行った
りと、相互に交流活動を行ってい
る。

・保育所児童保育要録を作成し、
小学校へ提出。
・保育園・幼稚園児が近隣の小学
校に参観に行ったり、小学生が保
育園・幼稚園に職場体験に行った
りと交流活動を行っている。

・保育所児童保育要録を作成し、
小学校へ提出。
・保育園・幼稚園児が近隣の小学
校に参観に行ったり、小学生が保
育園・幼稚園に職場体験に行った
りと交流活動を実施した。

・毎年、交流事業を実施し、保幼小
のスムーズな接続を図ることができ
た。
・交流を通じて、子どもたちに思いや
りの気持ちが育まれた。

・保幼小での合同研
修を行う機会の確保
が難しい。

・今後も学びの連続性を考
慮したスムーズな接続につ
いて双方の連携意識を高
めていく。

基本目標１
（２）幼児期の学
校教育・保育の
一体的提供と推
進
３幼稚園・保育
園・認定こども園
等と小学校との
連携

③障害児教育の充実
障害のある子どものための
教育機会をさらに充実させ
ます。
（指導課、教育センター）

特別支援教育支
援員４０名に増員
し学校に配置をめ
ざします。
⇒未達成（３８名）

・３１名の特別支援教育支援員の
確保ができた。

・36名の特別支援教育支援員の
確保ができた。

・３６名の特別支援教育支援員の
配置ができた。

・特別支援教育支援員を38名配
置した。

・特別支援教育支援員を３８名配
置した。

特別支援教育支援員の配置は増員
したが、目標事業量である４０名に
は達しなかった。

・不登校児童生徒の
ための適応指導教室
の部屋不足を解消す
る必要がある。

障害のある子どものための
教育機会の充実を図るた
め、引き続き、特別支援教
育支援員を配置する。

基本目標５
（３）障害児への
支援の充実
２障害のある子ど
もの教育・保育の
充実

④外部人材の活用
地域に開かれた学校を目指
し、各分野の経験やノウハ
ウを持った方を講師として招
くなど外部人材の活用を図
ります。
（指導課）

社会人活用事業を
実施します。
⇒達成

・市内小中学校で、のべ６７４名社
会人の活用を図った事業を行っ
た。

・市内小・中学校で、延べ674名の
社会人の活用を図った。

・市内小・中学校において、多様
な分野の外部人材である社会人
の活用を図り、社会人活用事業を
実施した。

・市内小・中学校において、多様
な分野の外部人材を延べ７１７名
の活用を図った。

・市内小・中学校において、多様
な分野の外部人材である社会人
の活用を図り、社会人活用事業を
実施した。
・延べ７２０名の活用を図った。

・各学校からの要望にあわせて、社
会人活用事業を推進した。
・外部人材の活用機会が増えてき
た。

・予算不足を解消す
る必要がある。

・今後も外部人材の活用を
積極的に図っていく。

手
を
つ
な
ぎ
、
み
ん
な
で
育
て
よ
う
佐
倉
っ
子

（
３

）

子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
教
育
環
境
の
整
備

施
策
ー

３

ゆ
と
り
あ
る
教
育
の
推
進

11/20



【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

⑤相談・指導体制の充実
施設と地域が子どもの成長
を見守っていけるよう、保育
園、幼稚園、学校、家庭、地
域の連携を強化するととも
に、不登校やいじめ等のさ
まざまな問題に対応するた
め、相談・指導体制の充実、
情報提供等を図ります。
（子育て支援課、児童青少
年課、教育センター）

ヤングプラザ、適
応指導教室、教育
センターにおいて
電話での相談を受
け付けます。
⇒達成

・平成22年度相談件数
　公立保育園　相談数延 249件
  子育て支援ｾﾝﾀｰ 相談数延
3242件
・教育委員会適応指導教室と「畑
の学校」を主催する佐倉市青少年
育成市民会議と連携し、不登校児
童生徒に農業体験の機会を提供
した。（年１回実施7/6 参加者２
名）
・ヤングプラザと連携し、困難をか
かる15歳以上の青少年とその家
族を対象に「若年自立支援相談
事業」を実施した。（月１回実施
相談者　若者10名　親等6名）
・学校教育相談員がヤングプラ
ザ、適応指導教室、教育センター
で学校教育相談を行った。

・平成23年度相談件数
　公立保育園　相談数延351件
　子育て支援ｾﾝﾀｰ相談数延4055
件
・学校教育相談員がヤングプラ
ザ、適応指導教室、教育センター
で学校教育相談を行った。

・平成24年度相談件数
　公立保育園　相談数延207件
　子育て支援ｾﾝﾀｰ相談数延4905
件
・ヤングプラザと連携し、困難を抱
える15歳以上の青少年とその家
族を対象に「若者自立支援相談
事業」を実施した。（年3回実施
相談者　若者1名　親等4名）
・ちば北総地域若者サポートス
テーションと連携し、若者自立支
援相談の機会を提供した。（年11
回実施　相談者　若者15名　親等
16名）
・教育現場における豊かな経験を
持つ学校教育相談員がヤングプ
ラザ、適応指導教室、教育セン
ターで学校教育相談を行った。

・平成25年度相談件数
　公立保育園　273件
　子育て支援センター　4970件

・ヤングプラザと連携し、困難を抱
える15歳以上の青少年とその家
族を対象に「若者自立支援相談
事業」を実施した。（年8回実施
相談者　若者10名　親等6名）
・ちば北総地域若者サポートス
テーションと連携し、若者自立支
援相談の機会を提供した。［年11
回実施、相談者計31名（若者22
名・保護者9名）］
・教育分野における豊かな経験を
持つ学校教育相談員が10名がヤ
ングプラザ、適応指導教室、教育
センターで学校教育相談を行った

・平成25年度相談件数
　公立保育園　181件
　子育て支援センター　3517件
　子育てコンシェルジュへの相談
　（10月～）　　　　　　　　28件
　
若者自立支援相談
　［年12回実施、相談者計48名
　　（若者40名・保護者8名）］

学校教育相談員(10名）による教
育相談・発達相談
（ヤングプラザ、適応指導教室、
教育センター）

・ゆとりある教育の推進に資するた
め、
ヤングプラザ、適応指導教室、教育
センターにおいて、学校教育相談員
による相談件数は増加し、ニーズへ
の対応を行うことができた。

・市内保育園での育児相談業務、子
育て支援センターでの保健・栄養相
談の他、平成26年10月から子育て
コンシェルジュを設置し子どもに関
する相談体制の充実を図った。

・ちば北総地域若者サポートステー
ションと連携し、若者自立支援相談
の機会を提供することができた。

・不登校児童生徒の
ための適応指導教室
の部屋が不足してい
る。

・育児相談において、
保護者が安心して相
談できる環境づくりが
必要である。

・特別支援教育支援員の配
置や、適応指導教室の運
用の工夫を進める。

・子育て支援センターや保
育園での育児相談業務を
充実する。

・子育てコンシェルジュの普
及と拡充を図る。

・今後も若者自立支援相談
の機会を提供する。

⑥施設・設備の整備
安全でゆとりある教育が実
施できるように、ユニバーサ
ルデザインに配慮し、保育
園、幼稚園、学校等の施設
の整備・充実を図ります。
（子育て支援課、教育総務
課）

・佐倉保育園、馬渡保育園の建替
え事業において、設計について配
慮した。
・ステージへのスロープ設置
・多目的トイレの設置
・手すりの設置

臼井小学校校舎耐震補強及び増
築事業に伴うスロープ設置工事
及びトイレ改修工事

・馬渡保育園の改築事業に伴うス
ロープ、点字ブロックなどの設置
・耐震補強工事に併せて、体育館
等のトイレを和式から洋式へ交換
した。
・車いすを利用する児童へのス
ロープの設置、および、身体の不
自由な児童に対応すべく手すりを
設置した。

・上志津小学校で、車いすを利用
する児童に対応するため、スロー
プ及び手すりの設置並びにトイレ
の改修を行った。

・西志津小学校体育館改築事業
に伴い、バリアフリーに配慮した
施設整備を行う。（平成25年度着
工、平成26年度完成予定）
 ・ステージへのスロープ設置
 ・多目的トイレの設置
 ・手すりの設置

・大崎台学童保育所において、障
害児受け入れのために、学童保
育所敷地及び建物内に手すりの
設置及びトイレ改修を実施した。
・西志津小学校体育館改築事業
に伴い、バリアフリーに配慮した
施設整備を行った。（平成26年度
完成）
 ・ステージへのスロープ設置
 ・多目的トイレの設置
 ・手すりの設置
・根郷小学校校舎改築事業に伴
い、バリアフリーに配慮した施設
整備を行った。（平成26年度完成）
 ・スロープの設置

(保育園等）
保育園の改築、学童保育所の設備
改修の際は、児童が安全に利用で
きるように配慮した。

（小学校・中学校）
耐震補強事業又は校舎改築事業に
併せ、バリアフリーに配慮した安全
かつ利用しやすい施設整備を行っ
た。

・既存施設の改修等
による整備の際は、
大規模な改修を行う
ことも難しい。

・小中学校でトイレの
洋式化が図られてい
ない施設がある。

引き続き、整備にあたって
は、バリアフリーに配慮し、
児童が安全に利用できる施
設整備を進める。

基本目標６
（２）子どもの居場
所の充実
１子どもが安心し
て遊べる環境づく
り

①中学生等と子どもとのふ
れあいの機会の創出
中学生や高校生を対象とし
た乳幼児とのふれあい体験
の実施等を進めます。
（子育て支援課、社会教育
課、指導課）

福祉教育等で小
学生・中学生と幼
児との交流を図り
ます。
⇒達成

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受入れを
行った。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図った
（佐倉東高校、佐倉中学校、西志
津中学校、臼井南中学校、井野
中学校）
・キャリア教育、福祉教育等で小
学生・中学生と幼児との交流活動
を行った。

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行った。
中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図った
（佐倉東高校、佐倉中学校、西志
津中学校、臼井南中学校、井野
中学校、志津中学校）
・キャリア教育、福祉教育等で小
学生・中学生と幼児との交流活動
を行った。

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行った。
・市内中学校５校、高校１校にお
いて、家庭科、総合学習の時間を
中心に、子育て理解講座を実施
し、子育てに関する教育の推進を
図った。実施校
中学校：佐倉中学校、西志津中学
校、臼井南中学校、井野中学校、
志津中学校
高校：佐倉東高校
・キャリア教育等において幼児と
小・中学生の交流活動を実施し
た。

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行い、乳幼児との触れ合い体験
を行った。
・キャリア教育、福祉教育等で小
学生・中学生と幼児との交流活動
を実施した。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図る子
育て理解講座を実施し、生徒と乳
幼児が触れ合う機会を設けた。
（実施校）
中学校：佐倉中学校、西志津中学
校、臼井南中学校、井野中学校、
志津中学校、根郷中学校
高校：佐倉東高校

・保育園において、中高生の職場
体験やボランティア等の受け入れ
を行い、乳幼児との触れ合い体験
を行った。
・キャリア教育、福祉教育等で小
学生・中学生と幼児との交流活動
を実施した。
・中学校、高校において、家庭科、
総合学習の時間を中心に、子育
てに関する教育の推進を図る「子
育て理解講座」を実施し、生徒と
乳幼児が触れ合う機会を設けた。
【実施校】
佐倉東校、佐倉中、志津中、井野
中、西志津中、臼井南中、根郷
中、臼井西中、佐倉東中、南部中

・子育て理解講座を実施する中学校
が拡大し、より多くの生徒に乳幼児
と触れ合う機会を提供できた。

・各学校、保育園、児童センターに
おける職場体験やボランティア活動
の機会が拡大した。

・各中学校、高校にお
ける時間の確保が難
しい。
・子育て理解講座を、
市内の全中学校で実
施することができな
かった。

・市内全中学校（11校）で子
育て理解講座を展開できる
よう支援する。

・各学校での職場体験、ボ
ランティア活動等を推進す
る。

基本目標６
（３）次代の親の
育成
２ふれあい体験
の推進

②子育てに関する教育の推
進
各学校が必要に応じて、保
健所、健康増進課等の協力
を得て、子育てに関する教
育の推進を図ります。
（指導課）

子育てに関する学
習活動についての
研究をします。
⇒達成

・保健所、健康増進課と連携し、
啓発資料を基に健康に関する教
育を行った。

・保健所や健康増進課等の各関
係機関と連携し、啓発資料等によ
る情報提供と健康に関する教育
を行った。

・保健所、健康増進課等の関係機
関と連携し、啓発資料をもとに子
育てに関する教育を行った。

教育委員会社会教育課主催の
「子育て理解講座」や、「家庭教育
学級」を通して子育てに関する教
育を推進した。

社会教育課が主催する「子育て理
解講座」や、家庭教育学級を通して
子育てに関する学習活動を実施し
た。

各学校において、子
育てに関する教育を
展開する時間の確保
が厳しい。

　引き続き。子育て理解講
座や、家庭教育学級を通し
て子育てに関する教育を推
進していく。

基本目標６
（３）次代の親の
育成
１次代の親づくり

施
策
ー

５

家
庭
教
育
力
の
向
上

①家庭の教育力の向上
子どもの発達段階に応じ、
家庭教育の意義と役割を保
護者自身が学習する機会を
設けるとともに、家庭教育手
帳のデータを提供します。ま
た、民間の人材や社会資源
を活用した家庭教育事業を
進めます。
（社会教育課）

・家庭教育学級　→　36学級開設
・家庭教育手帳については、冊子
提供が無くなったため、小中学校
にデータ提供を行った。
・家庭教育講演会の実施

・家庭教育学級　→　36学級開設
・家庭教育手帳については、冊子
提供が無くなったため、小中学校
にデータ提供を行った。
・家庭教育講演会の実施

・家庭教育学級　→　36学級開設
・家庭教育講演会の実施

・家庭教育学級　→　36学級開設
・家庭教育講演会の実施 家庭教育事業の実施

家庭教育事業を通じて、家庭教育に
関する学習機会を提供することがで
きた。

家庭教育事業のう
ち、子育て理解講座
を、市内の全中学校
で実施することができ
なかった。

家庭教育事業のうち、学童
期子育て学習、思春期子育
て学習については、共に全
校実施を継続して行ってい
く。
子育て理解講座について
は、市内中学校全11校での
実施を目標に、事業拡充を
図っていく。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

①道路の安全性と快適性
の向上
都市計画道路、既存幹線道
路、通学路の歩道整備を進
めるとともに、交通安全施設
の設置を進め、利便性・安
全性等、道路交通環境の向
上を図ります。
（道路建設課、土木河川課、
道路維持課）

・信号機、横断歩道、各種交通規
制の要望を、佐倉警察署を通じて
千葉県公安委員会へ提出した。
（６７件）
・道路改良　L=1,625ｍ
　（うち歩道整備　L=1,433ｍ）
・その他　L=330ｍ
・カーブミラー　２７基(1,206基)
・街路灯　　　　　７基(3,140基)
・ガードレール ５８基(45,959m)

・信号機、横断歩道、各種交通規
制の要望を佐倉警察署を通じて
千葉県交安委員会へ提出した。
（７３件）

施設設置
カーブミラー　21基
街路灯　　　　　2基
ガードレール　115m
路面標示　5,892m

【歩道整備】
市道Ⅰ-42号線　L=　240ｍ
市道Ⅰ-49号線　L=1,240ｍ

要望等の対応状況
・信号機、横断歩道、各種交通規
制の要望を佐倉警察署を通じて
千葉県交安委員会へ提出した。
（84件）
・要望のあった箇所へ電柱幕設置
（17件）

施設設置
カーブミラー　23基
街路灯　　　　43基
ガードレール　　22m
路面標示　　6,733m

要望等の対応状況
・信号機、横断歩道、各種交通規
制の要望を佐倉警察署を通じて
千葉県交安委員会へ提出した。
（82件）
・要望のあった箇所へ電柱幕設置
（21件）

施設設置
カーブミラー　12基
街路灯　　　　70基
路面標示　　 1,470m

要望等の対応状況
・信号機、横断歩道、各種交通規
制の要望を佐倉警察署を通じて
千葉県公安委員会へ提出した。
（60件）
・要望のあった箇所へ電柱幕設置
（35件）

施設設置
カーブミラー 　　　15基
街路灯　　　　　 　36基
ガードレール　 　 11ｍ
路面標示　　　 　492ｍ

【歩道整備】
勝田台長熊線（志津霊園区間）
　　　　　　　　　　Ｌ＝160ｍ
市道Ⅰ-42号線　Ｌ＝210ｍ
市道Ⅰ-17号線　Ｌ＝　54ｍ

・信号機、横断歩道、各種交通規制
等の要望は年度によって多寡はあ
るものの、電柱幕の設置ヶ所は増加
傾向にある。

・限られた予算の中で歩道整備を進
めたが、十分な整備ができたとは言
えず、優先順位や整備の方針につ
いて検討の余地がある。
・公安委員会への要望書
366件
・電柱幕設置
141件

施設設置
カーブミラー 　  　　98基
街路灯　　　　　 　158基
ガードレール　 　 206ｍ
路面標示　　 　14,587ｍ

・交通安全施設等に
ついて、老朽化し更
新すべき施設が数多
くなってきている。
・市の厳しい財政状
況、交付金の配分額
の減少が今後も続く
ことが予想されるた
め、必要に応じて歩
道整備計画について
の見直しを検討しな
ければならない。

・信号機、横断歩道、各種
交通規制等の地域の要望
について、引き続き千葉県
公安委員会に要望してい
く。また、電柱幕の設置に
関する地域の要望について
も引き続き対応を進める。
・交通安全施設等につい
て、今後も継続的に整備を
進める。
・歩道整備について、優先
順位や整備の方針を検討し
た上で、取り組んで行かな
ければならない。

②利用しやすい公共施設等
の整備
公共施設、公共交通機関に
おけるエレベーター、授乳
室、ベビーコーナー等の設
置により、子育て世帯が安
心して社会参加できるまち
づくりを進めます。その他、
施設整備にあっては、ユニ
バーサルデザインに配慮
し、子どもに目が行き届く配
置等の工夫をします。
（企画政策課、社会福祉課、
資産管理経営室）

・京成臼井駅に改札から上下線
ホームまでの、エレベーター設置
に係る費用の一部補助を行った。

■志津中学校体育館（平成22年6
月竣工）
・１階男女便所にベビーチェアを
設置（各1個所）
・１階多目的便所にベビーシート
を設置

■臼井小学校体育館改築工事
（平成23年7月に竣工）
・１階男女便所にベビーチェアを
設置（各１か所）
・１階多目的便所に多目的ベット
を設置
■馬渡保育園新築工事（平成24
年4月竣工）
・１階多目的便所にベビーシート・
ベビーチェアを設置

・昨年度は特段の新設をしていな
いが、これまで整備を進めた結
果、市内の京成・ＪＲ各駅につい
ては、バリアフリー化が完成して
いる。
・岩名運動公園拡張整備事業トイ
レ・更衣室等新築工事（平成25年
3月に竣工）
・市役所庁舎の1階男女便所にベ
ビーチェアを設置（各1か所）
・市役所庁舎の多目的便所にベ
ビーシートを設置

昨年度は特段の新設をしていな
いが、これまで整備を進めた結
果、市内の京成・ＪＲ各駅につい
ては、バリアフリー化が完成して
いる。

・西志津小学校体育館改築工事
（平成26年8月竣工）
・男女便所各1箇所にベビーチェ
アを設置
・多目的便所にベビーシートを設
置

・市役所、小学校、保育園、公園等
の新増築・改築・改修工事に併せて
トイレにベビーシート、ベビーチェ
アーの設置をすることができた。
・これまで整備を進めた結果、市内
の京成・JR各駅については、バリア
フリー化が完成している。

既存建物改修時に整
備を計画する場合、
スペースが限られて
いる等、整備出来な
い場合がある。

今後とも施設改修工事等に
あわせて、子育て世代が利
用しやすい施設となるよう
に進める必要がある。

①公園・広場・緑地の整備
等
子どもたちが、近所で気軽
に外遊び等ができるように、
身近な公園、広場、緑地の
整備・再整備を進めます。ま
た、佐倉草ぶえの丘につい
ても、子どもの健全育成を
図るためさらなる充実に努
めます。
（公園緑地課、農政課）

健康遊具について
は、年に１～２公
園の整備
⇒達成

・大崎台公園にストレッチ・背伸ば
しベンチ等３機を設置した。

【佐倉草ぶえの丘園内整備】
１）休憩施設整備工事
２）園内整備工事
【健全育成を図るための実績報
告】
・五月祭、秋まつり、ローズフェス
ティバル
・各種収穫体験（じゃがいも、落花
生、さつまいも）

子どもたちが安全で、安心して公
園を利用できるよう、定期的な除
草、清掃を行うとともに、遊具の点
検・補修、水飲み場の補修などを
行い、適切な維持管理に努めた。
また、放射能が国の基準値（0.223
ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時）を上回る公園に
ついては除染工事を実施した。ま
た、街区公園については、自分た
ちの公園は自分たちで管理すると
いう意識を醸成し、地元で除草や
清掃をしていただける、清掃協力
団体への登録を呼びかけている。

・健康遊具設置
　上座総合公園　２基
　直弥公園　1基

健康遊具設置
岩名運動公園　３基

健康遊具設置
七井戸公園　３基

・佐倉草ぶえの丘バラ園が、称賛
すべきバラ園として、アメリカのハ
ンチントン財団から、平成26年2月
にアジアで初めて「殿堂入りバラ
園」の称号を贈られた。
・佐倉草ぶえの丘の健全育成事
業の実施
（五月祭、ローズフェスティバル、
アグリフェスティバル、各種収穫体
験）

健康遊具設置
５公園　１２基

草ぶえの丘では、子どもから大人ま
で、自然観察や農業体験、レクリ
エーションなどの諸活動を楽しめる
施設として、年間約10万人以上の入
園者が訪れている。

・健康遊具の設置
は、計画より整備が
遅れている。
・印旛沼周辺地域内
の観光拠点である佐
倉草ぶえの丘、佐倉
ふるさと広場、サン
セットヒルズをつなぐ
ための道路整備の推
進が必要である。
・佐倉草ぶえの丘
は、開園から30年以
上が経過し、施設の
老朽化や機能劣化に
伴う施設整備の方向
性。

・今後も、計画的に健康遊
具の設置を進める。

・佐倉草ぶえの丘入園者の
一層の満足度向上が図れ
るよう施設を充実し、交流
人口等の増加を促進する。

基本目標６
（２）子どもの居場
所の充実
１子どもが安心し
て遊べる環境づく
り

②公園・緑地の維持管理体
制の充実
安全で快適に利用できるよ
う公園・緑地の維持管理体
制の充実を図ります。街区
公園は、より多くの住民参加
による維持管理体制の啓発
とその定着を図ります。
（公園緑地課）

・街区公園
　２５４公園
・清掃協力
　４５団体
　１００公園
⇒達成

・市内を５地区に区分し、管理業
務委託等により、公園の適正管理
に努めた。
・８４公園(３８団体)は、市民の協
力により、清掃や草刈等が実施さ
れた。

安全で快適に利用できるよう公
園・緑地の維持管理体制の充実
を図ります。街区公園は、より多く
の住民参加による維持管理体制
の啓発とその定着を図る。

・公園管理箇所数　２８５箇所
・清掃協力団体　４０団体
・公園　７８箇所
・緑地　９箇所

・公園管理箇所数　２８５箇所
・清掃協力団体　　　４１団体
　公園７９箇所　緑地９箇所

・公園管理箇所数　２８５箇所
・清掃協力団体　　　４３団体
　公園８７箇所　緑地７箇所

・公園・緑地を安全で快適に利用す
るための維持管理体制の充実を
図った。目標事業量は概ね達成す
ることができた。

・清掃協力の参加団体数は、出入り
があるもののほぼ横ばいであった。

清掃協力団体構成員
の高齢化などにより、
参加を取りやめる団
体が出てきている。

広報誌などに清掃協力制
度をＰＲし、参加団体の増
加を目指す。

③学校施設を使った遊び場
の拡充
体育館や校庭等、学校施設
の開放を進めるとともに、余
裕教室の活用を図ります。
（指導課、社会教育課）

各小・中学校にお
ける学校開放の実
施
⇒達成

・指導課関係としては、モデル
ケースとして白銀小学校の学校運
営委員会、学校開放部会で話し
合い学校の開放を行っている。
・ミーティングルーム・地域学習室
等の開放を行った。

・各小・中学校で体育館や校庭を
学校教育に支障のない範囲で開
放している。
・白銀小学校の学校運営委員会
の学校開放部会で話し合い学校
の開放を行っている。
・ミーティングルーム・地域学習室
等の開放を行った。

・各小・中学校において学校教育
に支障とならない範囲で学校施設
を開放している。
・ミーティングルーム・地域学習室
等の開放を行った。

・各小・中学校では、学校教育に
支障のない範囲で、地域住民や
各種団体に学校施設を開放した。
・ミーティングルーム、地域学習室
等の開放を行った。

・各小・中学校では、学校教育に
支障のない範囲で、地域住民や
各種団体に学校施設を開放した。
・ミーティングルーム、地域学習室
等の開放を行った。

・すべての小学校で学校開放を実
施することができた。
・ミーティングルーム、地域学習室等
の開放を行った。

特になし
新志津公民館の開館に伴
い、地域学習室は平成２７
年度をもって閉鎖の予定で
ある。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

④遊びの指導者の発掘・育
成
子どもたちが、安全に外遊
びができるように支援する
遊びの指導者等の発掘・育
成を進めます。
（子育て支援課）

・遊びのボランティアの育成につ
いて、検討を進めた。

・遊びの指導者の育成について検
討するとともに、関係団体との意
見交換会や研修に参加した。

・遊びの指導者の育成について検
討するとともに、関係団体との意
見交換会や研修に参加した。

・遊びの指導者の育成について検
討するとともに、関係団体との意
見交換会や研修に参加した。

・遊びの指導者の育成について検
討するとともに、指定管理者に対
し、研修会の情報提供及び参加
呼びかけを行った。

研修会参加者数（延べ）
　平成22年度　31名
　平成23年度　26名
　平成24年度　18名
　平成25年度　40名
　平成26年度　29名

研修会場が遠方とな
ると参加者が少なく
なってしまう。

様々な研修について、情報
提供を行い、育成に努め
る。

⑤自然環境の保全
本市の豊かな自然環境を体
験して、子どもたちが成長し
ていけるように、必要な自然
環境の維持保全を図りま
す。
（環境政策課）

現在管理している
市内保全管理地５
か所以上
⇒達成

・自然保全管理地内を、市民協働
で管理を行った。また、市内小学
生を対象に、自然体験学習を開
催した。

自然保全管理地内を、市民協働
で管理を行った。また、市内小学
生を対象に、自然体験学習を開
催した。

・市民協働により保全管理地の管
理を行った。また、市内小学生を
対象とした自然体験学習会を開
催した。

・市民協働により保全管理地の維
持管理を行った。(６箇所）
・市内小学生を対象とした自然観
察会を開催した。（３回）

・市民協働により保全管理地の維
持管理を行った。（６箇所）
・市内小学生を対象とした自然観
察会を開催した。（４回）

・市民協働による保全管理地の維
持管理を行った。（６箇所）
・保全管理地に豊かな自然環境が
形成した。
・子どもたちの自然環境に対する理
解を深めることができた。

・自然観察会の参加
者を確保する必要が
ある。

・引き続き、市民協働による
保全管理活動を行い、自然
環境の更なる充実を図る。
・自然観察会を実施し、自
然環境保全の周知・啓発を
図る。

⑥子育て総合情報冊子の
作成
各種の子育て支援サービ
ス、保健・医療、子どもの遊
び場等の情報が利用者に
十分周知されるよう、子育て
総合情報冊子を作成しま
す。
また、ホームページにも情
報を掲載します。
（子育て支援課）

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」を、更に活用しやすい子
育て総合情報冊子として内容の
充実を図った。また、市ＨＰでも情
報を掲載した。

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」の内容の充実を図った。
また、市のホームページでも情報
を掲載した。

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」の内容の充実を図った。
また、市のホームページでも情報
を掲載した。

・子育て情報誌「さくらっ子・子育
てナビ」の内容を見直し、充実を
図った。約1500部配布。ホーム
ページについても、随時見直しを
図り、ホームページ内に子育てサ
イトを開設し、情報が見やすくし
た。

「子育て支援ガイドブック」を広告
事業を活用し、10,000部作成し、
保育園・幼稚園・児童センター等
で配布した。

・子育てサイド「子育てナビ」による
情報提供の他、官民協働による「子
育て支援ガイドブック」を作成し、保
育園幼稚園や転入者、妊娠届出者
等へ配布し、情報提供の拡充を図っ
た。
・こうほう佐倉「子育て支援特集号」
を作成し、転入者への情報提供を
行った。

・子育て中の親子
が、真に知りたい情
報を市が把握する必
要がある。

子育て総合情報冊子は引
き続き作成する。作成にあ
たり市民の意見を反映し、
内容の意充実を図る。

施
策
ー
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備

①市営住宅の整備
子どもの成長過程にふさわ
しい市営住宅と遊び場等の
住環境の整備を推進しま
す。
（建築住宅課）

特になし 特になし 特になし 特になし 特になし

市営住宅の入居者が一定の居住性
や安全性等が確保できるように、
『佐倉市営住宅長寿命化計画』基づ
き計画的に修繕等を進めている。

市営住宅入居者の高
齢化が進んでおり、
子育て世帯等の入居
を進める必要があ
る。

現状の年齢構成を考慮し、
子どもから高齢者まですべ
ての入居者が安全で快適
な住まいを長期間にわたっ
て確保できるように『佐倉市
営住宅長寿命化計画』を進
めていく。

①家庭、地域、職場等での
男女平等参画意識の醸成
家庭、地域、職場等におい
て、男女平等参画意識の浸
透が図れるよう努めます。
講座、講演会等の開催や
リーフレットの作成、また、
男女平等参画推進センター
において、情報や学習機会
の提供に努めます。
（自治人権推進課、子育て
支援課）

・平成２２年６月にワーク・ライフ・
バランスに関する講演会「講談で
語る　ワーク・ライフ・バランス」を
実施。
・平成２３年２月に子育て中の父
親が参加する「育メン講座」を実
施。
・月ごとに内容を更新する館内の
テーマ掲示において、９月には
「ワーク・ライフ・バランスと少子
化」、３月には「イクメンと男女平
等参画」について取り上げた。

・6月、「ミウズ☆フェスティバル」に
おいて、推進センターの登録団体
との協働で、男女平等参画に関す
るテーマ展示や折紙講習会、絵
本の読み聞かせを実施。5日間開
催し、来場者879人（延べ人数）。
・11月、「さくらフェスタ」において、
男女平等参画に関する講演会、
セミナー、映画上映会、太巻きず
しづくり講習会、テーマ展示を実
施。参加者322人。
・子育て中の父親が参加する「育
メン講座」や熟年男性が参加する
「土曜塾」などのセミナーを年に5
回を実施。
・月ごとに内容を更新する館内の
テーマ掲示において、広く男女平
等参画推進について取り上げた。

・6月、「ミウズ☆フェスティバル」に
おいて、推進センターの登録団体
との協働で、男女平等参画に関す
るテーマ展示や折紙講習会、絵
本の読み聞かせ、防災グッズ作
成兼展示を実施。5日間開催し、
来場者837人（延べ人数）。
・6月、男女平等参画講演会の実
施。落語で江戸の女性たちの生き
方を学んだ。参加者107人。
・11月、「さくらフェスタ」において、
男女平等参画に関する講演会、
ファッションショー、テーマ展示を
実施。参加者401人。
・再就職活動中の女性が参加す
る「再就職応援講座」や熟年男性
が参加する「土曜塾」などの学習
会を年に7回を実施。
・月ごとに内容を更新する館内の
テーマ掲示において、広く男女平
等参画推進について取り上げた。

・6月のミウズ☆フェスティバルに
おいて、推進センターの登録団体
との協働で、男女平等参画に関す
るテーマ展示や折り紙講習会、絵
手紙体験会、防災グッズ作成・展
示を実施。7日間開催し、来場者
908人（延べ人数）。
・6月、ミウズ10周年記念講演会を
実施。テーマは、男女の地域活動
への参加。参加者97名。
・11月、「さくらフェスタ」において、
男女平等参画に関する講演会、
ファッションショー、テーマ展示を
実施。参加者246人。
・定年後の男性の地域活動参加
を促す「熟年時代の土曜塾」を実
施。
・再就職活動中の女性が参加す
る「再就職応援講座」を実施。

・6月のミウズ☆フェスティバルに
おいて、推進センターの登録団体
との協働で、男女平等参画に関す
るテーマ展示や折り紙講習会、絵
手紙体験会、防災グッズ作成・展
示を実施。7日間開催し、来場者
791人（延べ人数）。
・6月、セミナー「女性と福祉」を実
施。参加者19人。
・6月、ミウズ男女平等参画講演会
を実施。48歳で女子競輪選手と
なった講師が「夢を叶えるのはい
つからでも！」をテーマに講演。参
加者69人。
・11月、「さくらフェスタ」において、
ワーク・ライフ・バランスに関する
講演会、テーマ展示等を実施。参
加者157人。
・定年後の男性の地域活動参加
を促す「熟年時代の土曜塾」を実
施。
・再就職活動中の女性が参加す
る「再就職応援講座」を実施。

・講演会やセミナー等を実施するこ
とで、男女平等参画意識を醸成し
た。

・推進センターで掲示や情報誌の発
行（年２回）を行い、情報提供に努め
た。

イベント参加者の世
代に偏りがある（60代
以上が多い）ため、幅
広い世代の方が参加
できるイベントを企画
する必要がある。

　時勢や市民ニーズを考慮
しながら、講演会やセミナー
の開催、情報提供等の啓
発を行う。

②マタニティクラスにおける
父親の意識啓発
マタニティクラスにおいて、
父親の育児への積極的な
参加など、夫婦共同による、
子育ての意識普及に努めま
す。
（健康増進課「健康さくら
21」）

・育児に参加する
父親の増加（87％
以上）
・夫の育児協力に
満足している人の
増加
⇒達成

・マタニティクラスにおける夫の参
加133人（ママ参加に対して86.9%）

・マタニティクラスに参加する父親
に、妊産婦の体の変化や、育児
協力の大切さを伝えることにより、
夫婦共同の必要性の認識を促
す。

・パパママクラスに参加する父親
に、妊産婦の体の変化や、育児
協力の大切さを伝えるとともに、
沐浴実習や妊婦体験を促し、夫
婦共同の必要性の認識を促した。
・パパママクラスの参加率90％、
及び、夫の育児協力に満足してい
る人90％（市民意識調査）を目指
し事業を展開した。

・妊婦体験を通じ、夫に妻の身体
の変化や日常生活における負担
等を理解してもらった。
・実際のbabyに近い人形を使って
の沐浴実習を通じ沐浴の大変さを
理解してもらい、育児参加意欲を
高めるための働きかけを行った。

・パパママクラス参加者数161組
（うち夫の参加153人）

・平成２４年２月実施の市民健康意
識調査によると、育児参加している
父親は８３％、参加に満足している
母親は８割近くに達しており、夫婦
協働で育児を行う意識が醸成され
つつある。

意欲があっても積極
的な育児参加が難し
い夫もいることから、
精神的な支援等も父
親の役割を果たして
いることを母親に理
解してもらい夫婦間
の溝にならないように
配慮していく。

引き続きマタニティクラス、
パパママクラスにおける妊
婦体験等の学習を通じ、夫
婦共同の意識醸成を図って
いく。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

①仕事と子育てが両立でき
る就業環境の整備・充実
市内の企業・事業者に、子
育て支援体制充実の必要
性について啓発を図ります。
また、育児休業制度等の周
知やパートタイム労働者等
への関係法規等の学習会を
開催します。
（自治人権推進課、子育て
支援課、産業振興課）

・男女平等参画推進センターの館
内掲示において、新聞等の記事
で育児休業制度等を扱ったものを
切り抜いて、ニュースクリップとし
て掲示した。
・関係機関から配布依頼があった
パンフレット等については、男女
平等参画推進センターで配布して
いる。
・市ホームページへの掲示及びパ
ンフレットの設置により、育児・介
護休業法の周知を行った。また、
パートタイム労働法に関するパン
フレットの設置により啓発を行っ
た。

・市内の企業・事業者への啓発は
実施しなかった。
・「女性の再就職」をテーマに推進
センターで掲示を実施。
・パンフレット類の窓口配布及び
案内、ホームページでの周知を
行った。
【内容】
・育児休業制度
・パートタイム労働者等の関係法
規
・事業所内保育所設置、運営等助
成

・「働く女性の状況」をテーマに推
進センターで掲示を実施。
・再就職活動中の女性が参加す
る「再就職応援講座」を推進セン
ターで実施。
・パンフレット類の窓口配布及び
案内、ホームページでの周知を
行った。
（内容）
・育児休業制度
・パートタイム労働者等の関係法
規
・事業所内保育所設置、運営等助
成
・商工会議所に対し、ワークライフ
バランスに関する啓発・資料提供
を行った。

・「ワーク・ライフ・バランス」をテー
マに推進センターで掲示を実施。
・女性の働き方に関わる税制度、
年金制度の問題点と現状につい
て学習するセミナーを実施。
・再就職活動中の女性が参加す
る「再就職応援講座」を推進セン
ターで実施。
・商工会議所に対し、ワークライフ
バランスに関する啓発・資料提供
を行った。
・パンフレット類の窓口配布及び
案内、ホームページや広報での
周知を行った。
【内容】
・育児休業制度
・パートタイム労働者等の関係法
規
・事業所内保育所設置、運営等助
成

・商工会議所に対し、ワークライフバ
ランスに関する啓発・資料提供を
行った。
・11月「さくらフェスタ」においてワー
ク・ライフ・バランスをテーマに講演会
を開催。
・厚生労働省が行った、次世代育成
支援対策推進法の認定マーク「くる
みん」と各自治体のご当地キャラク
ターによるタイアップポスター制作に
参加し、佐倉市のイメージキャラク
ター「カムロちゃん」とのタイアップが
実現した。
・パンフレット類の窓口配布及び案
内、ホームページや広報での周知を
行った。
【周知内容】
・パートタイム労働者等の関係法規
・次世代育成支援対策推進法改正
のご案内（法律の延長、特例認定制
度創設について等）
・男女雇用機会均等法で禁止してい
る「間接差別」対象範囲拡大につい
て

・男女平等参画推進センターで、「男
性と育児休業」に係る掲示を実施。
・再就職活動中の女性が参加する
「再就職応援講座」を男女平等参画
推進センターで実施。

・女性の再就職応援講座を継続的
に行った。また、男女平等参画推進
センターで、仕事と子育ての両立に
関わる内容の掲示を行った。

・商工会議所に対するワークライフ
バランスに関する啓発・資料提供
や、パンフレット類の窓口配布及び
案内、ホームページでの広報によ
り、周知に努めた。

市内の企業・事業者
への啓発ができてい
ないので、積極的な
アプローチをする必
要がある。

・引き続き、商工会議所に
対し先進事例や関連制度
の紹介、啓発資料の提供
等を行うことにより、ワーク・
ライフ・バランスについての
認識を高め、事業者への普
及啓発を実施していただけ
るよう努める。

・市内の企業・事業者へ、
情報提供や啓発等のアプ
ローチをする。具体的に
は、工業団地連絡協議会を
通じ、啓発事業の案内や情
報提供を検討している。

基本目標４
（１）仕事と子育て
の両立支援
１仕事と子育てが
両立できる就業
環境の整備・充
実

①地域での見守り体制の構
築
地域の人々が、登下校中や
遊んでいる子どもの安全に
注意を払えるよう、啓発等を
図っていきます。
（防災防犯課、指導課、学務
課）

・交通安全移動教
室の実施（市内全
小学校23校）
⇒達成

・自治会等や自主防犯活動団体
に対し、防犯資器材（腕章・ﾀｽｷ・
誘導灯・拍子木）の貸出しを実
施。２２年度貸出し件数２０。
・市内の防犯指導員を対象に、５
月３０日に防犯研修会を実施。参
加者２３３名。
・京成佐倉駅・臼井駅において、１
２月に防犯キャンペーンを実施。
・市広報番組を使った防犯啓発を
実施。
・交通安全移動教室を市内小学
校２３校、中学校４校で実施した。
・アイアイプロジェクトに基づく、登
下校時の児童生徒の見守り活動
を推進・啓発した。

・自治会等や自主防犯活動団体に対
し、防犯資器材（腕章･ﾀｽｷ･誘導灯･
拍子木）の貸出しを実施。23年度貸
出し件数21。
・市内の防犯指導員を対象に、6月
18日に防犯研修会を実施。参加者
232名。
・京成ユーカリが丘駅、ＪＲ佐倉駅に
おいて、12月に防犯キャンペーンを
実施。
・市広報番組を使った防犯啓発を実
施。
・交通安全移動教室を市内幼稚園３
園、小学校２３校、中学校５校で実施
した。
・保護者6,584名、ボランティア2,533
名、その他248名の合計9,365名がス
クールガード活動に参加。
・８月に、スクールガードフォーラムを
実施。保護者、地域のボランティアの
方、防犯団体の方、学校職員が参加
し、災害時のスクールガード活動に
ついて意見交換を行った。

・自治会等や自主防犯活動団体に対
し、防犯資器材（腕章･ﾀｽｷ･誘導灯･
拍子木）の貸出しを実施。24年度貸
出し件数25。
・市内の防犯指導員を対象に、5月
26日に防犯研修会を実施。参加者
232名。
・京成志津駅、京成臼井駅におい
て、12月に防犯キャンペーンを実施。
・交通安全移動教室を各幼・小・中学
校において実施した。
・スクールガードボランティアと保護
者の協力により、子どもたちの登下
校の安全確保への意識を高めた。
・保護者6548名、ボランティア2691名
の合計9239名がスクールガード活動
に参加。
・8月にスクールガードフォーラムを実
施。保護者、地域のボランティアの
方、学校職員等が参加し講話を聴講
したり、学校・保護者・地域が連携し
たスクールガード活動のあり方を交
通安全の視点から意見交換したりし
た。
・市広報番組を使った防犯啓発を実
施。

・登下校巡回パトロール計画の作成
・登下校に市内５地区（佐倉、南部、
志津、臼井、ユーカリ）を業者委託に
より青色回転灯装着車で巡回パト
ロールする。
・下校時に市内４地区を、教育委員
会事務局職員が青色回転灯装着車
による巡回パトロールする。
・交通安全移動教室を市内幼稚園３
校、小学校２３校、中学校８校で実施
した。
・スクールガードボランティアと保護
者の協力により、子どもたちの登下
校の安全確保への気運が高まった。
・自治会等や自主防犯活動団体に対
し、防犯資器材（腕章･ﾀｽｷ･誘導灯･
拍子木）の貸出しを実施。25年度貸
出し件数17。
・市内の防犯指導員を対象に、6月
15日に防犯研修会を実施。参加者
222名。
・京成佐倉駅、京成ユーカリが丘駅
において、12月に防犯キャンペーン
を実施。
・市広報番組を使った防犯啓発を実
施。

・登下校巡回パトロール計画を作
成した。
・登下校に市内５地区（佐倉、南
部、志津、臼井、ユーカリ）を業者
委託により巡回パトロールした。
・下校時に市内４地区を、教育委
員会事務局職員が青色回転灯装
着車による巡回パトロールした。
・スクールガードボランティア、地
域ボランティア、保護者の合計９，
２６４名が子どもたちの登下校の
安全確保に協力した。
・８月にスクールガードフォーラム
を実施。
・交通安全移動教室を市内幼稚
園３校、小学校２３校、中学校７校
で実施した。
・市内小学１年生に黄色いワッペ
ン、防犯笛を配付した。
・市広報番組を使った防犯啓発を
実施した。

・学校と地域が連携を図り、また、ス
クールガードボランティアと保護者
の協力により、子どもたちの安全確
保への意識が高まった。結果、不審
者件数も減少した。
・スクールガードボランティアによる
子どもたちの見守り活動が、保護者
や地域に定着し、参加人数が増え
ている。

・スクールガードボラ
ンティアの高齢化に
より、後継者の人員
確保が課題となる。
・子どもたちを取り巻
く生活環境は日々変
わってきており、事
件・事故は後を絶た
ない状況である。

・子どもたちの安全確保の
ために、学校と地域が更に
連携を強化し、アイアイプロ
ジェクトの活動の活性化を
図る。
・スクールガードボランティ
アによる見守り活動のさら
なる充実を図る。
・児童生徒の啓発活動をさ
らに進め、正しい知識を広
め、自己防衛力を高めてい
く。

②犯罪への対処方法の教
育
犯罪等に対する基本的な対
処方法を子どもに伝え、犯
罪に対する知識及び意識の
向上を図ります。
（指導課）

・インターネットや
携帯電話の望まし
い使用方法の啓
発を図る。
⇒達成
・薬物乱用防止教
室の実施（年1回）
⇒達成（市内全て
の小中学校で実
施）

・市内小中学校でインターネットや
携帯電話の望ましい使用方法の
啓発を行った。
・市内小中学校で薬物乱用防止
教室を行った。

・市内小・中学校でインターネット
や携帯電話の望ましい使用方法
の啓発を行った。
・市内小・中学校で薬物乱用防止
教室を行った。

・市内小・中学校でインターネット
や携帯電話の望ましい使用法に
ついて意識啓発した。
また、市内小・中学校にて薬物乱
用防止教室を行った。

・市内小・中学校でインターネット
や携帯電話の望ましい使用方法
の啓発を行った。
・千葉県警北総青少年センターや
薬剤師等と連携し、市内小・中学
校で薬物乱用防止教室を行った。

・市内小・中学校でインターネット
や携帯電話の望ましい使用方法
の啓発を行った。
・千葉県警北総青少年センターや
薬剤師等と連携し、市内小・中学
校で薬物乱用防止教室を行った。

・各学校ごとに、インターネットや薬
物乱用防止等の正しい知識に関す
る学習とともに、外部講師を招聘し
た安全教室、防止教室等を開催す
るなど、啓発活動の充実を図り、知
識・意識の向上に努めた。

・スマートホン等の普
及が日進月歩なた
め、指導する側の研
修が不可欠である。

・今後も各学校での啓発活
動を充実させていく。
・教職員研修会の内容を最
新のものに随時変更しなが
ら対応する。

・地域職業相談室において、求人
情報の提供を行った。
・県及びちば仕事プラザ、ジョブカ
フェちばとの共催による子育て女
性向け再就職支援セミナーを開
催した。
・セミナー時託児室を設置した。
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②再就職の支援
出産・育児等によりいったん
仕事を辞めた女性の再就職
を支援するため、地域職業
相談室等を活用し、女性の
再就職を支援します。
（産業振興課）

引き続き、女性を対象とし
た再就職支援セミナーの開
催や、地域職業相談室の
運営等により、女性の再就
職支援を図る。

（
６

）
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・地域職業相談室実績
　 新規求職申込件数　1,400件
　 紹介件数　6,199件
　 就職件数　754件
・子育てお母さんの再就職支援セ
ミナー開催（参加者7名）

・地域職業相談室実績
　新規求職申込件数　1,052件
　紹介件数　5,675件
　就職件数　896件
・子育てお母さんの再就職支援セ
ミナー開催（参加者23名）

地域職業相談室実績
　新規求職申込件数　　　1,106件
　紹介件数　　　4,956件
　就職件数　　　842件

子育てお母さんの再就職支援セミ
ナー「自己理解とキャリアプラン」
開催（参加者　20名）

・地域職業相談室において、求人
情報の提供を行った。
・県及び千葉県ジョブサポートセン
ター、ジョブカフェちばとの共催に
よる子育て女性向け再就職支援
セミナーを開催した。
・セミナー開催時に託児室を設置
した。

・女性を対象とした再就職支援セミ
ナーは、H26年度参加者アンケート
において、全回答者が大変参考に
なった又は参考になったと回答して
いる。このことから、満足度の高い
セミナーを開催できたと考える。
・地域職業相談室の年間利用者は
ここ数年約２万２千～１万７千人前
後であり、多くの近隣市町村民に利
用されており、就職活動支援になっ
ている。

セミナー参加者が定
員に満たないことが
ある。
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

①関係者の連携の強化
地域全体で協力して子ども
の成長を見守っていけるよ
う、学校・家庭・地域との連
携を強めるとともに、いじめ
や不登校等の問題に対応
するため、相談・指導体制を
整備・充実します。
（指導課）

・市内全小中学校
「生徒指導担当者
会議」の開催（年1
回以上）
・地区連絡会議等
の開催（年１回以
上）
⇒達成

・市内全小中学校「生徒指導担当
者会議」を年３回開催した。

・市内全小・中学校「生徒指導担
当者会議」を年５回開催した。

・市内全小・中学校「生徒指導担
当者会議」を開催した。

・市内全小・中学校「生徒指導担
当者会議」を年５回開催した。

・市内全小・中学校「生徒指導担
当者会議」を年５回開催した。
・児童青少年課が主催する青少
年問題協議会に参加した。
・各小中学校ごとに、学校評議委
員会会議や児童民生委員会議等
を開催している。

・教育委員会から、最新の情報を随
時提供するとともに、小中学校別及
び中学校区による情報交換の場を
充実させた。
・各小中学校においては、自治会等
の主催する地域の会議に積極的に
参加したり、児童民生委員会議等を
開催し、相談・指導体制等の充実に
努めた。

・地域との連携を進
めていく上で、会議の
日程調整等が難し
い。

・生徒指導担当者会議を今
後も継続していく。
・各学校で行っている地域
との連絡会議等も今後も推
進していく。

②学校教育相談員等による
相談の実施
学校教育相談員等による来
所相談や電話相談への対
応を実施します。
（指導課、教育センター）

・相談体制の工
夫・充実を図る。
⇒達成

・学校教育相談員１０名、心の教
育相談員４名、県教育委員会から
派遣されているスクールカウンセ
ラー１１名での来所相談、電話相
談を行った。

学校教育相談員10名、心の教育
相談員4名、県教育委員会から派
遣されているスクールカウンセ
ラー11名での来所相談・電話相談
を行った。

・学校教育相談員、心の教育相談
員等による来所相談・電話相談を
実施した。

・学校教育相談員１０名、心の教
育相談員６名、県教育委員会派
遣のスクールカウンセラー１１名
での来所相談・電話相談を行っ
た。

・学校教育相談員１０名、心の教
育相談員７名、県教育委員会派
遣のスクールカウンセラー１２名
での来所相談・電話相談を行っ
た。

・いじめ対策として、学校教育相談
員、心の教育相談員、スクールカウ
ンセラー（県教育委員会派遣）によ
る相談を実施した。
・心の教育相談員の人数を増やしな
がら、相談業務の充実に努めた。

・スクールカウンセ
ラーに対する相談需
要は高まっている一
方、勤務日等が少な
い。
・心の教育相談員の
増員が必要である。

・相談内容が多岐に渡って
いるため、今後も相談業務
の充実に取り組んでいく。

①交通安全教育の実施
子どもが道路等でできるだ
け交通安全に注意を払って
行動できるように、警察等の
協力のもと保育園幼稚園、
小・中学校で交通安全教育
を実施します。
（道路維持課、子育て支援
課、指導課）

・交通安全移動教
室の実施
（幼稚園・小学校・
中学校）
⇒達成

・交通安全移動教室の実施
　幼稚園　　３回
　小学校　２３回
　中学校　　５回
・散歩・遠足の折に年齢に合わせ
た交通安全指導の実施。
・交通安全移動教室を市内小学
校２３校、中学校４校で実施した。

交通安全移動教室の実施
・幼稚園　　３回
・小学校　２３回
・中学校　　５回

交通安全移動教室の実施
・幼稚園　　３回
・小学校　２３回
交通安全移動教室を各幼・小・中
学校において実施した。
・中学校　　５回

・交通安全移動教室を市内幼稚
園３校、小学校２３校、中学校８校
で実施した。
・自転車競技会に間野台小学校
児童が参加した。
【交通安全移動教室の実施】
・幼稚園　　３園、・小学校　２３校
・中学校　　７校

・交通安全移動教室を市立幼稚
園全３園、小学校全２３校、中学
校７校で実施した。
・自転車競技会に下志津小学校
児童が参加した。

・交通安全に対する意識の高まりが
見られ、交通安全移動教室が中学
校でも積極的に行われるようになっ
た。

交通安全移動教室実施回数
　幼稚園…延べ１５回
　小学校…延べ１１５回
　中学校…延べ２９回

・啓発活動を進めて
いるが、市内の交通
事故はまだまだ発生
しており、今後も啓発
を継続し、自分の身
を自分で守る意識を
高めていかなければ
ならない。
・交通ルールの周知
について、新入生を
対象に今後も継続し
ていく必要がある。

・自転車事故も後を絶たな
いため、今後も交通安全教
室を継続して展開するとと
もに、交通ルールの徹底に
向けて、意識の高揚が図れ
るよう、交通安全移動教室
により啓発活動を推進して
いく。

②親に対する啓発・情報提
供
子どもを交通事故から守る
ための情報提供や啓発を
様々な機会を通じて実施し
ます。また、チャイルドシート
着用等乳幼児の安全のた
めの情報も提供していきま
す。
（道路維持課、指導課）

・メール配信による
交通安全の情報
提供（小学校２３
校、中学校１１校）
⇒達成

・街路啓発活動　毎月１回
・広報誌掲載　　年４回
・チャイルドシート購入助成金　２
１９件
・生徒指導便り、学校便り等を通
して、保護者に子どもを交通事故
から守るため協力を依頼した。

・街頭啓発活動　毎月１回
・広報誌掲載　　　　年４回
・チャイルドシート購入助成金　304件
・生徒指導便り、学校便り等を通し、
保護者に子どもたちを交通事故から
守るため、協力を依頼した。
・メール配信等により、安全関係の情
報を配信し、注意を呼びかけた。

・街頭啓発活動　毎月１回
・広報誌掲載　　　　年４回
・学校便り、メール配信等を通して
保護者に子どもたちを交通事故
から守るための情報提供を行っ
た。

・生徒指導便り、学校便り等を通
し、保護者に子どもたちを交通事
故から守るため、協力を依頼し
た。
・メール配信等により、安全関係
の情報を配信し、注意を呼びかけ
た。
・街頭啓発活動　毎月１回
・広報誌掲載　年４回

・学校便りやホームページ、メー
ル配信等を通じ、児童生徒、保護
者や地域に対して啓発運動を強
化した。
・街頭啓発活動　毎月１回
・広報誌掲載　年４回

・学校だより、ホームページやメール
での配信等を通じて、啓発活動を強
化することができた。
・街頭啓発活動…延べ６０回
・広報紙掲載…延べ２０回

交通ルール順守の徹
底について、今後も
継続していく必要が
ある。

メール配信、街頭啓発など
の活動を通じ、今後も継続
的に交通安全に関する啓
発活動を進めていく。

①児童虐待防止対策の充
実
関係機関によるネットワーク
の活動を強化し、児童虐待
の予防・発見・フォローアッ
プ体制づくりを行います。
（自治人権推進課、児童青
少年課、健康増進課「健康
さくら２１」、指導課）

・母子保健事業
（乳児期）の未利
用者の把握
・ネットワーク会議
の開催
⇒達成

・佐倉市児童虐待防止ネットワー
クにより、実務者会議やケース検
討会議を開催した。
・実務者会議　　　       121回
・緊急受理会議　        112回
・内部ケース検討会     246回
・個別ケース検討会議　20回
・平成22年10月から、毎月生後６
か月、２歳児を対象に母子保健
サービス未利用者を抽出し、児童
青少年課・子育て支援課に情報を
提供。協働して状況の把握に努め
た。
・佐倉市児童虐待防止ネットワー
クにより、関係機関との連携を図
り、要保護児童に関する情報の交
換や協力した支援に努めるため、
代表者会議、実務者会議、ケース
検討会議に参加した。

・佐倉市児童虐待ネットワークに
より、代表者会議、実務者会議や
ケース検討会議を開催した。
　・代表者会議    　1回
　・実務者会議　  129回
　・緊急受理会議　262回
　・内部ケース検討会議　 244回
　・個別ケース会議　12回
・乳児期における母子保健事業未
利用者について、関係課との連携
のもと、虐待の危険性の有無につ
いて早期把握を行う。

・佐倉市児童虐待ネットワークに
より、代表者会議、実務者会議や
ケース検討会議を開催した。
・代表者会議　1回
・実務者会議　120回
・受理会議　392回
・内部ケース検討会議　245回
・個別ケース会議　11回
・乳児期における母子保健事業未
利用者の状況把握を継続し、把
握困難事例については、児童青
少年課等の関係機関に情報提供
を行った。

・乳児全戸訪問事業、乳児相談、1歳
6か月児健診、3歳児健診未利用（未
受診）者に対し、アンケート送付によ
る勧奨を強化するとともに、返信のな
い家庭には訪問による目視に努め、
2回の訪問でも確認に至らなかった
場合は、集団所属の有無を確認後、
児童青少年課に情報提供するといっ
た体制を整えた。
・指導課と児童青少年課等とで連携
しながら、要保護児童生徒と兄弟関
係にある乳児の実態把握に努めた。
・要保護児童生徒の情報を共有し、
児童虐待の予防や発見に努めた。

・佐倉市児童虐待ネットワークによ
り、代表者会議、実務者会議やケー
ス検討会議を開催した。
・代表者会議　    1回
・抽出事前会議　20回
・実務者会議　    65回
・受理会議　    330 回
・内部ケース検討会議　 245 回
・個別ケース会議　   10 回
・母子保健事業との連携会議　1回

・市児童青少年課が、学校・幼稚
園・保育園等の児童福祉施設を
訪問し、児童虐待防止ネットワー
クでの通告の流れと支援について
説明し、関係機関（教育委員会
等）との連携を図った。
・佐倉市児童虐待ネットワークに
より、代表者会議、実務者会議や
ケース検討会議を開催した。
　代表者会議　    1回
　抽出事前会議　40回
　実務者会議　    4回
　受理会議　   450 回
　内部ケース検討会議　 244 回
　個別ケース会議　  21 回
　母子保健事業との連携会議　2
回

・乳児全戸訪問事業、乳児相談、
1歳6か月児健診、3歳児健診未利
用（未受診）者に対する受診勧奨
を強化。文書勧奨、家庭訪問に
よっても状況が把握できなかった
幼児について、集団所属を確認
後、児童青少年課に通告を行って
いる。

・佐倉市児童虐待防止ネットワーク
会議を開催し、関係機関によるネッ
トワークの活動を強化し、児童虐待
の予防・発見・フォローアップ体制を
作ることができた。
・市児童青少年課と教育委員会の
連携が密となり、きめ細やかな対応
を行う体制を構築した。

・乳児家庭全戸訪問事業は、Ｈ２２
年度の86％⇒H26年度92.7％
・１歳６か月児健診は、Ｈ２２年度の
90.8％⇒H26年度95.1％
・３歳児健診は、Ｈ２２年度の80.5％
⇒H26年度86.7％へと受診率が増加
し、勧奨の効果が表れている。

・年々、児童虐待に
係る案件は増加傾向
にあり、緊急対応等
も多いため、対処に
苦慮するケースも多
い。
・一時保護等を要す
る緊急事案等につい
て、児童相談所の協
力がスムーズにいか
ないケースがある。
・マンパワーが不足し
ている。

・今後も、児童具体防止
ネットワークの関係機関と
の連携を強化し、児童虐待
の早期発見早期対応によ
り、児童虐待防止を図る。

基本目標５
（１）児童虐待の
防止
１児童虐待防止
対策の充実
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

②養育支援の充実
乳児家庭全戸訪問事業等
の実施により、養育支援が
必要であると判断した家庭
に対し、専門的知識や経験
を有する者が訪問し、養育
に関する相談及び指導を行
い、養育支援の充実に努め
ます。
（児童青少年課、健康増進
課「健康さくら２１」）

・養育支援訪問対
象家庭への訪問
・母子保健事業(乳
児期)の未利用者
の把握
⇒達成

・こんにちは赤ちゃん訪問等で把
握した養育支援の必要な家庭に
訪問し、相談支援を行った。
・要支援家庭：９７家庭
・延べ訪問回数：４２７回
・状況に応じて、保健師、保育士、
社会福祉士が協働して、支援に
努めた。

・こんにちは赤ちゃん訪問等で把握し
た養育支援の必要な家庭に訪問し、
相談支援を行った。
　要支援家庭　85家庭
　延べ訪問回数　445回
・健康増進課で実施している生後４
か月までの「乳児全戸家庭訪問事
業」（こんにちは赤ちゃん訪問事業）
等の実施により、養育支援が必要な
家庭に対し、保健師、保育士等が訪
問し、養育に関する相談、指導、支
援を実施。
・児童青少年課との連携のもとに、支
援を要する家庭への訪問を実施す
る。また、支援を要すると判断した全
ての事案に対して担当者会議を開催
し、複数の視点で検討することによ
り、支援の標準化を図る。

・こんにちは赤ちゃん訪問等で把握し
た養育支援の必要な家庭に訪問し、
相談支援を行った。
・保健師、保育士等による専門的支
援に加え、24年度から育児支援ヘル
パーによる家事、育児支援を開始し
た。
　要支援家庭　74家庭
　延べ訪問回数　385回
・生後４か月までの「乳児全戸家庭訪
問事業」（こんにちは赤ちゃん訪問事
業）等の実施により、育児状況を把
握し、養育支援が必要な家庭には、
専門職による相談、指導、支援の継
続に努めた。
・複数の視点で支援の方向性を検討
し、支援の標準化を図るよう心掛け
た。

・乳児家庭全戸訪問事業実施時
の養育状況から、虐待リスクがあ
ると判断されたケースを児童青少
年課に情報提供することによっ
て、早期支援に繋げた。
・こんにちは赤ちゃん訪問等で把
握した養育支援の必要な家庭に
訪問し、相談支援を行った。
・保健師、保育士等による専門的
支援、育児支援ヘルパーによる
家事、育児支援を実施した。
　要支援家庭          40家庭
　延べ訪問回数　     273 回

・こんにちは赤ちゃん訪問等で把
握した養育支援の必要な家庭に
訪問し、相談支援を行った。

・乳児家庭全戸訪問事業実施時
等の養育状況から、虐待リスクが
あると判断されたケースを児童青
少年課に情報提供することによっ
て、早期支援に繋げた。

・保健師、保育士等による専門的
支援、育児支援ヘルパーによる
家事、育児支援を実施した。
　要支援家庭          14家庭
　延べ訪問回数　     293 回

・若年や望まない妊娠等のハイリ
スク妊婦情報を特定妊婦連絡票
を用いて、医療機関から提供を受
けている。

・母子保健事業や、子育て支援事業
との連携により、虐待リスクがあると
判断されたケースを早期に把握し、
個々の家庭のニーズにあった支援
（訪問、育児支援ヘルパーの派遣
等）をすることで、問題解消への支
援を行った。

・平成２４年度から、幼児健康診査
（1歳6カ月、3歳）未受診者への訪問
による状況把握を実施した。
　
・若年や望まない妊娠等のハイリス
ク妊婦情報を医療機関から情報提
供を受け、養育支援の充実に取り
組んだ。また、医療機関にも情報提
供の必要性を周知した。

特になし

・引き続き、要支援家庭の
育児、家事支援等を実施
し、問題の解消を図る。

・要支援家庭の早期発見す
るためのネットワークの充
実を図る。

基本目標５
（１）児童虐待の
防止
２養育支援の充
実

③市民への啓発
こうほう佐倉、市ホームペー
ジ、CATV、ポスター等に加
え、講演会等を開催し、虐待
防止についての啓発や相談
先・連絡先の周知に努めま
す。
（自治人権推進課、児童青
少年課）

虐待防止について
の啓発や相談連
絡先の周知
⇒達成

・家庭児童相談や、児童虐待の通
告先をホームページや広報に掲
載した。
・虐待防止ポスター、リーフレット
を医療機関、学校、市役所出先機
関、学校に配布しPRした。
・１１月の虐待防止強化月間に合
わせて虐待防止のリーフレットを
作成し周知を図った。

・ホームページ、広報、ポスター、
リーフレットにより、家庭児童相談
室、児童虐待の通告先について
周知を図った。
・11月の児童虐待防止強化月間
に合わせて、虐待防止のリーフ
レットを作成し、地域新聞に折り込
み周知を図った。

・ホームページ、広報、ポスター、
リーフレットにより、家庭児童相談
室、児童虐待の通告先について
周知を図った。
・11月の児童虐待防止強化月間
に国の作成したポスター（600枚）
を自治会に回覧した。
・虐待防止のリーフレットを作成
し、保育園、幼稚園在園児保護者
に配布した。（4,325枚）

・ホームページ、広報、ポスター、
リーフレットにより、家庭児童相談
室、児童虐待の通告先について
周知を図った。
・11月の児童虐待防止強化月間
に国の作成したポスター（ 99 枚）
を市役所、出先機関、保育園、幼
稚園、小中学校へ掲示した。
・虐待防止のリーフレットを作成
し、保育園、幼稚園、小中学校に
配布した。（1382枚）

・ホームページ、広報、ポスター、
リーフレットにより、家庭児童相談
室、児童虐待の通告先について
周知を図った。
・11月の児童虐待防止強化月間
に国の作成したポスター（100枚）
を市役所、出先機関、保育園、幼
稚園、小中学校へ掲示した。
・虐待防止のリーフレットを作成
し、保育園、幼稚園、小中学校に
配布した。（3,692枚）

・ポスターの掲示に加えて、学校や
保育園等に、家庭児童相談室のチ
ラシを配付することにより、児童虐
待防止に関する啓発を行った。（啓
発により、親からの相談や、近隣住
民からの虐待通告が増加したことか
ら効果があった。）

人権擁護の観点か
ら、千葉地方法務局
との連携が必要であ
る。

・継続して、虐待防止につ
いての啓発や相談先・連絡
先の周知を実施する。

基本目標５
（１）児童虐待の
防止
３市民への啓発

④民生委員・児童委員等へ
の研修の充実
民生委員・児童委員、主任
児童委員に虐待予防やその
早期発見を踏まえた研修を
設け、さらなる知識の修得を
図ります。
（社会福祉課、児童青少年l
課）

・民生委員・児童
委員への情報提
供(研修年1回)
⇒達成

・児童青少年課と連携し、民生委
員・児童委員及び主任児童委員
によるケース検討会議・研修会に
参加。また、千葉県や千葉県民児
協主催研修・講座へ参加。（平成
２２年度は、特に、児童青少年課
主催の児童虐待防止等に関する
研修会を実施した。）
・民生委員児童委員、主任児童委
員を対象に研修会を実施した。
テーマ：「児童虐待と現代の子ど
も」
参加人数：１０６名

・民生・児童委員。主任児童委員
を対象に研修会を実施した。
　テーマ「ＤＶ（ﾄﾞﾒｽﾃｨｯｸﾊﾞｲｵﾚﾝｽ）
とは？」～被害者・子どもに与える
影響と被害者支援について～
         参加者　86名

・要保護児童を対象とした、実務
者会議(年2回)において、地域で
に気になる子どもや親の情報を得
た。
・民生委員、児童委員向けに研修
を実施。社会的養護についての
理解を深めた。

・要保護児童を対象とした、実務
者会議(年1回)において、地域で
気になる子どもや親の情報を得
た。
・民生委員、児童委員向けに研修
を実施。社会的養護についての
理解を深めた。参加者　77人

・佐倉市民生委員・児童委員協議
会では、児童福祉の向上並びに
児童の健全育成のため、児童専
門会を設けて年４回開催した。
・要保護児童を対象とした、実務
者会議ケース抽出会議(年40回)
において、地域で気になる子ども
や親の情報を得た。
・民生委員、児童委員向けに研修
を実施。社会的養護についての
理解を深めた。参加者　110人

・民生委員・児童委員を対象に、継
続して児童虐待防止研修の情報提
供を行い、参加を促した。
・児童虐待対策やその早期発見を
踏まえた研修の受講を通じて、地域
の支援体制の構築することができ
た。

・民生委員・児童委員
の負担が増加傾向に
あるため、負担軽減
へ向けた取り組み
（他団体との連携等）
が必要である。

・民生委員・児童委員協議
会において、児童虐待防止
研修の情報提供を継続して
行う。

・民生・児童委員、主任児
童員との連携を強化し、早
期に支援の必要な家庭を
把握し、必要な支援を届け
る体制を整える。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
６民生委員・児童
委員、主任児童
委員との連携強
化

⑤家庭児童相談室の体制
強化
児童青少年課内の家庭児
童相談室の充実を図り相談
体制を強化します。
（児童青少年課）

家庭児童相談室
の周知を図る
⇒達成

・家庭児童相談件数：469件
・相談延べ件数：13,314件
・家庭訪問件数：97家庭　427回

・家庭児童相談件数　　　494件
・相談延べ対応件数　 14,878件

・家庭児童相談件数　459件
・相談延べ対応件数　14,317件
・出張相談　7回　17件

・家庭児童相談援助実績件数
H25　新規　330件(うち虐待192件)
総相談件数　545件(うち虐待317
件)

・家庭児童相談援助実績件数
H26　新規　450件(うち虐待235件)
総相談件数　645件(うち虐待344
件)

相談件数が増加し、相談内容も複
雑化しているが、児童虐待防止ネッ
トワークの関係機関と連携し対応す
ることができた。

年々、相談内容が複
雑化し、件数が増加
している。相談体制
の充実を図る必要が
ある。

家庭児童相談室の周知を
図り、問題への早期対応に
取り組む。

基本目標５
（１）児童虐待の
防止
４家庭児童相談
室の体制強化

①ひとり親家庭自立支援員
の設置
ひとり親家庭の抱えている
育児や生活に関する悩み事
の相談窓口を充実させ、自
立に必要な情報を提供しま
す。
（児童青少年課）

ひとり親相談の周
知を図る
⇒達成

・ひとり親家庭を支援する制度を
広報・ホームページ・パンフレット・
市役所及び出張所の窓口で情報
提供した。
・ひとり親家庭の自立支援に関す
る相談を電話や窓口で受けた。
自立支援相談件数：322件

・広報、ホームページ。パンフレッ
トにより、ひとり親を支援する制度
の周知を図った。
・ひとり親自立支援に関する相談
を電話や、窓口で受けた。
　延べ相談件数
　母子家庭　349件
  父子家庭 　31件

・広報、ホームページ。パンフレッ
トにより、ひとり親を支援する制度
の周知を図った。
・ひとり親自立支援に関する相談
を電話や、窓口で受けた。
　延べ相談件数
　　母子家庭　376件
　　父子家庭 　26件

・ひとり親の自立支援に関する情
報提供や相談を電話や窓口で実
施した。
　延べ相談件数
　　母子家庭　312件
　　父子家庭 　30件

ひとり親家庭自立支援員による、
ひとり親の自立支援に関する情報
提供や相談を電話や窓口で実施
した。
　延べ相談件数
　　母子家庭　329件
　　父子家庭 　25件

ひとり親自立支援員の設置から約7
年が経過、毎年度300件以上の相
談を受け、自立に必要な情報提供
に努めた。

特になし

引き続き、ひとり親自立支
援員を設置し、ひとり親家
庭が抱えている様々な相談
に応じ、自立に必要な情報
を提供する。

基本目標５
（２）ひとり親家庭
への支援
１ひとり親家庭自
立支援員の設置

②ひとり親家庭等日常生活
支援事業
ひとり親家庭の方が、自立
促進に必要な活動をする場
合などにおいて、一時的に
家庭生活支援員を配置し、
人的支援をします。
（児童青少年課）

利用回数
⇒H26年度利用回
数12回

・児童扶養手当現況調査のおり
に、ひとり親家庭日常生活支援事
業のパンフレットを同封した。
登録人数：１２人
利用時間：２４時間

・ひとり親の相談時や、児童扶養
手当現況調査のおりに、ひとり親
日常生活支援事業のパンフレット
を同封し周知を図った。
　登録人数： 28人
　利用時間：18.5時間

・ひとり親の相談時や、児童扶養
手当現況調査のおりに、ひとり親
日常生活支援事業のパンフレット
を同封し周知を図った。
　登録人（世帯）数：33人
　利用時間：50.5時間
　利用回数：5回

・ひとり親の相談時や、児童扶養
手当現況調査のおりに、ひとり親
日常生活支援事業のパンフレット
を同封し周知を図った。
登録人（世帯）数：　41人
利用時間：　56.5時間
　利用回数：　37回

・ひとり親の相談時や、児童扶養
手当現況調査のおりに、ひとり親
家庭日常生活支援事業のパンフ
レットを同封し周知を図った。
登録人（世帯）数：　33人
利用時間：　18時間
　利用回数：　12回

就職活動や病気の際の日常生活支
援として周知が図られ、利用されて
いる。

特になし 引き続き、制度の周知を図
る。

基本目標５
（２）ひとり親家庭
への支援
２ひとり親家庭等
日常生活支援事
業
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

③自立支援教育訓練給付
金事業
母子家庭の母の職業能力を
高めていく取組を経済的に
支援します。
（児童青少年課）

利用人数
⇒H26年度3人

・自立支援教育訓練給付金支給
者数：2人

・自立支援教育訓練給付金支給
者数
   5人

・自立支援教育訓練給付金支給
者数
　　1人

・自立支援教育訓練給付金支給
者数
　　1人

・自立支援教育訓練給付金支給
者数
　　3人

ホームページ、広報、チラシ、ひとり
親家庭自立支援員の相談等で周知
を図り利用につなげ、職業能力を高
める意欲のあるひとり親を経済的に
支援した。

特になし

ひとり親家庭の親の生活の
安定と自立支援の充実を図
るため、引き続き自立支援
教育訓練給付金を支給す
る。

基本目標５
（２）ひとり親家庭
への支援
３自立支援教育
訓練給付金事業

④ひとり親家庭等医療費等
助成事業・児童扶養手当支
給事業
ひとり親家庭の経済的負担
の軽減を図ります。
（児童青少年課）

・１８歳の児童をもつひとり親家庭
等に対し、医療費の助成、児童扶
養手当の支給を行った。
・児童扶養手当は、平成２２年８月
から父子家庭にも対象を拡大して
支給した。

・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳の誕生月ま
で）をもつひとり親家庭等に対し、
医療費の自己負担額の一部を助
成した。
・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳の誕生月ま
で）をもつひとり親家庭等に全部
支給者は、月額41,550円、　一部
支給者は、月額41,540円～9,810
円のいずれかを支給した。

・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳の誕生月ま
で）をもつひとり親家庭等に対し、
医療費の自己負担額の一部を助
成した。
・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳の誕生月ま
で）をもつひとり親家庭等に全部
支給者は、月額41,430円、　一部
支給者は、月額41,420円～9,780
円のいずれかを支給した。

・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳未満まで）を
もつひとり親家庭等に対し、医療
費の自己負担額の一部を助成し
た。
・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳未満まで）を
もつひとり親家庭等に全部支給者
は、月額41,430円、　一部支給者
は、月額41,420円～9,780円のい
ずれかを支給した。（平成25年10
月から全部支給月額41,140円　一
部支給者は月額41,130円～9,710
円）

・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳未満まで）を
もつひとり親家庭等に対し、医療
費の自己負担額の一部を助成し
た。
・18歳までの児童（基準以上の障
害がある場合は20歳未満まで）を
もつひとり親家庭等に全部支給者
は、月額41,020円、　一部支給者
は、月額41,010円～9,680円のい
ずれかを支給した。

・医療費を助成することにより、ひと
り親家庭等の経済的負担を軽減し、
生活の安定が図られた。
・児童扶養手当を支給することによ
り、ひとり親家庭等の生活の安定と
自立の促進が図られた。

特になし

引き続き、ひとり親家庭へ
の支援として、医療費の助
成金、児童扶養手当の支
給をする。

基本目標５
（２）ひとり親家庭
への支援
４ひとり親家庭の
経済的負担に対
する軽減

⑤民生委員・児童委員及び
主任児童委員の活動の活
性化
民生委員・児童委員及び主
任児童委員の活動の活性
化により、ひとり親家庭への
より的確な支援を実施して
いきます。
（児童青少年課）

・ひとり親家庭に対し民生委員児
童委員の活動について窓口等で
知らせ、身近な相談相手として情
報提供した。

・民生委員・児童委員の活動につ
いて、ひとり親家庭に知らせ、身
近な相談相手として情報提供し
た。

・民生委員・児童委員の活動につ
いて、ひとり親家庭に知らせ、身
近な相談相手として情報提供し
た。

・民生委員・児童委員の活動につ
いて、ひとり親家庭に知らせ、身
近な相談相手として情報提供し
た。

民生委員・児童委員の活動につ
いて、ひとり親家庭に知らせ、身
近な相談相手として情報提供し
た。

身近な相談相手として、民生委員・
児童委員の存在を知らせ、地域で
の支援者に関する情報を提供した。

特になし

ひとり親家庭の了解を得
て、地域の支援者である民
生委員・児童委員に必要な
情報を提供し、民生委員等
の活動活性化に努める。

基本目標２
（３）子育て情報と
相談・交流の場
づくり
６民生委員・児童
委員、主任児童
委員との連携強
化

⑥交流の場の拡充
ひとり親家庭の交流の場を
拡充し、精神的な支援を充
実させます。
（児童青少年課）

・佐倉市母子寡婦福祉会により、
下記事業を実施した。
・親子料理教室：２１名
・研修旅行：３９名
・お楽しみ会：２９名
・新年会：４２名

・佐倉市母子寡婦福祉会におい
て、下記事業を実施した。
　研修旅行：36人　　料理教室：26
人
　県ｸﾛｰﾊﾞｰ会10人　　お楽しみ会
27人
　新年会　32人

・佐倉市母子寡婦福祉会におい
て、下記事業を実施した。対象者
をひとり親としたが、父子家庭の
加入がなかった。
研修旅行：39人　料理教室：22人
県ｸﾛｰﾊﾞｰ会：10人　お楽しみ会：
23人　新年会：32人

・佐倉市母子寡婦福祉会（なのは
な会）において、下記事業を実施
した。
　研修旅行：37人　　料理教室：29
人
　交流会：7回、延119人
　新年会：40人
　30周年記念コンサート：54人

・佐倉市母子寡婦福祉会（なのは
な会)において、下記事業を実施し
た。
研修旅行：44人、料理教室：19人
交流会：7回、延82人
新年会：18名
クリスマス会：32人

・佐倉市母子寡婦福祉会（なのはな
会）の支援を通じ、ひとり親家庭の
交流の場を提供した。また、非会員
対象の事業を催すことにより、会の
周知や新規会員の加入促進に努
め、ひとり親の交流を図ることがで
きた。
・会の周知はパンフレットやホーム
ページへ掲載するほか、児童扶養
手当現況届の通知にチラシを同封
するなどの対象世帯へ直接的なア
プローチも実施、毎年度新規会員の
加入があった。
・平成24年度から父子家庭も会員加
入対象になった。

特になし

・引き続き、会の活動支援と
周知を図り、ひとり親家庭
の交流の場を提供する。
・非会員が参加可能なひと
り親家庭対象事業を実施す
るよう支援する。

基本目標５
（２）ひとり親家庭
への支援
５交流の場の拡
充

⑦入学就職祝金の支給
入学就職祝金を継続し、ひ
とり親家庭を応援するメッ
セージとします。
（児童青少年課）

・ひとり親家庭等の児童が小学
校、中学校、高校に入学または中
学校を卒業して就職するときに、
児童一人につき１万円を支給し
た。
・平成２２年度から父子家庭にも
対象を拡げ、事業の名称も母子
家庭児童入学及び就職祝い金支
給から、ひとり親家庭等児童入学
及び就職祝い金支給事業に変更
した。
平成22年度支給対象児童数：３４
３人

・ひとり親家庭等の児童が小学
校、中学校、高等学校に入学する
ときに、児童一人につき1万円を
支給した。
平成23年度支給対象児童数：372
人

・ひとり親家庭等の児童が小学
校、中学校、高等学校に入学する
時、又は中学校を卒業して就職す
る時に、児童一人につき1万円を
支給した。
平成24年度支給対象児童数：352
人

・ひとり親家庭等の児童が小学
校、中学校、高等学校に入学する
時、又は中学校を卒業して就職す
る時に、児童一人につき1万円を
支給した。
平成25年度支給対象児童数：
363人

ひとり親家庭等の児童が小学校、
中学校、高等学校に入学する時、
又は中学校を卒業して就職する
時に、児童一人につき1万円を支
給した。
平成26年度支給児童数：　375人

祝金を支給することにより、ひとり親
家庭等の児童の勉学意欲の高揚が
図られた。

特になし 引き続き、入学就職祝金を
支給する。

基本目標５
（２）ひとり親家庭
への支援
６入学就職祝金
の支給
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会

①相談・指導・支援の充実
身体障害者・知的障害者
等、障害のある子どもの早
期発見と相談・指導・訓練体
制の充実を関係機関の連携
により図ります。
（障害福祉課、子育て支援
課、健康増進課）

母子保健事業によ
る要支援者全員把
握
⇒達成

・市内３か所の社会福祉法人に相
談支援事業委託を行った。
・保育園入園児童の発達を把握
し、支援が必要な児童について
は、他機関と連携し支援した。
・保護者との連携、相談の充実を
図った。
・健康増進課と連携して、ことばの
相談室を通じた支援を行った。
・乳児相談・幼児健診等の母子事
業において、要支援とされた児に
対して、言葉と発達の相談室では
（実283名　延1,360名）。
・すくすく発達相談（実37名　延55
名）では、保育園・幼稚園の巡回
相談では（実55名）について支援
に当たっている。なお、平成22年
度さくらんぼ園に紹介したケース
は21名であった。

・市内３か所の社会福祉法人に相
談支援事業委託を行った。
・母子保健事業における実績は次
の通り
　1歳6か月児健診1,218人
                (受診率91.5％）
　3歳児健診1,135人（受診率
81.0％）
　ことばと発達の相談室
　　　　　実308人述べ　1,815人
　親子教室、未就園児
　　　　　実19人　延べ94人
　　　　　年長児　実11人　延べ102
人
　すくすく発達相談、１２回
          述べ４４人
　保育園・幼稚園巡回相談、
          延べ67人　１１園

・市内３か所の社会福祉法人に相
談支援事業委託を行った。
・広汎性発達障害に関する啓発に
努め、社会的認知度を高めるた
め、幼稚園、保育園等に『ことばと
発達の相談室』のポスターを掲示
し、子どもの発達に関する相談先
の周知を図った。

・市内の幼稚園、保育園にことば
と発達の相談室PR用のポスター
とチラシを配架し、広報した。
・1歳6か月児健診、3歳児健診に
おける受診勧奨を強化し、支援を
要するケースのスクリーニングに
努めた。
・市内３か所の社会福祉法人に相
談支援事業の委託を行った。

・「ことばと発達の相談室」につい
て、幼稚園、保育園にポスターの
掲示、チラシを配架し当該事業の
周知に努めた結果、実人数579
件、延べ3,479件の相談実績が
あった。
・1歳6か月児健診、3歳児健診に
おける受診勧奨を強化し、支援を
要するケースのスクリーニングに
努めた。

・市内４か所の社会福祉法人に相
談支援事業の委託を行った。

・ことばと発達の相談室の周知を図
り、発達に不安がある幼児の早期
利用を促した結果、H22年度の実人
数283件、延べ1360件から、H26年
度の実人数579件、延べ3479件へ
倍増した。

・市内４か所の社会福祉法人に相談
支援事業の委託を行い、障害者、
障害児の保護者、障害者の介護を
行う者等からの相談に対応した。

増加する相談希望者
への対応・受け入れ
体制を強化する必要
がある。

・引き続き、市内の社会福
祉法人等に相談支援事業
の委託を行う。

②生活支援の充実
心身に障害のある子どもの
いる家庭で、一時的に介護
ができないときのショートス
テイ、ホームヘルパーの利
用に対し、介護給付費を支
給することにより、介護者の
負担の軽減と生活支援を図
ります。
（障害福祉課）

・介護給付サービスの提供を行っ
た。

・介護給付サービス（ショ－トステ
イ、ホームヘルパー、児童デイ
サービス等）の提供を行った。

・介護給付サービス（ショートステ
イ、ホームヘルパー、児童発達支
援等）の提供を行った。

介護給付サービスの提供を行っ
た。

・短期入所（ショートステイ）、居宅
介護（ホームヘルプ）、児童発達
支援等のサービスを提供した。

・短期入所（ショートステイ）、居宅介
護（ホームヘルプ）、児童発達支援
等のサービスを提供した。

特になし

・短期入所（ショートステ
イ）、居宅介護（ホームヘル
プ）、児童発達支援等の
サービスを提供する。

③関係機関の連携強化
児童デイサービス事業所、
健康増進課、医療機関、児
童相談所、児童センター、社
会福祉協議会等の連携を強
化し、子どもの成長に伴った
指導・訓練が円滑に進めら
れるように図ります。
（障害福祉課、子育て支援
課、健康増進課）

継続支援者の全
員ライフサポート
ファイルを所持
⇒達成
（希望者全員につ
いて作成）

・佐倉市障害者自立支援協議会
の療育・教育部会で、ライフサ
ポートファイルを作成した。
・言葉と発達の相談室の継続支
援者に対し、幼稚園や就学を迎え
るにあたり、継続的な支援が行わ
れるよう、ライフサポートファイル
や情報提供書を作成した。（39名）

・佐倉市自立支援協議会療育支
援・教育部会において関係機関の
連携強化に努めた。
・平成２２年度に作成したライフサ
ポートファイルの配布を開始した。
◆平成２３年度におけるライフサ
ポートファイル発行件数　３８件

・佐倉市自立支援協議会療育支
援・教育部会（特別支援教育連携
協議会）において、関係機関の連
携強化に努めた。
・広汎性発達障害に関する啓発に
努め、社会的認知度を高めるた
め、幼稚園、保育園等に『ことばと
発達の相談室』のポスターを掲示
し、子どもの発達に関する相談先
の周知を図った。

・ことばや社会性の発達面におい
て支援を必要とする子どもに対
し、ことばと発達の相談室や親子
教室を通じ、関わり方をアドバイス
した。
・保育園、幼稚園、病院等と情報
共有・伝達が必要なケースについ
て、保護者からの申請に基づきサ
ポートファイルを作成した。
・佐倉市総合支援協議会療育支
援・教育部会（特別支援教育連携
協議会）において、関係機関の連
携強化を図った。

・佐倉市総合支援協議会療育支
援・教育部会（特別支援教育連携
協議会）において、関係機関の連
携強化を図った。

・ことばや社会性の発達面におい
て支援を必要とする子どもに対し
集団指導（親子教室）を通じ、関
わり方をアドバイス。
　タンポポ（年少）実18組延べ134
組
　ひまわり（年長）実28組延べ257
組

・情報共有・伝達が必要なケース
について、保護者からの申請に基
づきサポートファイルを作成。85
件作成した。

・佐倉市総合支援協議会療育支援・
教育部会（特別支援教育連携協議
会）において、関係機関の連携強化
を図った。

・集団指導（親子教室）において、年
長児グループは、H22年度の実7
組、延63組から、H26年度実28組、
延257組へと大幅に増加。就学準備
のニーズの高まりと考えられる。

件数が増加に伴い。
相談体制の充実を図
る必要がある。

　佐倉市総合支援協議会
療育支援・教育部会（特別
支援教育連携協議会）にお
いて、関係機関の連携強化
を図る。

基本目標５
（３）障害児への
支援の充実
１関係機関の連
携強化

④心身障害者等について
の意識の啓発
講演会等の充実により、子
どもたちが心身障害等に対
する理解を深め、障害のあ
る人と障害のない人がとも
に生活を送り、ともに生きる
社会をつっくていけるよう意
識の啓発を進めます。
（障害福祉課、子育て支援
課、指導課）

特別支援教育の
校内研修会等に
指導主事を派遣し
ます。（年１０回以
上）
⇒達成

・障害について学ぶ市民講座（全5
回）の中で、講演会「気になる子ど
もの子育て支援」を開催した。
・保育園、学童保育所において障
害児の受入れを行うことで、総合
保育を実施。障害を持つ人と持た
ない人が、共に生活をするという
子ども達の意識を育てた。
・特別支援教育の校内研修会等
に指導主事を派遣した。

障害について学ぶ市民講座（全５
回）の中で、「気になる子どもの学
齢期支援」を開催した。（６６人参
加）
・特別支援教育の校内研修会等
に指導主事を派遣した。（年１４
回）

・障害について学ぶ市民講座「子
どもの発達を支える」を開催した。
・特別支援教育の研修会等に指
導主事を派遣した。

・特別支援教育の校内研修会等
に指導主事を派遣した。
・文部科学省より「インクルーシブ
教育システム構築モデル事業」の
指定を受け、研究に取り組んだ。
・障害について学ぶ市民講座『父
からみたわが子とのかかわりにつ
いて』を開催した。

・特別支援教育の校内研修会等
に指導主事を派遣した。

・文部科学省より「インクルーシブ
教育システム構築モデル事業」の
指定を受け、２年目の研究に取り
組んだ。

・障害について学ぶ市民講座を開
催した。

・障害について学ぶ市民講座を継続
して開催した。
・市内各校教職員とともに児童生徒
一人一人の教育的ニーズを把握し、
適切な対応に向けて指導支援の改
善を図ることができた。
・特別な支援が必要な子供のニー
ズに応じ、スクールクラスター（地域
資源の組合せ）による支援を行うこ
とで，子供の変容を把握し，その効
果を検証する研究に取り組んだ。

・インクルーシブ教育
システム構築のため
に、限られた予算の
中で市が基礎的環境
整備の改善を図り、
個のニーズに対応し
た合理的配慮をいか
に行っていくかが課
題である。

・引き続き、障害について学
ぶ市民講座を開催する。
・引き続き特別支援教育の
校内研修会等に指導主事
を派遣し，児童生徒の個別
のニーズに対応できるよう
にする。
・３年目となる文部科学省
指定の「インクルーシブ教
育システム構築モデル事
業」の研究のまとめに取り
組む。

基本目標５
（３）障害児への
支援の充実
１関係機関の連
携強化
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【次世代育成支援行動計画・後期計画実施状況】　　　　（平成27年7月13日修正版）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本理念 課題に対
する施策

具体的
取組の
提示

取り組み内容 目標事業量
⇒達成状況 平成２２年度実施状況 平成２３年度実施状況 平成２４年度実施状況 平成２５年度実施状況 平成２６年度実施状況 後期計画（Ｈ２２～２６）の総括 課題・懸案事項 今後の取組・方向性

子ども・子育て支
援事業計画にお

ける事業

資料1－1

平成27年7月13日（月）
第１回佐倉市子育て支援推進委員会
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⑤社会参加の促進
研修会の開催、地域生活支
援事業の利用により、外出
がより気軽にできるようにし
ます。また、保育園、小学校
等へ障害の程度に応じて、
子どもができ得る限り参加
できるようにし、社会参加を
促進します。
（障害福祉課、子育て支援
課、指導課）

就学指導委員会を
開催する。
⇒達成

・外出時の移動支援事業を委託し
た。
・保育が必要で、日々通園が可能
な児童の保育園の受入れ。
・各種事業への参加について、個
別配慮を行う。
・年３回就学指導委員会を開催
し、適正な就学指導に努めた。

・年３回就学指導委員会を開催
し、適正な就学指導に努めた。
・外出時の移動支援事業を実施し
た。

・外出時の移動支援事業を実施し
た。
・就学指導委員会を開催し、適正
な就学指導に努めた。

・年３回就学指導委員会を開催
し、適正な就学指導に努めた。
・外出時の移動支援事業を実施し
た。

・年3回の就学指導委員会を開催
した。
（平成26年10月より名称を「教育
支援委員会」に変更）

・外出時の移動支援事業を実施し
た。

・教育支援委員会を定期的に開催
することにより、子供の実態から適
切な学びの場につなげることができ
ている。

・外出時の移動支援事業を実施し
た。

就学後の教育支援の
内容の充実を精査す
る必要がある。

・今後も教育支援委員会を
定期的に開催し、子供の実
態を把握し、適切な対応を
図る。

・引き続き、障害児の支援
のため、外出時の移動支援
事業を実施する。

基本目標５
（３）障害児への
支援の充実
１関係機関の連
携強化
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